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添付資料 1.7.6 

格納容器ベント操作について 

格納容器圧力逃がし装置の放出系統として，サプレッショ

ン・チェンバからとドライウェルから放出する系統の 2通りあ

るが，サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エ

アロゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チェン

バからのベントを優先して使用する。 

ただし，サプレッション・チェンバからのベントが実施でき

ない場合には，ドライウェルからのベントを実施する。 

また，第一弁及び第二弁の操作順位は，第一弁の現場操作時

間に対して第二弁操作時間が短いこと及びベント停止時に隔離

する第一弁のシート面保護の観点から，流体の流れがない状態

で第一弁の開操作を実施し，その後第二弁の開操作を実施す

る。 

なお，ベント停止時に第一弁で隔離する理由は，ベント停止

後の格納容器圧力逃がし装置への窒素供給時において，第一弁

下流から窒素を供給することで第一弁と第二弁の間の水素滞留

添付資料 1.7.8 

格納容器ベント操作について 

格納容器フィルタベント系の放出系統として，サプレッショ

ン・チェンバからとドライウェルから放出する系統の２通りある

が，サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロ

ゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チェンバから

のベントを優先して使用する。 

ただし，サプレッション・チェンバからのベントが実施できな

い場合には，ドライウェルからのベントを実施する。 

また，ベント準備を含めたベント弁開操作は，以下を考慮し，

第２弁から実施する。 

・現場の雰囲気線量を考慮した操作手順

第１弁から開操作を実施した場合，格納容器内の蒸気

（放射性物質を含む）が原子炉建物原子炉棟内の系統配管

内に滞留することにより，現場の雰囲気線量が上昇する可

能性がある。 

・格納容器内への閉じ込め機能維持を考慮した操作手順

機能を発揮している格納容器バウンダリを変更しないた

め，第２弁から開操作を実施する。 

・現場での手動操作時間を考慮した操作手順

第１弁から開操作を実施した場合，操作する弁の片側に

蒸気圧がかかり，現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作

（人力による遠隔操作）を実施する際，操作に時間を要す

る可能性がある。 

なお，ベント停止時に第１弁で隔離する理由は，格納容器バウ

ンダリ範囲を通常時と同様にするためである。

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納

容器ベント操作につい

て記載 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，外部

注水制限到達によりベ

ントを実施するため，

サプレッション・チェ

ンバ側ベントとドライ

ウェル側ベントでタイ

ミングが変わらない

・設備及び運用の相違

【東海第二】 

格納容器バウンダリ

の維持及び現場におけ

る炉心損傷後のベント

実施（準備操作含む）

の被ばく評価結果を考

慮し，第２弁（ベント

装置側）から開操作す

る 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント停止に係る考
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を防止するためである。 

格納容器圧力逃がし装置の系統概要図（操作対象箇所）を第

1図に示す。 

格納容器フィルタベント系の系統概要図（操作対象箇所）を第

１図に示す。 

え方の相違 
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・運用の相違

【東海第二】 

設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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(1) 格納容器圧力逃がし装置におけるベントタイミング

格納容器圧力逃がし装置によるベント操作は，第 1表に

示す基準に到達した場合に，発電長の指示の下に運転員が

実施する。これにより，格納容器の過圧破損防止及び格納

容器内での水素燃焼防止が可能である。 

第 1表 ベント実施判断基準 

格納容器の過圧破損防止の観点では，炉心損傷なしの場合

は，残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力

が上昇した際，格納容器圧力が 279kPa［gage］から 217kPa

［gage］の範囲で代替格納容器スプレイ系（常設）による格納

容器スプレイ（連続）を実施する。外部水源によるスプレイで

あるため，サプレッション・プール通常水位＋6.5m に到達す

ればベントライン水没を防止する観点から格納容器スプレイを

停止し，格納容器圧力が 310kPa［gage］に到達した時点でベ

ントの実施を判断する。これは，格納容器除熱機能の復旧時間

の確保及び追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを

目的としている。炉心損傷を判断した場合は，465kPa［gage］

から 400kPa［gage］の範囲で代替格納容器スプレイ系（常

設）による格納容器スプレイ（連続）を実施し，サプレッショ

ン・プール通常水位＋6.5mに到達した時点で格納容器スプレ

イを停止するとともにベントを実施する。これにより確実に

620kPa［gage］（2Pd）到達までに格納容器ベントが実施でき

る。炉心損傷の有無により，格納容器スプレイ実施基準を変更

する理由は，炉心損傷した場合，格納容器内に放射性物質が放

出されるため，炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判

断基準に到達するタイミングを遅らせることにより，ベント時

の外部影響を軽減させるためである。 

1. 格納容器フィルタベント系におけるベントタイミング

格納容器フィルタベント系によるベント操作は，第１表に示

す基準に到達した場合に，当直副長の指示の下に運転員が実施

する。これにより，格納容器の過圧破損防止及び格納容器内で

の水素燃焼防止が可能である。 

第１表 ベント実施判断基準 

格納容器の過圧破損防止の観点では，炉心損傷なしの場合

は，残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力

が上昇した際，格納容器圧力が 384kPa[gage]から

334kPa[gage]の範囲で格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る格納容器スプレイ（間欠）を実施する。外部水源によるスプ

レイであるため，サプレッション・プール水位が通常水位＋約

1.3m に到達すれば格納容器スプレイを停止し，ベントの実施

を判断する。これは，格納容器除熱機能の復旧時間の確保及び

追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを目的として

いる。 

炉心損傷を判断した場合は，640kPa［gage］から 588kPa

［gage］の範囲で格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器スプレイ（間欠）を実施し，サプレッション・プール水

位が通常水位＋約 1.3mに到達すれば格納容器スプレイを停止

するとともにベントを実施する。これにより確実に 853kPa

［gage］（２Pd）到達までに格納容器ベントが実施できる。炉

心損傷の有無により，格納容器スプレイ実施基準を変更する理

由は，炉心損傷した場合，格納容器内に放射性物質が放出され

るため，炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判断基準

に到達するタイミングを遅らせることにより，ベント時の外部

影響を軽減させるためである。 

・体制の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，島根

１号炉と中央制御室を

共用しているため，当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器スプレイの停止基

準について，サプレッ

ション・チェンバのベ

ント排気ラインの水没

防止を目的に定めてい

ない 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

炉心状態 目的 実施判断基準 

炉心損傷なし 

過圧破損防止 

サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m 到

達

炉心損傷を 

判断した場合 

サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m 到

達

水素燃焼防止 
格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol％及び 

ウェット条件にて 1.5vol％到達 
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また，炉心損傷を判断した場合は，ジルコニウム－水反応に

より大量の水素が発生し，格納容器内の水素濃度は可燃限界の

4vol％を超過する。その後，水の放射線分解によって格納容器

内酸素濃度が上昇し，格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界に

到達することにより，格納容器内で水素燃焼が発生するおそれ

がある。この水素燃焼の発生を防止するため，格納容器内酸素

濃度がドライ条件にて 4.3vol％に到達した時点でベント操作

を実施することで格納容器内の水素・酸素を排出する。ベント

実施の判断フローを第 2～4図に示す。 

炉心損傷の有無の判断は，第 2表に示すパラメータを確認す

る。 

第２表 確認パラメータ（炉心損傷判断） 

さらに，炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を仮定

した場合のベント実施判断基準として，第 3表に示す判断基準

を整理している。これらの状況においても，格納容器ベント実

施により，格納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物

質の総量の低減が可能である。 

第 3表 炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を 

仮定した場合のベント実施判断基準 

また，炉心損傷を判断した場合は，ジルコニウム－水反応に

より大量の水素が発生し，格納容器内の水素濃度は可燃限界の

４vol％を超過する。その後，水の放射線分解によって格納容

器内酸素濃度が上昇し，格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界

に到達することにより，格納容器内で水素燃焼が発生するおそ

れがある。この水素燃焼の発生を防止するため，格納容器内酸

素濃度がドライ条件にて 4.4vol％及びウェット条件にて

1.5vol％に到達した時点でベント操作を実施することで格納容

器内の水素・酸素を排出する。ベント実施の判断フローを第２

～４図に示す。 

炉心損傷の有無の判断は，第２表に示すパラメータを確認す

る。 

第２表 確認パラメータ（炉心損傷判断） 

さらに，重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベ

ント実施判断基準として，第３表に示す判断基準を整理してい

る。これらの状況においても，格納容器ベント実施により，格

納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物質の総量の低

減が可能である。 

第３表 重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント

実施判断基準 

・運用の相違

【東海第二】 

格納容器酸素濃度に

よるベント実施基準の

相違 

・運用の相違

【東海第二】 

⑮の相違

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

原子炉建物水素濃度

によるベント実施基準

の相違 
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重大事故時における格納容器スプレイ手段として，常設設備

を用いた残留熱除去系，代替格納容器スプレイ系（常設）及び

代替循環冷却系並びに可搬型設備を用いた代替格納容器スプレ

イ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが，これら格

納容器スプレイ手段が喪失した場合，想定する希ガスの減衰時

間が短くなるが，格納容器の圧力を抑制する観点から，格納容

器破損の緩和のためベントを実施する。 

また，格納容器から漏えいした水素により，原子炉建屋原子

炉棟水素濃度が上昇した場合，原子炉建屋原子炉棟内で水素爆

発が発生することよって格納容器が破損するおそれがある。こ

のような場合，格納容器圧力を低下させることで格納容器から

漏えいする水素量を低減し，原子炉建屋原子炉棟内での水素爆

発による格納容器破損を緩和するため，水素の可燃限界濃度

4vol％を考慮し，原子炉建屋水素濃度 2vol％到達によりベン

トを実施する。

格納容器への十分な注水等ができない場合，格納容器雰囲気

が過熱状態になり，格納容器は限界圧力を下回る 620kPa

［gage］に達する前に 200℃に達し，いずれは過温破損に至る

ことが考えられる。この場合，格納容器ベント実施することに

よって過温破損を防止できないが，フィルタ装置を介した放出

経路を形成し，大気への放射性物質の放出を極力低減するため

のベントを実施する。 

さらに，格納容器が限界圧力を下回る 620kPa［gage］及び

限界温度を下回る 200℃に到達する前に，何らかの理由により

格納容器の健全性が損なわれ，格納容器から異常な漏えいがあ

る場合，可搬型モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建屋内

の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えられる。こ

の場合，格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所からの漏

えい量を低減させることが可能と考えられることから，フィル

なお，炉心損傷後の格納容器代替スプレイが実施できない場

合でも，格納容器圧力が 640kPa[gage]に到達後，２Pd

（853kPa[gage]）に到達するまでに５時間程度以上の時間があ

るため，ベント準備時間が約１時間 30分であることを踏まえ

ても格納容器圧力２Pd（853kPa[gage]）に到達するまでに準備

ができる。 

重大事故時における格納容器スプレイ手段として，常設設備

を用いた残留熱除去系，格納容器代替スプレイ系（常設）及び

残留熱代替除去系並びに可搬型設備を用いた格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが，これら

格納容器スプレイ手段が喪失した場合，想定する希ガスの減衰

時間が短くなるが，格納容器の圧力を抑制する観点から，格納

容器破損の緩和のためベントを実施する。 

また，格納容器から漏えいした水素により，原子炉建物水素

濃度が上昇した場合，原子炉建物原子炉棟内で水素爆発が発生

することよって格納容器が破損するおそれがある。このような

場合，格納容器圧力を低下させることで格納容器から漏えいす

る水素量を低減し，原子炉建物原子炉棟内での水素爆発による

格納容器破損を緩和するため，水素の可燃限界濃度４vol％を

考慮し，原子炉建物水素濃度 2.5vol％到達によりベントを実

施する。 

格納容器への十分な注水等ができない場合，格納容器雰囲気

が過熱状態になり，格納容器は限界圧力を下回る

853kPa[gage]に達する前に 200℃に達し，いずれは過温破損に

至ることが考えられる。この場合，ベントを実施することによ

って過温破損を防止できないが，フィルタ装置を介した放出経

路を形成し，大気への放射性物質の放出を極力低減するための

ベントを実施する。 

さらに，格納容器が限界圧力を下回る 853kPa［gage］及び

限界温度を下回る 200℃に到達する前に，何らかの理由により

格納容器の健全性が損なわれ，格納容器から異常な漏えいがあ

る場合，可搬式モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建物原

子炉棟内の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えら

れる。この場合，格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所

からの漏えい量を低減させることが可能と考えられることか

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器代替スプレイが実

施できない場合のベン

ト実施までの余裕時間

における作業成立性を

記載 

・運用の相違

【東海第二】 

原子炉建物水素濃度

によるベント実施基準

の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

格納容器型式の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

格納容器型式の相違 
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低減するためにベントを実施する。 
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・運用の相違 

【東海第二】 

ベント実施基準等の

相違 

                
 

  
 

  
 

      
 

重
大

事
故

等
の

発
生

 

格
納

容
器

圧
力

2
4
5
k
P
a
[
g
a
g
e
]
到

達
※

３
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

格
納

容
器

圧
力

6
4
0
k
P
a
[
g
a
g
e
]
到

達
※

３
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

開
始

 

格
納

容
器

内
酸

素
濃

度
の

監
視

 

格
納

容
器

内
酸

素
濃

度
ド

ラ
イ

条
件

4
.
4
%
v
o
l
%
及

び
ウ

ェ
ッ

ト
条

件
1
.
5
v
o
l
%

到
達

※
７
（

ベ
ン

ト
実

施
判

断
）

 

ベ
ン

ト
継

続
中

※
1
2
 

関
連

パ
ラ

メ
ー

タ
監

視
継

続
 

ベ
ン

ト
停

止
可

能
※

1
3
 

Y
e
s
 

ベ
ン

ト
停

止
 

格
納

容
器

内
及

び
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
統

内
の

不
活

性
化

 

失
敗

 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

停
止

 

③
 

③
 

ベ
ン

ト
継

続
※

1
4  

N
o
 

Y
e
s
 

Y
e
s
 

N
o
 

N
o
 

Y
e
s
 

※
１

 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
の

準
備

状
況

及
び

機
器

の
復

旧
状

況
を

確
認

し
，

残
留

熱
除

去
系

又
は

残
留

熱
代

替
除

去
系

の
準

備
が

 
完

了
し

た
時

点
で

格
納

容
器

除
熱

を
開

始
す

る
。

 
※

２
 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

が
使

用
不

能
の

場
合

に
お

い
て

，
原

子
炉

圧
力

容
器

表
面

温
度

3
0
0
℃

以
上

で
炉

心
損

傷
を

 
判

断
す

る
。

炉
心

損
傷

前
ベ

ン
ト

準
備

中
に

炉
心

損
傷

を
判

断
し

た
場

合
，

以
降

の
対

応
は

炉
心

損
傷

後
の

判
断

基
準

に
従

う
。

 
※

３
 

格
納

容
器

圧
力

が
計

測
で

き
な

い
場

合
は

，
複

数
の

格
納

容
器

雰
囲

気
温

度
計

測
結

果
か

ら
格

納
容

器
圧

力
を

推
定

す
る

。
 

※
４

 
ベ

ン
ト

準
備

と
し

て
，

以
下

の
作

業
を

行
う

。
格

納
容

器
内

水
素

及
び

酸
素

の
排

出
準

備
に

つ
い

て
も

同
様

。
 

 
 

 
・

ベ
ン

ト
実

施
に

必
要

な
隔

離
弁

の
健

全
性

確
認

 
 

 
 

・
他

系
統

と
の

隔
離

確
認

 
・

ベ
ン

ト
弁

 
第

２
弁

開
操

作
（

全
開

）
及

び
第

３
弁

開
確

認
 

・
可

搬
式

窒
素

供
給

装
置

準
備

，
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

水
素

濃
度
（

可
搬

型
）（

F
C
V
S
排

気
ラ

イ
ン

ド
レ

ン
排

出
弁

閉
操

作
 

含
む

）
 

※
５

 
ベ

ン
ト

開
始

の
約

１
時

間
前

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水
位

が
通

常
水

位
＋

約
1
.
2
m
を

目
安

）
と

な
っ

た
場

合
，

プ
ル

ー
ム

通
過

に
備

え
た

作
業

及
び

屋
外

の
緊

急
時

対
策

要
員

の
緊

急
時

対
策

所
へ

の
待

避
を

指
示

す
る

。
た

だ
し

，
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
に

失
敗

し
た

場
合

等
，
速

や
か

に
ベ

ン
ト

を
実

施
す

べ
き

状
況

が
発

生
し

た
場

合
に

は
，
プ

ル
ー

ム
通

過
に

備
え

た
作

業
を

実
施

後
速

や
か

に
ベ

ン
ト

を
開

始
す

る
。

 
※

６
 

使
用

す
る

ベ
ン

ト
ラ

イ
ン

の
優

先
順

位
は

以
下

の
と

お
り

。
 

 
 

 
（

１
）

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

（
W
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

中
央

制
御

室
か

ら
の

遠
隔

操
作

）
 

 
 

 
（

２
）

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

（
W
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

現
場

人
力

操
作

）
 

 
 

 
（

３
）

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

（
D
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

中
央

制
御

室
か

ら
の

遠
隔

操
作

）
 

 
 

 
（

４
）

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

（
D
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

現
場

人
力

操
作

）
 

 
 

 
（

５
）

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
（

W
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

炉
心

損
傷

前
に

限
る

）
【

自
主

対
策

設
備

】
 

 
 

 
（

６
）

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
（

D
/
W
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
）
（

炉
心

損
傷

前
に

限
る

）
【

自
主

対
策

設
備

】
 

※
７

 
格

納
容

器
内

酸
素

濃
度

が
ド

ラ
イ

条
件

で
4
.
4
v
o
l
%
及

び
ウ

ェ
ッ

ト
条

件
で

1
.
5
v
o
l
%
に

到
達

し
た

場
合

，
格

納
容

器
内

水
素

爆
発

 
防

止
の

た
め

の
ガ

ス
排

出
実

施
を

判
断

す
る

。
 

②
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位
が

 
通

常
水

位
＋

約
1
.
3
m
到

達
 

格
納

容
器

除
熱

を
継

続
 

残
留

熱
除

去
系

又
は

 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
 

格
納

容
器

除
熱

可
能

※
１
 

Y
e
s
 

N
o
 

N
o
 

残
留

熱
除

去
系

又
は

 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
 

格
納

容
器

除
熱

不
可

※
１
 

Y
e
s
 

残
留

熱
除

去
系

又
は

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
に

よ
る

 
格

納
容

器
除

熱
実

施
 

N
o
 

N
o
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

Y
e
s
 

格
納

容
器

か
ら

の
漏

え
い

の
監

視
※

８
 

Y
e
s
 

ベ
ン

ト
実

施
判

断
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

ベ
ン

ト
実

施
判

断
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

格
納

容
器

内
 

雰
囲

気
温

度
の

監
視

 

N
o
 

N
o
 

ベ
ン

ト
実

施
判

断
 

ベ
ン

ト
準

備
開

始
※

４
 

N
o
 

炉
心
損
傷
な
し

※
２
 

（
格
納
容
器
内
γ
線
線
量
率

 

各
種
事
故
相
当
の

1
0
倍
以
下

）
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
温
度

 

2
0
0
℃
到
達

※
11
 

ベ
ン

ト
実

施
※

６
 

格
納

容
器

内
 

酸
素

濃
度

上
昇

 

Y
e
s
 

Y
e
s
 

②
 

（
並

行
対

応
）

 

※
８

 
格

納
容

器
圧

力
上

昇
に

伴
う

格
納

容
器

か
ら

の
漏

え
い

を
以

下
の

計
器

に
よ

り
確

認
す

る
。

 
 

 
 

・
原

子
炉

建
物

原
子

炉
棟

４
階

（
燃

料
取

替
階

）
壁

面
及

び
天

井
付

近
 

 
 

 
・

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
（

使
用

可
能

な
場

合
は

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
ポ

ス
ト

）
 

 
 

 
・

原
子

炉
建

物
内

各
種

放
射

線
モ

ニ
タ

 
※

９
 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・
ポ

ス
ト
（

使
用

可
能

な
場

合
は

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
・

ポ
ス

ト
）
及

び
原

子
炉

建
物

内
の

各
種

放
射

線
モ

ニ
タ

の
指

示
値

 
の

急
激

な
上

昇
が

発
生

し
た

場
合

，
格

納
容

器
か

ら
の

異
常

な
漏

え
い

を
判

断
す

る
。

 
※

1
0
 

原
子

炉
建

物
水

素
濃

度
2
.
5
v
o
l
%
到

達
に

よ
り

，
原

子
炉

建
物

内
水

素
爆

発
防

止
の

た
め

の
ベ

ン
ト

実
施

を
判

断
す

る
。

 
※

1
1
 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

温
度

1
9
0
℃

到
達

に
よ

り
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
を

実
施

す
る

が
，

格
納

容
器

内
雰

囲
気

温
度

が
原

子
炉

格
納

容
器

限
 

界
温

度
で

あ
る

2
0
0
℃

に
到

達
し

温
度

上
昇

が
継

続
す

る
場

合
，

原
子

炉
格

納
容

器
過

温
破

損
の

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

影
響

緩
和

の
た

め
ベ

ン
 

ト
を

実
施

す
る

。
 

※
1
2
 

格
納

容
器

圧
力

，
ス

ク
ラ

バ
容

器
圧

力
，

ス
ク

ラ
バ

容
器

水
位

等
を

継
続

し
て

監
視

す
る

。
 

※
1
3
 

残
留

熱
除

去
系

又
は

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
格

納
容

器
除

熱
機

能
が

使
用

可
能

な
状

態
と

な
り

，
長

期
に

わ
た

り
格

納
容

器
の

冷
却

が
可

 
能

で
あ

る
こ

と
，
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
に

よ
り

水
素

ガ
ス

及
び

酸
素

ガ
ス

を
可

燃
限

界
未

満
に

制
御

可
能

で
あ

る
こ

と
，
格

納
容

器
内

の
 

水
素

及
び

酸
素

濃
度

測
定

が
可

能
で

あ
る

こ
と

，
可

搬
式

窒
素

供
給

装
置

を
用

い
た

格
納

容
器

内
へ

の
窒

素
注

入
が

可
能

な
状

態
で

あ
り

格
納

 
容

器
の

負
圧

破
損

防
止

が
可

能
で

あ
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
，

ベ
ン

ト
を

停
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

※
1
4
 

ベ
ン

ト
に

よ
り

格
納

容
器

除
熱

を
維

持
し

つ
つ

，
ベ

ン
ト

停
止

に
必

要
な

機
器

の
復

旧
に

努
め

る
。

 
※

1
5
 

炉
心

損
傷

前
ベ

ン
ト

の
た

め
敷

地
内

の
線

量
率

の
上

昇
は

わ
ず

か
と

推
定

さ
れ

る
が

，
重

大
事

故
等

対
策

に
必

要
な

屋
外

作
業
（

低
圧

原
子

炉
 

代
替

注
水

槽
へ

の
補

給
等

）
を

行
っ

て
い

る
緊

急
時

対
策

要
員

の
被

ば
く

低
減

の
観

点
か

ら
，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー
ル

水
位

が
通

常
水

位
 

＋
約

1
.
3
m
到

達
ま

で
に

屋
内

待
避

す
る

よ
う

，
緊

急
時

対
策

本
部

か
ら

緊
急

時
対

策
要

員
に

指
示

す
る

。
な

お
，

炉
心

損
傷

後
の

待
避

と
異

 
な

り
，
待

避
場

所
は

緊
急

時
対

策
所

で
は

な
く

，
作

業
箇

所
近

傍
の

建
物

内
と

す
る

。
緊

急
時

対
策

要
員

の
屋

内
待

避
期

間
は

，
運

転
員

に
よ

 
る

格
納

容
器

ベ
ン

ト
操

作
後

に
お

け
る

格
納

容
器

圧
力

の
低

下
や

ス
ク

ラ
バ

容
器

圧
力

の
上

昇
と

い
っ

た
パ

ラ
メ

ー
タ

の
変

動
に

よ
り

格
納

 
容

器
ベ

ン
ト

が
開

始
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
し

，
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン
ジ

・
低

レ
ン

ジ
）
指

示
値

の
安

定
を

確
 

認
す

る
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

格
納

容
器

か
ら

の
 

異
常

な
漏

え
い

を
確

認
※

９
 

 

②
 

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
 

制
御

系
運

転
不

可
 

格
納

容
器

内
酸

素
濃

度
 

ド
ラ

イ
4
.
0
v
o
l
%
及

び
 

ウ
ェ

ッ
ト

1
.
5
v
o
l
%
到

達
 

 
②

 
②

 
②

 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度

 

2
.
5
v
o
l
%
到
達

※
10
 

プ
ル

ー
ム

通
過

に
備

え
た

作
業

及
び

 

屋
外

の
緊

急
時

対
策

要
員

の
待

避
※

５
 

 
 

 
・

原
子

炉
注

水
流

量
調

整
 

 
 

 
・

中
央

制
御

室
待

避
室

の
加

圧
 

 
 

 
・

緊
急

時
対

策
所

の
加

圧
 

運
転

員
の

被
ば

く
低

減
作

業
 

 
 

 
・

中
央

制
御

室
換

気
系

 

 
 

 
「

加
圧

運
転

」
へ

切
替

 

①
 

①
 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

開
始

 
失

敗
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位
が

 
通

常
水

位
＋

約
1
.
3
m
到

達
 

 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

停
止

 

要
員

へ
の

 
屋

内
待

避
指

示
※

1
5
 

格
納

容
器

圧
力

3
8
4
k
P
a
[
g
a
g
e
]
到

達
※

３
 

第
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第 3図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー 

 

 

 

第３図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

格納容器型式の相違 
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第 4図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー 第４図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）と東海第二（Mark-

Ⅱ）の最高使用圧力の

相違 
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(2) 格納容器圧力逃がし装置の操作手順の概要

ａ．系統待機状態の確認 

格納容器圧力逃がし装置の待機状態において，第 4表

に示すパラメータにより，系統に異常がないことを確認

する。 

第 4表 確認パラメータ（系統待機状態） 

ｂ．ベント準備操作 

ベント準備操作は，ベント操作が必要になった場合に

速やかに実施できるよう，以下に示す事前準備を行う。 

なお，弁名称及び弁名称に付記する①～⑥の番号は，

第 1図の番号に対応している。 

(a) ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認

中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性

を確認するため，当該弁に電源が供給されていること

を表示灯により確認する。 

①第一弁（サプレッション・チェンバ側）

②第一弁（ドライウェル側）

③第二弁

(b) 他系統との隔離確認

ベント操作前に，中央制御室にて他系統（換気空調

系，原子炉建屋ガス処理系及び耐圧強化ベント系）と

隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確

認する。 

④Ｃ／Ｓ排気系統入口弁

⑤耐圧強化ベント隔離弁

⑥ＦＲＶＳ系統入口弁

2. 格納容器フィルタベント系の操作手順の概要

(1) 系統待機状態の確認

格納容器フィルタベント系の待機状態において，第４表

に示すパラメータにより，系統に異常がないことを確認す

る。 

第４表 確認パラメータ（系統待機状態） 

(2) ベント準備操作

ベント準備操作は，ベント操作が必要になった場合に速

やかに実施できるよう，以下に示す事前準備を行う。 

なお，弁名称及び弁名称に付記する①～⑦の番号は，第

１図の番号に対応している。 

ａ．ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認 

中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性を

確認するため，当該弁に電源が供給されていることを表

示灯により確認する。 

①第１弁（サプレッション・チェンバ側）

②第１弁（ドライウェル側）

③第２弁

④第３弁（開確認のみ）

ｂ．他系統との隔離確認 

ベント操作前に，中央制御室にて他系統（原子炉棟空

調換気系，非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系）と

隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確認

する。 

⑤ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁

⑥ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁

⑦ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁

・設備の相違

【東海第二】 

格納容器フィルタベ

ント系の設計の相違

・設備の相違

【東海第二】 

系統設計による隔離

弁の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

操作対象弁の相違 
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(c) 第一弁の開操作

中央制御室にて開操作を実施する。万一，中央制御室

での開操作ができない場合には，現場にて第一弁の人

力による開操作を実施する。 

また，格納容器圧力逃がし装置の放出経路として，サ

プレッション・チェンバからとドライウェルから放出

する経路の 2通りあるが，サプレッション・プールに

おけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）

が期待できるサプレッション・チェンバからのベント

を優先して使用する。 

ただし，サプレッション・チェンバからのベントが実

施できない場合には，ドライウェルからのベントを実

施する。 

現場操作の着用装備は，全面マスク，タイベック，ア

ノラック，綿手袋，ゴム手袋及び胴長であり，着用時

間は約 12分である。 

(d) 第二弁操作のための要員移動

炉心損傷を判断した場合における格納容器過圧破損防

止を目的としたベントの準備操作に関しては，格納容

器圧力が 620kPa［gage］到達までに確実にベントが実

施できるよう，ベント実施基準到達までに第二弁操作

場所に移動し，待機する。 

現場操作の着用装備は，全面マスク，タイベック，ア

ノラック，綿手袋，ゴム手袋及び胴長であり，着用時

間は約 12分である。 

ｃ．第２弁の開操作 

中央制御室にて開操作を実施する。万一，中央制御室

での開操作ができない場合には，現場にて第２弁の人力

による開操作を実施する。 

また，格納容器フィルタベント系の放出経路として，

サプレッション・チェンバからとドライウェルから放出

する経路の２通りあるが，サプレッション・プールにお

けるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期

待できるサプレッション・チェンバからのベントを優先

して使用する。 

ただし，サプレッション・チェンバからのベントが実

施できない場合には，ドライウェルからのベントを実施

する。 

現場操作の着用装備は，全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服であり，着用時間は約６分

である。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備（第１ベントフィルタ出口

水素濃度（可搬型），可搬式窒素供給装置）準備 

ベント停止操作にあたり，格納容器及び格納容器フィ

ルタベント系統内を掃気し不活性化を行うことを目的

に，可搬式窒素供給装置及び第１ベントフィルタ出口水

素濃度（可搬型）を準備する。また，第１ベントフィル

タ出口水素濃度（可搬型）の準備に合わせ，ベントガス

の排出を防止するため，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出

弁を閉操作する。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器バウンダリの維持

及び現場における炉心

損傷後のベント実施

（準備操作含む）の被

ばく評価結果を考慮

し，第２弁（ベント装

置側）から開操作する 

・着用する防護具の相

違 

・放射線防護具着用時

間の相違 

【東海第二】 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，現場

でのベント弁操作者は

現場待機しない運用 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト停止に用いる可搬型

設備の事前準備及び排

気ラインドレン弁の閉

操作を実施 
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ｃ．ベント準備判断の確認パラメータ 

ベント準備の判断は，ベント実施判断基準の到達まで

に確実にベント準備操作が完了する基準として，炉心損

傷有無に関わらず，サプレッション・プール通常水位＋

5.5m 到達によりベント準備実施の判断をする。 

また，残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容

器除熱を実施している場合，格納容器酸素濃度の上昇速

度からドライ条件で 4.3vol％に到達する時間を予測し，

4.3vol％到達までにベント準備を完了させる。 

ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示

す。 

・サプレッション・プール水位

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

ｄ．ベント準備作業の妥当性 

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項

目及び作業環境を第 5表に示す。ベント弁の開操作につ

いては，中央制御室での遠隔操作の場合と現場での手動

操作（人力による遠隔操作）の場合について記載してい

る。 

ベント準備は，ベント実施判断基準に到達した場合の

速やかなベント実施を可能とするため，事前に第一弁を

開操作すること及び第二弁作業場所へ移動し待機するこ

とを目的としていることから，本操作はベント実施に不

可欠な操作であり，ベント実施基準到達までにベント準

備操作を完了させることとする。  

3. ベント準備判断の確認パラメータ

ベント準備及び可搬型設備着手判断である格納容器圧力

245kPa[gage]及び 640kPa[gage]の確認に必要なパラメータを

以下に示す。また，確認パラメータについては，手順書に定め

明確化する。 

また，残留熱除去系又は残留熱代替除去系による格納容器除

熱を実施している場合，ドライ条件で 4.0vol％及びウェット

条件で 1.5vol％到達後，ベント準備を開始する。 

ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示す。 

・格納容器圧力

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

4. ベント準備作業の妥当性

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項目及び

作業環境を第５表に示す。ベント弁の開操作については，中央

制御室での遠隔操作の場合と現場での手動操作（人力による遠

隔操作）の場合について記載している。 

可搬型設備は，ベント実施後長期で必要となる設備であるた

め，ベント実施までに準備が完了する必要はないが，念のため

準備を実施する。 

なお，可搬型設備の準備にあたっては，炉心損傷防止対策及

び格納容器破損防止対策に用いる設備の準備を優先する。 

また，ベント実施までに準備が完了していない場合でも，操

作場所は原子炉建物及びフィルタ装置の第 1ベントフィルタ格

納槽のコンクリートを隔てた屋外であるため，ベント直後から

プルームの影響を受ける期間以外は，十分作業できる環境にあ

る。 

フィルタ装置（スクラバ容器）のスクラビング水（水・薬

剤）の補給操作については，格納容器ベント実施後 168時間ま

では補給不要の設計のため，ベント後，補給が必要となった場

合に準備作業を開始する。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，炉心

損傷前後でベント準備

の判断基準が異なる 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント準備判断基準

の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型設備の準備もあわせ

て実施 
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第 5表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境 第５表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境 ・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器バウンダリの維持

及び現場における炉心

損傷後のベント実施

（準備操作含む）の被

ばく評価結果を考慮

し，第２弁（ベント装

置側）から開操作する 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト停止に用いる可搬型

設備の事前準備を実施 
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ｅ．ベント準備操作の余裕時間 

ベントを実施する有効性評価シナリオのうち，ベント

準備操作の余裕時間の最も短い「雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却

系を使用できない場合）」における現場での手動操作

（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント準備の

余裕時間についてタイムチャートを第 5図に示す。 

第 5図に示すとおり，ベント準備完了後からベント実

施基準であるサプレッション・プール通常水位＋6.5m 到

達までに十分な時間があることから，確実に準備を完了

することができる。 

第 5図 ベント準備操作のタイムチャート 

5. ベント準備操作の余裕時間

有効性評価で示したシナリオを例に，ベント準備操作の余裕

時間を以下に示す。 

(1) 炉心損傷なしの場合

炉心損傷なしの場合のベントを実施する有効性評価シナ

リオを第６表に示す。

残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場

合には，格納容器圧力が 245kPa[gage]に到達後，準備操作

として，第５図に示す第２弁（②又は③）の開操作，第３

弁（①）の開確認及び可搬型設備の準備を実施するととも

に，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁（⑥）を閉操作す

る。 

第２弁（②又は③），第３弁（①）は，中央制御室にて

操作及び確認を行うことにより，短時間で準備可能であ

る。万一，中央制御室での操作ができない場合には，現場

にて第２弁（②又は③）の現場での手動操作（人力による

遠隔操作）を実施する。 

第６図に中央制御室での操作ができない場合の，現場で

の手動操作（人力による遠隔操作）による作業・操作の所

要時間を示す。ベントの準備時間は，約１時間 20 分であ

る。 

第６表及び第６図に示すとおり，ベント準備完了後から

ベント実施基準であるサプレッション・プール水位が通常

水位＋約 1.3mに到達するまでに十分な時間があることか

ら，可搬型設備の準備を含めて，確実に準備を完了するこ

とができる。 

第６表 炉心損傷なしの場合のベント関連時間 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト準備開始基準が炉心

損傷なし，ありで異な

ることから，場合分け

して記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二は，「(2)

ｉ．有効性評価におけ

るベント実施操作の余

裕時間」に記載 
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(2) 炉心損傷ありの場合

炉心損傷ありの場合のベントを実施する有効性評価シナ

リオを第７表に示す。

残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場

合には，格納容器圧力が 640kPa[gage]に到達後，準備操作

として，第５図に示す第２弁（②又は③）の開操作，第３

弁（①）の開確認及び可搬型設備の準備を実施するととも

に，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁（⑥）を閉操作す

る。 

第２弁（②又は③），第３弁（①）は，中央制御室にて

操作及び確認を行うことにより短時間で準備可能である。

万一，中央制御室での操作ができない場合には，現場にて

第２弁（②又は③）の手動操作（人力による遠隔操作）を

実施する。 

第７図に中央制御室での操作ができない場合の，現場で

の手動操作（人力による遠隔操作）による作業・操作の所

要時間を示す。ベントの準備時間は，約１時間 20 分であ

る。 

第７表及び第７図に示すとおり，ベント準備完了後から

ベント実施基準であるサプレッション・プール水位が通常

水位＋約 1.3mに到達するまでに十分な時間があることか

ら，可搬型設備の準備を含めて，確実に準備を完了するこ

とができる。 

第７表 炉心損傷ありの場合のベント関連時間 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト準備開始基準が炉心

損傷なし，ありで異な

ることから，場合分け

して記載 
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・記載表現の相違 

【東海第二】 

準備操作の対象弁を

記載 
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・記載表現の相違 

【東海第二】 

準備操作の余裕時間

を有効性評価のタイム

チャートをベースに記

載 

第
６
図
 
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
（
残
留
熱
除
去
系
故
障
）
時
の
作
業
・
操
作
の
所
要
時
間

 

 

1.7-362r2



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・記載表現の相違

【東海第二】 

準備操作の余裕時間

を有効性評価のタイム

チャートをベースに記

載 
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ｆ．ベント実施操作判断基準 

(a) 炉心損傷なしの場合

ⅰ) 格納容器圧力 310kPa［gage］到達

格納容器の健全性を確保するため，最高使用圧力

である 310kPa［gage］に到達した時点でベントを実

施する。 

(b) 炉心損傷を判断した場合

ⅰ) サプレッション・プール通常水位＋6.5m 到達

格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから，

大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベ

ント時の外部影響を軽減させるため，限界圧力を下

回る 620kPa［gage］に到達するまでにベントを実

施する。具体的には，中央制御室での遠隔操作に失

敗した場合の現場手動操作時間を考慮し，格納容器

スプレイ停止基準であるサプレッション・プール通

常水位＋6.5mに到達した時点でベントを実施す

る。 

ⅱ) 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol％に

到達した場合 

炉心損傷時には，ジルコニウム－水反応及び水の

放射線分解等により水素・酸素が発生し，可燃限界

に到達すると水素燃焼が発生するおそれがある。こ

れを防止するため，可燃限界到達前に格納容器内の

水素・酸素を排出することを目的として，格納容器

酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol％に到達した場合

にベントを実施する。4.3vol％の基準設定に当たっ

ては，酸素濃度の可燃限界である 5vol％に対し，計

器誤差の±約 0.6vol％及び 0.1vol％の余裕を考慮し

て設定した。 

6. ベント実施操作判断基準

(1) 炉心損傷なしの場合

ａ．サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m到達 

格納容器の健全性を確保するため，サプレッション・

プール水位が通常水位＋約 1.3mに到達した時点でベント

を実施する。 

(2) 炉心損傷を判断した場合

ａ．サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m到達 

格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから，

大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベント

時の外部影響を軽減させるため，限界圧力を下回る

853kPa[gage]に到達するまでにベントを実施する。具体

的には，中央制御室での遠隔操作に失敗した場合の現場

手動操作時間を考慮し，格納容器スプレイ停止基準であ

るサプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3mに到

達した時点でベントを実施する。 

ｂ．格納容器酸素濃度がドライ条件にて4.4vol％及びウェッ

ト条件にて 1.5vol％に到達した場合

炉心損傷時には，ジルコニウム－水反応及び水の放射

線分解等により水素・酸素が発生し，可燃限界に到達す

ると水素燃焼が発生するおそれがある。これを防止する

ため，可燃限界到達前に格納容器内の水素・酸素を排出

することを目的として，格納容器酸素濃度がドライ条件に

て4.4vol％及びウェット条件にて 1.5vol％に到達した場

合にベントを実施する。4.4vol％の基準設定に当たって

は，酸素濃度の可燃限界である 5vol％に対し，計器誤差

の±約 0.5vol％及び 0.1vol％の余裕を考慮して設定し

た。 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

格納容器酸素ベント

基準の相違 
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ｇ．ベント実施操作判断の確認パラメータ 

(a) 炉心損傷なしの場合 

ⅰ) 格納容器圧力 310kPa［gage］到達 

炉心損傷がない場合は，格納容器圧力にてベント

実施操作を判断するため，確認パラメータは以下の

とおり。 

・格納容器圧力 

なお，格納容器圧力の測定ができない場合に

は，格納容器圧力を推定する手段として，格納

容器温度を代替パラメータとする。 

 

(b) 炉心損傷を判断した場合 

ⅰ) サプレッション・プール通常水位＋6.5m 到達 

炉心損傷を判断した場合は，連続の格納容器スプ

レイを実施しながら，サプレッション・プール水位

にてベント実施操作を判断する。したがって，確認

パラメータは以下のとおり。 

・サプレッション・プール水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol％に

到達した場合 

格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断する

ため，確認パラメータは以下のとおり。 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

7. ベント実施操作判断の確認パラメータ 

(1) 炉心損傷なしの場合 

ａ．サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m到達 

炉心損傷がない場合は，サプレッション・プール水位

にてベント実施操作を判断するため，確認パラメータは

以下のとおり。 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

(2) 炉心損傷を判断した場合 

ａ．サプレッション・プール水位が通常水位＋約 1.3m到達 

炉心損傷を判断した場合は，格納容器スプレイを間欠

にて実施しながら，サプレッション・プール水位にてベ

ント実施操作を判断する。したがって，確認パラメータ

は以下のとおり。 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．格納容器酸素濃度がドライ条件にて4.4vol％及びウェッ

ト条件にて 1.5vol％に到達した場合 

格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断するた

め，確認パラメータは以下のとおり。 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

ベント実施基準の相

違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，エア

ロゾル除去が有効な液

滴径確保の観点から

120m3/hで格納容器ス

プレイを実施する必要

があるため，その流量

で連続スプレイを実施

した場合には，外部注

水制限量に到達する時

間が早まり，格納容器

ベントの遅延とならな

いため，間欠スプレイ

を実施する運用 

・運用の相違 

ベント実施基準の相

違 
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ｈ．ベント実施操作の妥当性 

ベントは，第二弁を開弁することで実施する。炉心損

傷していない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項

目及び作業環境を第 6表に示す。ベント弁の開操作につ

いては，中央制御室での操作を基本とするが，万一，中

央制御室での操作ができない場合には，現場（原子炉建

屋付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施

する。 

なお，炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（代替循環冷却系を使用できない場合）」シーケンスに

おいて，ベント準備段階の現場アクセス，現場待機，現

場での手動操作，プルーム通過までの現場待機及び帰還

の一連の作業での実効線量は，約 28mSvである。 

第 6表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境 

8. ベント実施操作の妥当性

ベントは，第１弁を開弁することで実施する。炉心損傷して

いない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環

境を第８表に示す。ベント弁の開操作については，中央制御室

での操作を基本とするが，万一，中央制御室での操作ができな

い場合には，現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作（人力に

よる遠隔操作）を実施する。 

なお，炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧力・温

度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除

去系を使用しない場合）」シーケンスにおいて，ベント準備段

階の現場アクセス，現場待機，現場での手動操作，プルーム通

過までの現場待機及び帰還の一連の作業での実効線量は，約

19mSvである。 

第８表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器バウンダリの維持

及び現場における炉心

損傷後のベント実施

（準備操作含む）の被

ばく評価結果を考慮

し，第２弁（ベント装

置側）から開操作する

ため，ベント実施は，

第１弁を操作 

・被ばく評価結果の相

違 

【東海第二】 
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ｉ．有効性評価におけるベント実施操作の余裕時間 

ベントを実施する有効性評価シナリオのうち，最もベ

ント実施操作の余裕時間が短い「雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却

系を使用できない場合）」における現場での手動操作

（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント実施操

作の余裕時間についてタイムチャートを第 6図に示す。 

第 6図に示すとおり，ベント実施基準到達から格納容

器限界圧力を下回る 620kPa［gage］に到達するまでに十

分な時間があることから，確実にベント実施可能であ

る。 

 

第 6図 ベント実施のタイムチャート 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「5. 

ベント準備操作の余裕

時間」に記載 
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ｊ．ベント成否確認 

ベント操作開始時は，第 7表に示すパラメータにより

ベントが開始されたことを確認する。 

第 7表 確認パラメータ（ベント操作開始時） 

パラメータに変化が見られない場合は，ベント失敗の

可能性があるため，現場操作によるベントを実施する。 

ベント開始直後は，格納容器内で発生する水素，水蒸

気及び窒素等からなるベントガスが系統内に流入する

が，系統内は不活性化されているため，高濃度の水素が

流入しても水素燃焼には至らない。 

9. ベント成否確認

格納容器過圧破損防止の目的から，格納容器圧力の低下によ

る判断を基本とし，以下のパラメータについても参考として判

断する。 

・ 第１ベントフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ） 

・ スクラバ容器圧力

・ スクラバ容器水位

・ 格納容器温度

・ サプレッション・チェンバ水位

パラメータに変化が見られない場合は，ベント失敗の可能性

があるため，現場操作によるベントを実施する。 

ベント開始直後は，格納容器内で発生する水素，水蒸気及び

窒素等からなるベントガスが系統内に流入するが，系統内は不

活性化されているため，高濃度の水素が流入しても水素燃焼に

は至らない。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器ベント成功を格納

容器圧力の低下による

判断を基本とし，その

他関連パラメータにつ

いても，参考として確

認 
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ｋ．ベント継続時 

ベント継続時は，第 8表に示すパラメータによりベン

ト継続状況に異常がないことを確認する。

第 8表 確認パラメータ（ベント継続時） 

ベント継続時には，格納容器内及びフィルタ装置内で

は放射性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生すること

により，水素濃度は低く抑えられるため，可燃限界に至

らない。 

なお，炉心損傷がない場合の格納容器圧力逃がし装置

によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は，ベン

トを継続する運用とする。これは，ベント実施までには

代替格納容器スプレイにより外部注水制限に到達してい

ることが想定され，事象が進むことで発生する可能性の

ある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時

の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇

を抑制する手段がベントのみであるためである。加え

て，次のとおり，ベントを継続した場合でも，一時的に

ベント停止する場合と比較し，被ばくの観点で大きな差

異はないと考えられる。 

・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度

ベントすることとなり，希ガス保持時間を大きく確保す

ることはできないこと 

・このような事態では，原子炉スクラムしてからある

程度の時間が経過していることから，希ガスの減衰時間

は十分に確保されており，ベントを停止しない場合でも

大きな放出量にならないと考えられること 

※ここで言うリロケーションとは，炉心損傷後，溶融

10. ベント継続時

ベント継続時は，第９表に示すパラメータによりベント継続

状況に異常がないことを確認する。 

第９表 確認パラメータ（ベント継続時） 

ベント継続時には，格納容器内及びフィルタ装置内では放射

性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生することにより，水素

濃度は低く抑えられるため，可燃限界に至らない。 

なお，炉心損傷がない場合の格納容器フィルタベント

系によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は，ベ

ントを継続する運用とする。これは，ベント実施までに

は格納容器代替スプレイにより外部注水制限に到達して

いることが想定され，事象が進むことで発生する可能性

のある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時

の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇

を抑制する手段がベントのみであるためである。加え

て，次のとおり，ベントを継続した場合でも，一時的に

ベント停止する場合と比較し，被ばくの観点で大きな差

異はないと考えられる。 

・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度

ベントすることとなり，希ガス保持時間を大きく確

保することはできないこと 

・このような事態では，原子炉スクラムしてからある

程度の時間が経過していることから，希ガスの減衰

時間は十分に確保されており，ベントを停止しない

場合でも大きな放出量にならないと考えられること 

※ ここで言うリロケーションとは，炉心損傷

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，ベ

ント継続時に格納容器

内の水素濃度及び酸素

濃度を監視し，可燃限

界未満であることを確

認する運用 
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炉心が炉心下部プレナムに移行する状態を指す。 

 

後，溶融炉心が炉心下部プレナムに移行する状

態を指す。 
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ｌ．ベント停止操作 

第 9表に示す機能が全て使用可能となったことによ

り，ベント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続

可能であることを判断する。また，第 10表に示すパラメ

ータを確認し，ベント停止操作が可能であることを判断

した場合には，第一弁を閉とすることでベントを停止す

る。  

 

第 9表 ベント停止のために必要な機能及び設備 

 

 

第 10表 確認パラメータ（ベント停止時） 

 

 

ベント停止前から窒素供給装置による格納容器への窒

素供給を行い，ベント停止後も継続し，系統を含めて不

活性化することで，水素濃度は低く抑えられ，可燃限界

には至らない。 

第 7図にベント停止前の窒素供給の概要を示す。 

 

11. ベント停止操作 

第 10表に示す機能が全て使用可能となったことにより，ベ

ント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続可能であるこ

とを判断する。また，第 11表に示すパラメータを確認し，ベ

ント停止操作が可能であることを判断した場合には，第１弁を

閉とすることでベントを停止する。 

 

 

第 10表 ベント停止のために必要な機能及び設備 

 

第 11表 確認パラメータ（ベント停止時） 

 

 

 

ベント停止前から可搬式窒素供給装置による格納容器への窒

素供給を行い，ベント停止後も継続し，系統を含めて不活性化

することで，水素濃度は低く抑えられ，可燃限界には至らな

い。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

トを停止する際，ベン

ト停止後に格納容器内

での水素燃焼を防止す

るために酸素濃度につ

いても監視する。ま

た，フィルタベント系

が不活性化されている

ことを確認するため，

フィルタ装置出口水素

濃度を監視 
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ｍ．ベント停止操作手順 

次にベント停止の流れを示す。 

①ベント停止可能であると判断した場合，窒素供給設備

により格納容器に窒素注入を開始する。

・ベント弁は開状態であるため，注入した窒素はその

まま排出されると考えられるが，ベント弁閉後にお

ける「水の放射性分解によって発生する水素・酸素

濃度の上昇」を抑制するため，早期に注入開始する

ことを目的として最初に実施する。

・ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性

を考慮して，ドライウェル側から窒素供給する。

②第一弁を閉とする。

・第一弁閉後は，第一弁と第二弁の間に水素が滞留す

るおそれがあるため，第一弁の下流から窒素を供給

し滞留している水素をパージする運用としている。

このため，第一弁を閉とすることでベントを停止す

る（第二弁は開状態を維持する）。 

・フィルタ装置への窒素供給を開始する。

③残留熱除去系又は代替循環冷却系を起動する。

・ベント弁を閉止後，サプレッション・プール水温度

が飽和温度以下であることを確認し，残留熱除去系

又は代替循環冷却系を起動する。

・残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容器除

熱を実施することで，格納容器内の気相を蒸気から

窒素へ置換する。

④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したこ

とを確認し，第一弁を開として格納容器の圧力を低下

させる。

⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。

・残留熱除去系による冷却水を供給し，可燃性ガス濃

度制御系の暖気運転を開始する。

12. ベント停止操作手順

次にベント停止の流れを示す。 

①ベント停止可能であると判断した場合，可搬式窒素供給

装置により格納容器に窒素注入を開始する。 

・ベント弁は開状態であるため，注入した窒素はそのま

ま排出されると考えられるが，ベント弁閉後における

「水の放射性分解によって発生する水素・酸素濃度の

上昇」を抑制するため，早期に注入開始することを目

的として最初に実施する。 

・ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性を

考慮して，ドライウェル側から窒素供給する。 

②第１弁を微開とする。

③残留熱除去系又は残留熱代替除去系を起動する。

・ベント弁を微開後，サプレッション・プール水温度が

飽和温度以下であることを確認し，残留熱除去系又は

残留熱代替除去系を起動する。

・残留熱除去系又は残留熱代替除去系による格納容器除

熱を実施することで，格納容器内の気相を蒸気から窒

素へ置換する。 

④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したこと

を確認する。 

⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。

・残留熱除去系による冷却水を供給し，可燃性ガス濃度

制御系の暖気運転を開始する。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器負圧防止の観点か

ら，ベント弁は全閉せ

ず微開運用 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト弁微開運用のため再

度格納容器ベントを実

施しない運用 
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・起動後 3時間以内に暖機運転が完了し，処理が開始

される。 

⑥第一弁を閉とする。 

⑦格納容器への窒素注入を停止する。 

⑧格納容器内水素・酸素濃度計により，格納容器内水

素・酸素濃度を監視する。 

・起動後３時間以内に暖機運転が完了し，処理が開始さ

れる。 

⑥第１弁を閉とする。 

⑦格納容器への窒素注入を停止する。 

⑧格納容器内水素濃度・酸素濃度により，格納容器内の水

素・酸素濃度を監視する。 
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ｎ．ベント停止操作の妥当性 

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作

業項目及び作業環境を第 11 表に示す。ベント弁の閉操作

については，中央制御室での操作を基本とするが，万

一，中央制御室での操作ができない場合には，現場（原

子炉建屋付属棟）にて手動操作を実施する。 

第 11表 ベント停止操作項目及び作業環境 

13. ベント停止操作の妥当性

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目

及び作業環境を第 12表に示す。ベント弁の閉操作について

は，中央制御室での操作を基本とするが，万一，中央制御室で

の操作ができない場合には，現場（原子炉建物付属棟）にて手

動操作を実施する。 

第 12表 ベント停止操作項目及び作業環境 ・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，水素

濃度測定装置が可搬型

設備 

・被ばく評価結果の相

違 

【東海第二】 
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ｏ．ベント停止後の操作 

ベント停止後は，第 12表で示すパラメータにより格納

容器及び格納容器圧力逃がし装置に異常がないことを確

認する。 

 

第 12表 確認パラメータ（ベント停止後） 

 

ベント実施後はフィルタ装置出口ラインの圧力開放板

が開放されていることから，窒素供給による系統パージ

停止後は，フィルタ装置を大気と隔離するため，フィル

タ装置出口弁を「閉」にする。 

なお，フィルタ装置出口弁の閉操作については，フィ

ルタ装置のスクラビング水温度が上昇しないこと及び水

素濃度の上昇により可燃限界濃度に到達しないことによ

り判断する。 

第 8図にベント停止後の窒素供給の概要を示す。 

 

 

 

14. ベント停止後の操作 

ベント停止後は，第 13表で示すパラメータにより格納容器

及び格納容器フィルタベント系に異常がないことを確認する。 

 

 

第 13表 確認パラメータ（ベント停止後） 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベン

ト停止後も水の放射線

分解によって発生する

酸素ガスを監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放射

性物質が再揮発する温

度に至らないことを評

価により確認 
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第 7図 窒素供給概要図（ベント停止前） 

第 8図 窒素供給概要図（ベント停止後） 
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添付資料 1.7.9 

炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方

について 

添付資料 1.7.9 

炉心損傷，原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方につい

て 

島根原子力発電所２号炉では，炉心損傷が生じた場合あるいは

事象が進展し，原子炉圧力容器(以下「ＲＰＶ」という。)破損に

至った場合の緊急時対策本部による対応をアクシデントマネジメ

ントガイド(以下「ＡＭＧ」という。)に，運転員による対応を，

事故時操作要領書(シビアアクシデント)(以下「ＳＯＰ」とい

う。)に定めている。このため，有効性評価における炉心損傷後

の重大事故時の運転員の対応はＳＯＰに従ったものとなってい

る。 

ＳＯＰには，炉心損傷後の状況に応じた対応が可能となるよう

対応フローを定めており，対応の優先順位等についても定めてい

る。このため，想定される状況に対して網羅的に対応可能な手順

になっていると考えるが，ここでは，炉心損傷後の原子炉格納容

器内の状況を場合分けし，それらについてＳＯＰによる対応が可

能であることを確認する。ＳＯＰの対応フローを第１図に示す。

また，原子炉格納容器の構造図を第２図に示す。 

1. 各炉心損傷モードへの対応の網羅性

炉心損傷モードのうち，格納容器先行破損の炉心損傷モード

※１を除くと，ＴＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢ

Ｕ，ＴＢＤ，ＴＢＰ），ＬＯＣＡが抽出される。 

このうち，ＴＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，

ＴＢＤ，ＴＢＰ）は，炉心損傷の時点でＲＰＶが健全であり，

ＲＰＶ内の原子炉冷却材はＳＲＶを通じてサプレッション・チ

ェンバ（以下「Ｓ／Ｃ」という。）に放出されている点で，炉

心損傷の時点でのＲＰＶの健全性及び原子炉格納容器の原子炉

冷却材の状況が同じ炉心損傷モードである。ＴＱＵＶ，ＴＢＰ

は炉心損傷の時点でＲＰＶ内が減圧されていることに対し，Ｔ

ＱＵＸ，長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＤでは炉心損傷の時点でＲＰ

Ｖ内が減圧されていないが，ＳＯＰにおいて，原子炉水位が燃

料棒有効長底部より燃料棒有効長の 20%高い位置でＲＰＶを減

圧する手順としていることから，その後は同じ対応となる。 

一方ＬＯＣＡ（ＬＯＣＡ後の注水失敗による炉心損傷）は，

炉心損傷の時点でＲＰＶバウンダリ機能を喪失しており，ＲＰ

Ｖ内の原子炉冷却材がドライウェル（以下「Ｄ／Ｗ」という）

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は炉心損

傷，原子炉圧力容器破

損後の注水及び除熱の

考え方について記載 
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炉心損傷後における重大事故等対処設備による注水や除熱の

考え方を以下に示す。 

1. 期待する重大事故等対処設備について

非常用炉心冷却系等の注水機能が喪失し炉心損傷に至った場

合，重大事故等対処設備である低圧代替注水系（常設），代替

格納容器スプレイ冷却系（常設），格納容器下部注水系（常

設）及び代替循環冷却系の機能に期待し，炉心損傷の進展防止

に直接放出される炉心損傷モードである。このため，炉心損傷

時点での原子炉格納容器の圧力，温度等のパラメータには他の

炉心損傷モードとの違いが生じるが，各々のパラメータに応じ

た運転操作がＳＯＰに定められており，対応は可能である。 

また，ＬＯＣＡが発生し，Ｄ／Ｗに放出された原子炉冷却材

は原子炉格納容器下部に流入し，原子炉格納容器下部に水位が

形成されると考えられる。 

※１ 格納容器先行破損の炉心損傷モードによって炉心損傷

に至った場合，炉心損傷の時点で原子炉格納容器が破

損していることから，ＳＯＰに想定する対応の可否に

ついての不確かさが大きいと考え，ここでの考察から

除外した。しかしながら，現実的にはＳＯＰ に準

じ，注水及び除熱を試みるものと考えられる。 

炉心損傷後の手順として，ＲＰＶの破損及び原子炉格納容器

下部への溶融炉心落下に備えた原子炉格納容器下部への注水を

定めており，ペデスタル水位が 2.4m（注水量 225m3）に到達し

ていることを確認した後，原子炉格納容器下部への注水を停止

する。先述のとおり，ＬＯＣＡの場合にはあらかじめ水位が形

成されている可能性が考えられるものの，どの炉心損傷モード

を経た場合であってもペデスタル水位計にて水位 2.4mを確認

した後，原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

溶融炉心落下時のペデスタル水位は，原子炉圧力容器外の溶

融燃料－冷却材相互作用（以下「炉外ＦＣＩ」という。）及び

溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」とい

う。）への対応を考慮し，2.4m 相当としている。しかしなが

ら，仮にペデスタル水位が 2.4mより高い場合であっても，炉

外ＦＣＩやＭＣＣＩによる原子炉格納容器の機能維持に問題な

いことを確認※２している。 

以上より，いずれの炉心損傷モードを経た場合についてもＳ

ＯＰによって炉心損傷後の対応をとることが可能である。 

・記載方針の相違

【東海第二】 
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及び格納容器破損防止を図る手順としている。これらの系統の

主な特徴を第 1表に示す。 

第 1表 注水及び除熱手段の特徴（重大事故等対処設備） 

常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統は，補機系を持たな

い独立した系統であり事故後早期に使用可能であるが，代替淡

水貯槽を水源としており格納容器内へ外部から水を持ち込むた

め，継続して使用するとサプレッション・プール水位が上昇

し，格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱（以下「格納

容器ベント」という。）の実施時期を早めることとなる※。 

一方，代替循環冷却系は補機系の起動を要するため，常設低

圧代替注水系ポンプを用いた系統に比べて起動に時間を要する

が，サプレッション・チェンバを水源としており外部からの水

の持ち込みは生じない。 

上記の特徴を踏まえ，事象発生初期の原子炉への注水は常設

低圧代替注水系ポンプを用いた系統を使用することとし，その

後，外部からの水の持ち込みを抑制し，サプレッション・プー

ル水位の上昇抑制による格納容器ベントの遅延を図り，可能な

限り外部への影響を軽減するため，代替循環冷却系が使用可能

となった段階で代替循環冷却系に切り替える手順とする。ただ

し，代替循環冷却系の運転時において，格納容器圧力・温度の

上昇により追加の格納容器の冷却が必要な場合には，一時的に

常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統を使用する手順とす

る。 

※：格納容器圧力逃がし装置におけるサプレッション・チェ

ンバ側のベント配管の水没を防止する観点から，サプ

レッション・プール水位が通常水位＋6.5m に到達した

時点で，外部水源による水の持ち込みを制限した上

で，格納容器ベントを実施する手順としている。 
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2. 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損前後の注水及び除熱の考え

方 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプを用いた系統

ａ．炉心損傷後の対応について 

炉心損傷を判断した後は，補機系が不要であり短時間

で注水が可能な低圧代替注水系（常設）により原子炉へ

注水する手順としている。また，原子炉注水ができない

場合においても，注水手段の確保に努めることとしてい

る。したがって，炉心損傷前後ともに原子炉注水を実施

する対応方針に違いはないが，事象進展の違いによって

以下の異なる手順となる。 

①ＬＯＣＡ時に炉心が損傷した場合は，ヒートアップ

した炉心へ原子炉注水を実施することにより，炉内

で発生する過熱蒸気がドライウェルに直接放出され

ドライウェル圧力及び雰囲気温度が急上昇する。そ

こで，格納容器の健全性を確保するために，ＬＯＣ

Ａの判断（ドライウェル圧力 13.7kPa［gage］以

上）及び炉心損傷の判断（ドライウェル又はサプレ

ッション・チェンバ内のガンマ線線量率が，設計基

準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上）により，

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作と代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器

冷却操作（ドライウェルスプレイ）を同時に実施す

る。この場合，原子炉注水により過熱蒸気が発生す

ることから，先行して代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を実施し，その後，低圧代替注水系（常

設）による原子炉注水操作を実施することで，ドラ

イウェルスプレイを実施している状態で原子炉へ注

水する手順とする。 

②ＬＯＣＡ時に炉心が損傷して原子炉注水が実施でき

ない場合は，いずれは溶融炉心の炉心下部プレナム

への移行に伴う原子炉圧力容器下部プレナム水との

2. 注水及び除熱の考え方

炉心損傷後の注水及び除熱の考え方については，ＲＰＶの破

損の有無で大別している。 

まず，ＲＰＶの破損に至る前の段階においては，ＲＰＶ内の

炉心の状況によらずＲＰＶへの注水を優先する手順としてい

る。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，RPV

の破損に至る前の段階

においては，RPV内の

炉心の状況によらず原

子炉注水を優先する手

順としている。東海第

二では，炉心損傷後の

対応について，事象進

展の違いにより対応が

異なることから，その

対応手順について記載

している 
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接触による発生蒸気がドライウェルに放出され，ド

ライウェル圧力及び雰囲気温度が急上昇することを

踏まえて，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる格納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を

実施する手順とする。ただし，実際の操作として

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格

納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を実施後

に低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作を

実施することから，炉心損傷の判断後にドライウェ

ルスプレイをする手順は①と同様である。

ｂ．原子炉圧力容器破損前の対応について 

③通常運転時からペデスタル（ドライウェル部）水位

を約 1m に維持する構造としているが，炉心損傷判断

後は，原子炉圧力容器破損時の溶融炉心の冷却を考

慮し，ペデスタル（ドライウェル部）水位を確実に

約 1m 確保するために格納容器下部注水系（常設）に

よるペデスタル（ドライウェル部）水位の確保操作

を実施する手順とする。 

ｃ．原子炉圧力容器破損後短期の対応について 

④原子炉圧力容器破損を検知した後は，溶融炉心とペ

デスタル（ドライウェル部）に存在する水との相互

作用により，ドライウェル圧力及び雰囲気温度が急

上昇するため，原子炉圧力容器破損を判断した場合

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格

納容器冷却操作（ドライウェルスプレイ）を実施す

る手順とする。 

⑤ドライウェルスプレイを開始した後は，ペデスタル

（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却維持

のため，格納容器下部注水系（常設）によるペデス

タル（ドライウェル部）注水操作を実施する手順と

する。 

その後，ＲＰＶを破損させることなく原子炉水位を安定させ

ることに成功した場合はＲＰＶへの注水及び必要に応じて原子

炉格納容器からの除熱を並行して実施する手順としている。た

だし，ＲＰＶ下鏡温度が 300 ℃に到達し，ＲＰＶ下部プレナ

ムへの溶融炉心の落下が想定される場合はＲＰＶへの注水と並

行して原子炉格納容器下部への注水(水位 2.4m（注水量

225m3))を実施する手順としている。 

次に，ＲＰＶが破損した後は，原子炉格納容器下部に崩壊熱

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，事故

時に原子炉圧力容器破

損の徴候によりペデス

タルに水張りをする運

用としている。東海第

二では，通常運転時か

らペデスタル（ドライ

ウェル部）に約１mの

水プールを形成してい

る 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損判断に

て格納容器スプレイに

よる格納容器冷却を実

施する手順としていな
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ｄ．本系統の停止及び一時的な運転について 

⑥本系統は外部水源を用いた手段であり，本系統の運

に余裕をみた量の注水を実施する手順としている。ＳＯＰ及び

ＡＭＧに定めるＲＰＶ破損の判定方法に基づきＲＰＶの破損を

判定した後は，原子炉格納容器下部に直接崩壊熱に余裕をみた

量の注水を実施することとしており，その注水量はペデスタル

水位及び原子炉格納容器外の流量計にて確認する手順としてい

る。なお，本流量計の先にある原子炉格納容器下部以外への分

岐配管については，逆止弁または常時閉の手動弁があり，他系

統へ流入することなく，確実に原子炉格納容器下部への注水量

を確認できる設備構成となっている。また，原子炉格納容器か

らの除熱が必要な場合は原子炉格納容器下部への注水と原子炉

格納容器からの除熱とを並行して実施する手順としている。 

※２ 島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評

価について「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷

却材相互作用 添付資料 3.3.3 原子炉格納容器下部

への水張り実施の適切性」参照。ペデスタル水位が

高い方が物理現象発生時の原子炉格納容器への負荷

が高くなると考えられる炉外 FCIについて，溶融炉

心が原子炉格納容器下部に落下する前に，原子炉格

納容器下部に約 3.8m（制御棒駆動機構搬出入口下端

位置）の水位が形成されているものとした。これ以

上の水位を形成させるためには，ドライウェル床面

全面を満たしながら上昇させる必要があることか

ら，仮に原子炉格納容器下部注水を入れすぎたとし

ても制御棒駆動機構搬出入口下端位置以上の水位と

なることは考えにくい。また，ここでは現実的な溶

融炉心の落下様態を想定した条件を適用して評価し

た場合，原子炉格納容器下部の内側鋼板の最大応力

は 14MPaであり，原子炉格納容器下部の内側鋼板の

降伏応力（490MPa）を十分に下回っており，格納容

器破損に至る恐れはないことを確認している。原子

炉格納容器下部の水位上昇の要因がＬＯＣＡに起因

する原子炉冷却材であった場合，サブクール度は低

くなり炉外 FCI発生可能性そのものを小さくすると

ともに，発生した場合でも発生する最大応力は小さ

くなるものと考える。 

・運用の相違

【東海第二】 
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転継続によりサプレッション・プール水位が上昇す

る。そこで，格納容器ベントを遅延させる観点か

ら，本系統による原子炉注水操作や格納容器冷却操

作（ドライウェルスプレイ）を停止し，代替循環冷

却系による格納容器除熱操作を実施する。 

⑦ただし，代替循環冷却系による格納容器除熱操作を

実施する状態において格納容器圧力及び雰囲気温度

が上昇する場合には，代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を一時的に実施する手順とする。 

(2) 代替循環冷却系

⑧代替循環冷却系は残留熱除去系海水系又は緊急用海

水系等の補機系の起動後に期待できる系統であり，

運転開始までに一定の時間を要するが，内部水源で

あるため本系統の運転継続によりサプレッション・

プール水位は上昇しない。したがって，起動が可能

となった時点で本系統を運転開始する手順とし，サ

プレッション・プール水位の上昇を抑制しつつ，原

子炉注水操作や格納容器冷却操作（ドライウェルス

プレイ）を実施することで，損傷炉心の冷却や格納

容器の冷却及び除熱を実施することとする。 

3. 各事象の対応の流れについて

炉心損傷に至る事象としては，起因事象がＬＯＣＡの場合と

過渡事象の場合で事象進展が異なることが考えられる。また，

初期に原子炉注水に成功する場合と成功しない場合において

も，事象進展が異なることが考えられる。以上の事象進展の違

いを踏まえ，事故対応の流れを第 1図に示す。 

しかしながら，ＲＰＶが破損した後は，ＲＰＶ内の溶融炉心

の状態，ＲＰＶ破損口の状態，原子炉格納容器下部への溶融炉

心の落下量，格納容器圧力及び温度等，原子炉格納容器内の状

態の不確かさが大きく，また，注水又は除熱を実施可能な設備

が限定され，注水又は除熱に使用できる流量が不足する場合を

想定すると，重大事故時に確実なアクシデントマネジメントを

実施できるよう，注水及び除熱の優先順位を明確化しておく必

要がある。このため，ＳＯＰ及びＡＭＧではＲＰＶ破損判定後

の運転操作の優先順位を次の様に定めている。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ＲＰ

Ｖが破損した後の注水
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優先順位１：Ｄ／Ｗスプレイ 

・開始条件：格納容器圧力 640kPa（1.5Pd）以上又は格納容

器温度 190℃以上 

・停止条件：格納容器圧力 588kPa以下又は格納容器温度

171℃以下 

・流量：120m3／h

優先順位２：原子炉格納容器下部注水 

・流量：崩壊熱に余裕をみた量（スクラム後～５時間：60m3

／h，５～10時間：55m3／h，10～20時間：35m3／h，20時

間～40時間：30m3／h，40時間～80時間：20m3／h，80時

間～120時間：15m3／h，120時間以降：12m3／h）で注水 

優先順位３：ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水 

・流量：15m3／h（Ｓ／Ｃ水源でＥＣＣＳを運転できる場合

は全量注水） 

これらは可能な限り並行して実施すべきものであるが，中で

も格納容器スプレイを優先する理由は，格納容器スプレイを開

始する状況は格納容器過圧又は過温破損の防止及び早期の格納

容器ベントを抑制するための運転操作が必要な状況であり，こ

れに即応する必要があるためである。Ｄ／ＷスプレイとＳ／Ｃ

スプレイでは，より広い空間にスプレイすること等により，原

子炉格納容器の圧力及び温度の抑制効果が高いと考えられるＤ

／Ｗスプレイを実施することとしている。また，Ｄ／Ｗにスプ

レイを実施することで原子炉格納容器下部へ冷却材が流入する

ため，原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却にも期待できる。 

原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却については，ＲＰＶ破

損前の注水により原子炉格納容器下部には約 70m3(スクラム後

５～10時間後の崩壊熱に換算すると約２時間分)の冷却材が確

保されていること及びＤ／Ｗスプレイした冷却材がＤ／Ｗ床面

から原子炉格納容器下部へ流入することにも期待できることを

考慮し，Ｄ／Ｗスプレイに次ぐ優先順位としている。 

ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水には，ＲＰＶ内に残存する溶

融炉心の冷却及びＲＰＶ破損口から原子炉冷却材が流出するこ

とによる原子炉格納容器下部に堆積している溶融炉心の冷却に

も期待できると考えられるが，ＲＰＶ破損口からの原子炉冷却

材の流出の状況を確実に把握することは困難なことから，原子

炉格納容器下部注水に必要な流量を確保した後の優先順位とし

ている。 
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しかしながら，ＲＰＶが破損した後の注水及び除熱の優先順

位については，今後の検討結果により，前述の優先順位は変わ

りうるものと考えている。 

Ｄ／Ｗスプレイまたは注水により，Ｓ／Ｃ水位が通常水位＋

約 1.3mに到達する時点でスプレイを停止し，格納容器ベント

を実施する。ベント開始後は，崩壊熱に余裕をみた量の注水を

継続し，原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却を継続する。 

以上のとおり，原子炉格納容器内の状態の不確かさを考慮し

ても，ＳＯＰによって確実なアクシデントマネジメントを実施

することが可能である。 
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4. 長期安定停止に向けた対応について

長期安定停止に向けて格納容器圧力及び温度を低下させるこ

とを目的として，残留熱除去系，代替循環冷却系による格納容

器除熱を実施し，格納容器の健全性を維持する。 

また，炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で水素

及び酸素が発生するため，水素燃焼を防止する観点から，格納

容器圧力逃がし装置による格納容器除熱操作（以下「格納容器

ベント」という。）を実施する。 

(1) 事故後長期にわたる格納容器の健全性について

有効性評価における格納容器温度・圧力の判断基準（評

価項目）は 200℃，2Pd と設定しており，200℃，2Pd の状態

が継続することを考慮した評価が必要な部位はシール部で

ある。このため，シール部については，200℃，2Pd の状態

が 7 日間（168 時間）継続した場合でもシール機能に影響が

ないことを確認することで，限界温度・圧力における格納

容器閉じ込め機能の健全性を示している。 

ここでは，200℃，2Pd を適用可能な 7 日間（168 時間）

以降においても，有効性評価で得られている厳しい条件を

考慮し，格納容器の閉じ込め機能を示す。 

また，上記に加えて，7 日間（168 時間）以降の累積放射

線照射量についても，格納容器の閉じ込め機能に影響がな

いことを確認する。 

(2) 7日間（168時間）以降の圧力，温度の条件

7 日間（168 時間）以降において，格納容器圧力が最も高

くなるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）」において代替循環冷却系を使用する

場合のシーケンス及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」で想定されるシーケンスである。これらのシー

3. 長期安定停止に向けた対応について

長期安定停止に向けて格納容器圧力及び温度を低下させるこ

とを目的として，残留熱除去系及び残留熱代替除去系による格

納容器除熱を実施し，格納容器の健全性を維持する。 

また，炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で水素

ガス及び酸素ガスが発生するため，水素燃焼を防止する観点か

ら，格納容器フィルタベント系による格納容器除熱操作（以下

「格納容器ベント」という。）を実施する。 

(1) 事故後長期にわたる格納容器の健全性について

有効性評価における原子炉格納容器限界温度・圧力は

200℃，２Pdと設定しており，200℃，２Pdについて時間経過

を考慮した評価が必要な部位はシール部と考えている。このた

め，シール部については 200℃，２Pdの状態が７日間（168時

間）継続した場合でもシール機能に影響ないことを確認するこ

とで限界温度・圧力における原子炉格納容器閉じ込め機能の健

全性を示している。 

ここでは，200℃，２Pdを適用可能な７日間（168 時間）以

降においても，有効性評価で得られている厳しい条件を考慮

し，格納容器の閉じ込め機能を示す。 

また，上記に加えて，７日間（168時間）以降の累積放射線

照射量についても，原子炉格納容器の閉じ込め機能に影響がな

いことを確認する。 

第１表 事故発生後の経過時間と原子炉格納容器圧力・温度の 

関係 

７日間（168時間）以降において，格納容器圧力が最も高く

なるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」において残留熱代替除去系を使用する場合の

シーケンス及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」

で想定されるシーケンスである。これらのシーケンスは，残留
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ケンスは，格納容器内酸素濃度が 4.0vol％（ドライ条件）

に到達した時点で，格納容器内酸素濃度上昇による格納容

器ベントを遅延するため，310kPa[gage]までサプレッショ

ン・チェンバへの窒素注入を行う手順としており，第 1 表

で示すとおり，7 日間（168 時間）以降の格納容器圧力は最

大で 310kPa[gage]となる。代表的に，「雰囲気圧力・温度

による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において代

替循環冷却系を使用する場合のシーケンスにおける格納容

器圧力の推移を第 1図に示す。 

第 1図 格納容器圧力 

（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・ 

過温破損）」において代替循環冷却系を使用する場合） 

7 日間（168 時間）以降の格納容器雰囲気温度が最も高く

なるのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」において代替循環冷却系を使用できな

い場合のシーケンスである。このシーケンスの格納容器雰

囲気温度の推移を第 2 図に示すが，7 日間（168 時間）時点

で 150℃未満であり，その後の格納容器雰囲気温度は崩壊熱

の減衰によって低下傾向となるため，第 1 表で示すとおり 7

日間（168 時間）以降は 150℃を下回る。また，格納容器バ

ウンダリにかかる温度（壁面温度※）についても，事象発

生後 3.9 時間後に生じる最高値は 157℃であるが，7 日間以

降は 150℃を下回る。 

※：評価に用いているＭＡＡＰコードは，FP 沈着に伴う

発熱を考慮したものとなっている。格納容器内の FP

挙動については，原子力安全基盤機構（JNES）の

熱代替除去系による格納容器除熱を開始した時点で，格納容器

内酸素濃度上昇による格納容器ベントを遅延するため，

427kPa[gage]までサプレッション・チェンバへの窒素注入を行

う手順としており，第１表で示すとおり，７日間（168時間）

以降の格納容器圧力は最大で 427kPa[gage]となる。代表的

に，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」において残留熱代替除去系を使用する場合のシーケン

スにおける格納容器圧力の推移を第３図に示す。

第３図 原子炉格納容器圧力の推移（「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代替除去

系を使用する場合） 

７日間（168時間）以降の格納容器雰囲気温度が最も高くな

るのは，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」において残留熱代替除去系を使用できない場合の

シーケンスである。このシーケンスの格納容器雰囲気温度の推

移を第４図に示すが，７日間（168時間）時点で 150℃未満で

あり，その後の格納容器雰囲気温度は崩壊熱の減衰によって低

下傾向となるため，７日間（168時間）以降は 150℃を下回

る。また，格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度※）に

ついても，事象発生後約 10時間後に生じる最高値は約 181℃

であるが，７日間以降は 150℃を下回る。 

※：評価に用いているＭＡＡＰコードは，ＦＰ沈着に伴う

発熱を考慮したものとなっている。格納容器内のＦＰ

挙動については，原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の
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「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及

び FP 挙動解析」において，FP のほとんどが原子炉キ

ャビティ内の床や壁表面にとどまり，格納容器全体

に飛散することがないことが確認されており，健全

性が維持されたシール部等の貫通部への局所的な FP

沈着は発生しにくく，ＭＡＡＰコードによる壁面温

度の結果は妥当と考える。 

第 2図 格納容器雰囲気温度 

（「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・ 

過温破損）」において代替循環冷却系を使用できない場合） 

第 1表 事故発生後の経過時間と 

格納容器圧力・温度，累積放射線照射量の関係 

「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及び

ＦＰ挙動解析」において，ＦＰのほとんどが原子炉キ

ャビティ内の床や壁表面にとどまり，格納容器全体に

飛散することがないことが確認されており，健全性が

維持されたシール部等の貫通部への局所的なＦＰ沈着

は発生しにくく，ＭＡＡＰコードによる壁面温度の結

果は妥当と考える。 

第４図 原子炉格納容器温度の推移（「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代替除去

系を使用しない場合） 

・解析結果の相違

【東海第二】 
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(3) 7 日間（168 時間）以降の格納容器圧力と閉じ込め機能の

関係について 

時間経過により，格納容器の健全性に影響を及ぼす部位

はシール部のシール材である。シール部の機能維持は，第 3

図の模式図に示すとおり，格納容器内圧力の上昇に伴うフ

ランジ部の過渡的な開口挙動に対し，シール材料の復元量

が十分に確保されていることをもって確認している。つま

り，格納容器温度によるシール材の熱劣化を考慮しても，

圧縮永久ひずみ試験結果によりシール材の復元量が十分で

あれば，シール部の機能は健全である。長期のケースとし

て，有効性評価シナリオにおいて 168 時間時の格納容器圧

力が高い代替循環冷却系運転ケースを評価しても，格納容

器圧力は約 0.31MPa であり開口量は小さい（第 2 表参

照）。なお，復元量の具体的な評価は，格納容器温度に関

係することから 3.2で示す。 

第 3図 シール部の機能維持確認の模式図 

第 2表 格納容器圧力と開口量の関係 

ａ．長期（168時間以降）の原子炉格納容器圧力と閉じ込め

機能の関係について 

時間経過により健全性に影響を及ぼす部位はシール材

である。シール部の機能維持は，第５図の模式図に示す

通り，原子炉格納容器圧力の上昇に伴うフランジ部の過

渡的な開口挙動に対し，シール材料の復元量が十分に確

保されていることをもって確認している。つまり，原子

炉格納容器温度によるシール材の熱劣化を考慮しても，

圧縮永久ひずみ試験結果によりシール材の復元量が十分

であれば，シール部の機能は健全である。長期のケース

として，有効性評価シナリオにおいて 168h時の原子炉格

納容器圧力が高い残留熱代替除去系運転ケースを評価し

ても，原子炉格納容器圧力は約 0.3MPaであり開口量は小

さい（第２表参照）。 

第５図 シール部の機能維持確認の模式図 

第２表 原子炉格納容器圧力と開口量の関係 

・解析結果の相違
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(4) 7 日間（168 時間）以降の格納容器温度と閉じ込め機能の

関係について 

格納容器温度の上昇に伴う，時間経過によるシール材の

長期的（格納容器温度が 150℃を下回る状況）な影響を調査

する。ここでは，トップヘッドフランジや機器搬入用ハッ

チ等に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，

168 時間以降の温度・時間とシール材料の劣化挙動を確認す

るため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結果を

第 3表に示す。 

第 3表 改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データの経時変化 

第 3 表に示すように，168 時間以降，150℃の環境下におい

ては，改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データにはほとんど

変化はなく，経時劣化の兆候は見られない。したがって，重大

事故後 168 時間以降における格納容器の温度を 150℃と設定し

た場合でも，シール部の機能は十分維持される。なお，ＥＰＤ

Ｍ材は一般特性としての耐温度性は 150℃であり，第 3 表の結

果は改良ＥＰＤＭ製シール材が 200℃条件を 7 日間経験して

も，一般特性としての耐熱温度まで低下すれば，それ以降は有

意な劣化傾向は見られないことを示していると考える。また，

第 3 表の結果から圧縮永久ひずみ   時の改良ＥＰＤＭ製シ

ール材復元量とフランジ開口量のイメージを第 4 図に示してお

り，第 2 表で示す 168 時間以降の格納容器圧力に対しても十分

追従可能な復元量を維持していることも確認できる。 

ｂ．長期（168時間以降）の原子炉格納容器温度と閉じ込め

機能の関係について 

原子炉格納容器温度の上昇に伴う，時間経過によるシ

ール材の長期的（150℃を下回る状況）な影響を調査す

る。ここでは，ドライウェル主フランジや機器搬入口等

に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168

時間以降の温度・時間とシール材料の劣化挙動を確認す

るため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結果

を第３表に示す。 

第３表 改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データの経時変化 

第３表に示すように，168時間以降，150℃の環境下に

おいては，改良ＥＰＤＭ製の基礎特性データには殆ど変

化はなく，経時劣化の兆候は見られない。したがって，

SA後 168時間以降における原子炉格納容器の温度を

150℃と設定した場合でも，シール部の機能は十分維持さ

れる。なお，ＥＰＤＭは一般特性としての耐温度性は

150℃であり，第３表の結果は改良ＥＰＤＭ製シール材が

200℃条件を７日間経験しても，一般特性としての耐熱温

度まで低下すれば，それ以降は有意な劣化傾向は見られ

ないことを示していると考えている。また，第３表の結

果から圧縮永久ひずみ率は  時の改良ＥＰＤＭ製シー

ル材復元量とフランジ開口量のイメージを第６図に示し

ており，第２表で示す 168時間以降の原子炉格納容器圧
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第 4図 圧縮永久ひずみ  時のシール材復元量と 

フランジ開口量

力に対しても十分追従可能な復元量を維持していること

も確認できる。 

第６図 圧縮永久ひずみ 時のシール材復元量とフランジ開

口量 
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(5) 7 日間（168 時間）以降の格納容器の閉じ込め機能につい

て 

(2)で示したように有効性評価結果からも，7 日間（168

時間）以降は格納容器温度が改良ＥＰＤＭ製シール材の一

般特性としての耐熱温度である 150℃を下回ることが判って

いる。また，格納容器圧力についてもベント操作の有無に

関わらず圧力は低下しており，開口量は 2Pd 時と比較して

も小さいことが確認できている。なお，代替循環冷却系を

使用するシーケンスの場合，中長期的には，水の放射線分

解によって生じる水素と酸素が格納容器圧力の上昇に寄与

するが，酸素濃度がドライ条件で 4.3vol％に到達した場合

にはベントを実施することとしていることから，格納容器

圧力は 1Pdから数十 kPaまでの上昇にとどまる。 

よって，格納容器温度・圧力が評価項目（200℃・2Pd）

にて 7 日間経験してもシール材が問題ないことを確認する

ことで，長期の格納容器閉じ込め機能を確保できる。 

7 日間（168 時間）以降の格納容器の閉じ込め機能につい

ては，格納容器圧力・温度は低下していること，及び代替

循環冷却系を使用するシーケンスにおける中長期的な水の

放射線分解に伴う水素と酸素の発生の寄与も大きくないこ

とから，最初の 7 日間（168 時間）に対して 200℃・2Pd を

超えないよう管理することで，長期的な格納容器閉じ込め

機能は維持される。ただし，事故環境が継続することによ

り，熱劣化等の閉じ込め機能低下要因が存在することも踏

まえ，長期的なプラントマネジメントの目安として，7 日間

（168 時間）以降の領域においては，格納容器温度について

は第 5 図に示すとおり 150℃を超えない範囲で，また，格納

容器圧力については第 6 図に示すとおり 1Pd 程度（1Pd＋数

十 kPa※）以下でプラント状態を運用する。 

※：酸素濃度をドライ換算で 4.3vol％以下とする運用の

範囲 

＜時間を踏まえた限界温度・圧力の考え方＞ 

有効性評価結果からも，7日間（168時間）以降は原子炉格納

容器温度がＥＰＤＭの一般特性としての耐熱温度である 150℃を

下回ることが判っている。また，原子炉格納容器圧力についても

１Pd到達時に窒素注入を停止した以降，圧力は低下しており，

開口量は限界圧力時と比較しても小さいことが確認できている。

なお，残留熱代替除去系を使用するシーケンスの場合，中長期的

には，水の放射線分解によって生じる水素と酸素が格納容器圧力

の上昇に寄与するが，酸素濃度がドライ条件で 4.4vol％に到達

した場合にはベントを実施することとしていることから，格納容

器圧力は１Pdから数十 kPaまでの上昇にとどまる。 

よって，当社としては，限界温度・圧力（200℃・２Pd）が 7

日間経験してもシール材が問題ないことを確認することで，長期

の原子炉格納容器閉じ込め機能を確保できると考えている。 

＜168時間以降の考え方＞ 

前述の結果を踏まえ，168時間以降については，原子炉格納容

器温度・圧力は低下していること，及び残留熱代替除去系を使用

するシーケンスにおける中長期的な水の放射線分解に伴う水素と

酸素の発生寄与も大きくないことから，最初の 168時間に対して

限界温度・圧力を超えないよう管理することで，長期的な格納容

器閉じ込め機能は維持されると考えている。ただし，事故環境が

継続することにより，熱劣化等の閉じ込め機能低下要因が存在す

ることも踏まえ，長期的なプラントマネジメントの目安として，

168時間以降の領域においては原子炉格納容器温度が 150℃を超

えない範囲で，また，原子炉格納容器圧力については１Pd程度

（１Pd＋数十 kPa※）以下でプラント状態を運用する。 

※酸素濃度をドライ換算で 4.4vol％以下とする運用の範囲

・解析結果の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，７日

間以降においても１Pd

到達までは原子炉格納

容器圧力が低下してい

ない 

・運用の相違

【東海第二】 

・運用の相違

【東海第二】 
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第 5図 格納容器温度の 168時間以降の考え方 

第 6図 格納容器圧力の 168時間以降の考え方 

第７図 原子炉格納容器圧力の 168時間以降の考え方 

第８図 原子炉格納容器温度の 168時間以降の考え方 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は第 6図に

記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は第７図に

記載 
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(6) 7 日間（168 時間）以降の放射線照射量と閉じ込め機能の

関係について 

時間経過によるシール材の長期的な影響を調査する。こ

こでは，トップヘッドフランジや機器搬入用ハッチ等に使

用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168 時間以

降の累積放射線照射量・時間とシール材料の劣化挙動を確

認するため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結

果を第 4 表に示す。累積放射線照射量による影響は，試験

結果より，有意な変化がないことから，7 日間以降のシール

機能は，維持できる。 

第 4表 改良ＥＰＤＭ製シール材の累積放射線照射量とひずみ率

の関係 

＜7日間（168時間）以降の放射線照射量と閉じ込め機能の関

係について＞ 

時間経過によるシール材の長期的な影響を調査する。ここで

は，ドライウェル主フランジや機器搬入口等に使用されている改

良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，168時間以降の累積放射線照射

量・時間とシール材料の劣化挙動を確認するため，シール材の基

礎特性試験を実施した。試験結果を第４表に示す。累積放射線照

射量による影響は，試験結果より，有意な変化がないことから，

7日間以降のシール機能は，維持できる。 

第４表 改良ＥＰＤＭ製シール材の累積放射線照射量とひずみ

率の関係 
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(7) 格納容器内の酸素濃度上昇抑制のための対応

炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で酸素が

発生するため，水素燃焼を防止する観点から,酸素濃度

4.3vol％（ドライ条件）到達で格納容器ベントを実施する

ことで，可燃性ガスを排出する手順としている。一方で，

環境への影響を考慮すると，格納容器ベントを可能な限り

遅延する必要があるため，格納容器ベントの実施基準であ

る酸素濃度 4.3vol％の到達時間を遅らせる目的から，可搬

型窒素供給装置による格納容器内への窒素注入操作（以下

「窒素注入」という。）を実施することとしている。ここ

では，有効性評価の事象進展を参照し，窒素注入及び格納

容器ベントに係る判断基準の妥当性について示す。 

ａ．窒素注入の判断基準と作業時間について 

窒素注入に係る判断基準は以下のとおり設定してい

る。 

(a)窒素供給装置の起動準備操作の開始基準：酸素濃度

3.5vol％ 

(b)窒素注入の開始基準 ：酸素濃度

4.0vol％ 

「3.4 水素燃焼」において，水の放射線分解における水

素及び酸素のＧ値を設計基準事故対処設備である可燃性

ガス濃度制御系の性能を評価する際に用いている値によ

り感度解析を実施しており，水素及び酸素濃度の上昇が

早い感度解析においても，第 5 表のとおり，可搬型窒素

供給装置の起動準備時間が約 6 時間（約 360 分）確保で

きるため，起動準備時間の 180 分に対して十分余裕があ

ることが確認できる。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，酸素

濃度基準ではなく，残

留熱除去系等による原

子炉格納容器内の除熱

を開始した場合に，窒

素ガス供給を行う 
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第 5表 設計基準事故のＧ値を用いた場合の評価結果 

 

ｂ．窒素注入及び格納容器ベントの実施基準について 

窒素注入及び格納容器ベントに係る実施基準，実施基

準の設定根拠を第 6 表に示す。操作時間や水素濃度及び

酸素濃度監視設備の計装誤差（約 0.6vol％）を考慮して

も，可燃限界領域（酸素濃度 5.0vol％以上）に到達する

ことなく，窒素注入及び格納容器ベントが実施可能であ

る。 

 

第 6表 窒素注入及び格納容器ベントの実施基準について 
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添付資料 1.7.10－1 ・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備及び運用の相違

による判断基準の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・運用の相違

【東海第二】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のドレン

移送設備は，常時満水

状態であるため，窒素

ガスパージは不要 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，水位

調整（水抜き）及びｐ

Ｈ調整について，自主

対策として整備 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載 

添
付
資
料
1.
7.
10
 

解
釈
一
覧

 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（
1／

2）
 

添
付
資
料

1.
7.
4-
1 

解
釈
一
覧
 

判
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基
準
の
解
釈
一
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解
釈
一
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判
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基
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の
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・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，スク

ラビング水移送を行う

が，事故収束後に行う

手順のため，記載しな

い 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（

2／
2）
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添付資料 1.7.10－2 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備及び運用の相違

による判断基準の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・運用の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・プール水

ｐＨ制御について，操

作手順の解釈一覧（２

／２）に記載 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
1／

2）
 操
作
手
順
の
解
釈
一
覧

(１
／
２
) 

添
付
資
料

1.
7.
4-
2 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
1/
2）
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備及び運用の相違

による判断基準の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

①の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，スク

ラビング水移送を行う

が，事故収束後に行う

手順のため，記載しな

い 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，格納容

器内 pH制御について，

操作手順の解釈一覧

（１／２）に記載 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（

2／
2）

 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧

(２
／
２
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
2/
2）
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 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載 

操
作
の
成
立
性
の
解
釈
一
覧
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添付資料 1.7.10－3 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る操作対象の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，格納

容器フィルタベント系

について，弁番号及び

弁名称一覧表（２／

３）に記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替循

環冷却使用時における

冷却水確保について，

技術的能力 1.5にて整

理 

弁
番
号
及
び
弁
名

称
一
覧
（
1／

2
）
 

 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
表
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／
３

) 

添
付
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7.
4-
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各
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1/
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る操作対象の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑩の相違

・運用及び設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，（排

気管）ドレン弁は全開

運用であり，また，水

素バイパスラインに止

め弁を設置していない

ため，操作不要 
弁
番
号
及
び
弁
名
称

一
覧
（
2／

2）
 

各
号
炉
の
弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
表
（
2/
3）

 

弁
番
号
及
び
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る操作対象の相違 

 

 

各
号
炉
の
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番
号
及
び
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名
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添付資料 1.7.11 

手順のリンク先について 

 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等につい

て，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去

系海水系による冷却水確保手順 

＜リンク先＞ 1.5.2.2(1)ａ．緊急用海水系による冷却水

確保 

1.5.2.2(1)ｂ．代替残留熱除去系海水系に

よる冷却水確保 

1.5.2.3(1) 残留熱除去系海水系による冷

却水確保 

・残留熱除去系による減圧及び除熱手順 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リンク先＞1.6.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系電源復旧 

後の原子炉格納容器内 

へのスプレイ 

 

1.6.2.2(2)ａ．(b) 残留熱除去系電源復旧 

後のサプレッション・ 

プールの除熱 

 

・可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃

度制御手順 

＜リンク先＞ 1.9.2.1(2)ｃ．可燃性ガス濃度制御系によ

る原子炉格納容器内の水素

添付資料 1.7.11 

手順のリンク先について 

 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等につい

て，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1. 1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱代替除去系への原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水確保手順 

＜リンク先＞ 1.5.2.1(1)ａ．(b) 残留熱代替除去系使

用時における原子炉

補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保 

 

 

・残留熱除去系又は格納容器代替スプレイ系（常設／可搬

型）による減圧及び除熱手順 

＜リンク先＞ 1.6.2.2(1)ａ．(a) 格納容器代替スプレ

イ系（常設）によ

る原子炉格納容器

内へのスプレイ 

1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）

による原子炉格納

容器内へのスプレ

イ（淡水/海水） 

1.6.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系電源

復旧後の原子炉格

納容器内へのスプ

レイ 

1.6.2.2(2)ａ．(b) 残留熱除去系電源

復旧後のサプレッ

ション・プール水

の除熱 

・可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素 

濃度制御手順 

＜リンク先＞ 1.9.2.1(2)ｃ．可燃性ガス濃度制御系による

原子炉格納容器内の水素濃

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の原子炉補機代替冷

却系を整備。東海第二

は，常設の緊急用海水

系を整備 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉格納容器の破損防止

に使用する格納容器代

替スプレイ系について

もリンク先を記載 
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濃度制御 

・原子炉建屋内の水素濃度監視手順

＜リンク先＞ 1.10.2.2(2) 原子炉建屋内の水素濃度監視 

・西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並

びに水源から接続口への可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順

＜リンク先＞ 1.13.2.1(5)ａ．西側淡水貯水設備を水源と

した可搬型代替注水中型ポ

ンプによる送水（淡水／海

水） 

1.13.2.1(6)ａ．代替淡水貯槽を水源とした

可搬型代替注水大型ポンプ

による送水（淡水／海水） 

1.13.2.1(7)ａ．淡水タンクを水源とした可

搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水 

1.13.2.2(1)ａ．可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる代替淡水貯槽へ

の補給（淡水／海水） 

1.13.2.2(2)ａ．可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備へ

の補給（淡水／海水） 

・常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源

装置，可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代

替低圧電源車，常設代替直流電源設備として使用する緊

急用 125V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備として使

用する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器による代

替循環冷却系ポンプ，移送ポンプ，電動弁及び監視計器

度制御 

・原子炉建物内の水素濃度監視手順

＜リンク先＞ 1.10.2.2(1) 原子炉建物内の水素濃度監

視 

・輪谷貯水槽（西）への水の補給手順並びに水源から接続

口までの大量送水車による送水手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.1(6)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）を

水源とした大量送水車

による送水 

1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は

輪谷貯水槽（東２）か

ら輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西

２）への補給

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽

（西２）への補給 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電

機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機

車による残留熱代替除去ポンプ，ドレン移送ポンプ，電

動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電

機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水槽から

可搬型設備を用いた注

水手順はない 

・設備の相違

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 
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への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使

用する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備

及び可搬型代替直流電源設備として使用する可搬型代替

低圧電源車，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注

水大型ポンプ及び可搬型窒素供給装置として使用する窒

素供給装置用電源車への燃料給油手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

 

 

 

 

 

1.14.2.3(1)ａ．常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備に

よる代替所内電気設備への

給電 

 

 

1.14.2.3(2)ａ．常設代替直流電源設備によ

る代替所内電気設備への給

電 

1.14.2.3(2)ｂ．可搬型代替直流電源設備に

よる代替所内電気設備への

給電 

1.14.2.6(1)ａ．可搬型設備用軽油タンクか

ら各機器への給油 

 

車，大量送水車及び可搬式窒素供給装置への燃料補給手

順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によ

るＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ

／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は

高圧発電機車によるＳ

Ａロードセンタ及びＳ

Ａコントロールセンタ

受電 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タ

ンク又はディーゼル燃料貯

蔵タンクからタンクローリ

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，フィ

ルタベント系の窒素パ

ージを継続するため，

燃料補給が必要 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置の電源

は，車載されている発

電機により供給するた

め，可搬式窒素供給装

置に給油。東海第二は

窒素供給装置用電源車

に給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料
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1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代

替高圧電源装置への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 

への補給 

1.14.2.5(2)タンクローリから各機器等へ

の給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 
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添付資料 1.7.12 

フォールトツリー解析の実施の考え方について 

 

重大事故等対処のための手段及び設備の抽出にあたっては，設

計基準事故対処設備の故障を想定し，その機能を代替するため

に，各設備が有する機能，相互関係を明確にした上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する手

法（以下「機能喪失原因対策分析」という。）を用いている。 

以下に機能喪失原因対策分析の実施の考え方を整理する。 

 

1．機能喪失原因対策分析が必須な条文 

技術的能力審査基準に要求される「設計基準事故対処設備が

有する○○機能が喪失した場合」に対処するための手順等を整

備する条文を第 1 表「機能喪失原因対策分析が必須な条文」に

示す。 

機能喪失原因対策分析は，設計基準事故対処設備が有する機

能に属する設備を網羅的に抽出することができ，その弱点の把

握が明確となる。これを用いて，フロントライン系（設計基準

事故対処設備）及びサポート系（動力源，冷却源）の故障を想

定し，各々について事故対処に有効な機能を有する代替手段を

抽出した。 

 

2．機能喪失原因対策分析が必須でない条文 

技術的能力審査基準に要求される「ある目的（○○するた

め，○○が必要な場合）」に対処するための手順等を整備する

条文を第 2 表「機能喪失原因対策分析が必須でない条文」に示

す。 

これらの条文は，重大事故等時の個別の目的に対応する手段

を抽出する。この目的を達成するため，事故対処に有効な手段

を全て整備することとしており，重大事故等対処設備はもとよ

り設計基準事故対処設備を含む既設設備（以下「既設設備」と

いう。）による手段を含む。 

条文要求で整備する対策を抽出する際の考え方として，条文

要求を満足させるために既設設備が重大事故等時に使用可能で

あれば，重大事故等対処設備として整備する。また，既設設備

に重大事故等対処設備としての機能が不足しているものは，そ

の機能を付加することができれば重大事故等対処設備として整

添付資料1.7.12 

フォルトツリー解析の実施の考え方について 

 

重大事故等対処のための手段及び設備の抽出にあたっては，設

計基準事故対処設備の故障を想定し，その機能を代替するため

に，各設備が有する機能，相互関係を明確にした上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する手

法（以下「機能喪失原因対策分析」という。）を用いている。 

以下に機能喪失原因対策分析の実施の考え方を整理する。 

 

1．機能喪失原因対策分析が必須な条文 

技術的能力審査基準に要求される「設計基準事故対処設備が

有する○○機能が喪失した場合」に対処するための手順等を整

備する条文を第１表「機能喪失原因対策分析が必須な条文」に

示す。 

機能喪失原因対策分析は，設計基準事故対処設備が有する機

能に属する設備を網羅的に抽出することができ，その弱点の把

握が明確となる。これを用いて，フロントライン系（設計基準

事故対処設備）及びサポート系（動力源，冷却源）の故障を想

定し，各々について事故対処に有効な機能を有する代替手段を

抽出した。 

 

2．機能喪失原因対策分析が必須でない条文 

技術的能力審査基準に要求される「ある目的（○○するた

め，○○が必要な場合）」に対処するための手順等を整備する

条文を第２表「機能喪失原因対策分析が必須でない条文」に示

す。 

これらの条文は，重大事故等時の個別の目的に対応する手段

を抽出する。この目的を達成するため，事故対処に有効な手段

を全て整備することとしており，重大事故等対処設備はもとよ

り設計基準事故対処設備を含む既設設備（以下「既設設備」と

いう。）による手段を含む。 

条文要求で整備する対策を抽出する際の考え方として，条文

要求を満足させるために既設設備が重大事故等時に使用可能で

あれば，重大事故等対処設備として整備する。また，既設設備

に重大事故等対処設備としての機能が不足しているものは，そ

の機能を付加することができれば重大事故等対処設備（設計基

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，フォ

ルトツリー解析の考え

方について記載 
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備する。条文要求を満足する既設設備がないものについては，

新規に設計し重大事故等対処設備として整備する。これにより

条文要求に対応できる設備を網羅することができる（第 1

図）。 

条文要求で整備する重大事故等対処設備とは別に，自主的な

対策（自主対策設備）を抽出する場合の考え方として，重大事

故等対処設備に要求される機能を満足しないが，同じ目的で使

用することができる手段・設備があれば，それを整備すること

としている。 

なお，重大事故等対処設備に要求される機能を満足しない主

な理由としては，耐震性がないこと，容量が小さいこと，準備

に時間を要することなどが挙げられる。設備選定の考え方，そ

の結果を第 3 表「機能喪失原因対策分析を用いていない条文に

対する設備抽出の考え方とその結果」に示す。 

第 2 表内の「自主的に実施した機能喪失原因対策分析」欄に

「○」で示した条文は，設計基準事故対処設備が使用できない

場合を想定し，機能喪失原因対策分析を実施することで抜けな

く重大事故対策を抽出するために自主的に実施したものであ

る。また，機能喪失原因対策分析を実施していない条文は，故

障を想定する設計基準事故対処設備に該当する設備がないもの

であり，前述の考え方を基に目的に応じた対応手段を抜けなく

整備する。 

 

準拡張）として整備する。条文要求を満足する既設設備がない

ものについては，新規に設計し重大事故等対処設備として整備

する。これにより条文要求に対応できる設備を網羅することが

できる（第１図）。 

条文要求で整備する重大事故等対処設備とは別に，自主的な

対策（自主対策設備）を抽出する場合の考え方として，重大事

故等対処設備に要求される機能を満足しないが，同じ目的で使

用することができる手段・設備があれば，それを整備すること

としている。 

なお，重大事故等対処設備に要求される機能を満足しない主

な理由としては，耐震性がないこと，容量が小さいこと，準備

に時間を要することなどが挙げられる。設備選定の考え方，そ

の結果を第３表「機能喪失原因対策分析を用いていない条文に

対する設備抽出の考え方とその結果」に示す。 

第２表内の「自主的に実施した機能喪失原因対策分析」欄に

「○」で示した条文は，設計基準事故対処設備が使用できない

場合を想定し，機能喪失原因対策分析を実施することで抜けな

く重大事故対策を抽出するために自主的に実施したものであ

る。また，機能喪失原因対策分析を実施していない条文は，故

障を想定する設計基準事故対処設備に該当する設備がないもの

であり，前述の考え方を基に目的に応じた対応手段を抜けなく

整備する。 
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第 1表 機能喪失原因対策分析が必須な条文 

第 1図 機能喪失原因対策分析が必須でない条文における 

要求事項の設備選定の考え方 

第 1表 機能喪失原因対策分析が必須な条文 

第 1図 機能喪失原因対策分析が必須でない条文における 

要求事項の設備選定の考え方 
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第 2表 機能喪失原因対策分析が必須でない条文 

 

第 2表 機能喪失原因対策分析が必須でない条文 
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第 3 表 機能喪失原因対策分析を用いていない条文に対する

設備抽出の考え方とその結果 

(1) 1.7 原子炉格納容器の過圧破損防止 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するためには，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下する設備を選定する必要

があるため，新たに整備した設備，及び原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させるための設計事故対処設備が機

能喪失する 1.6 における機能喪失原因対策分析の結果抽出

された原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下することが

可能な以下の設備を選定する。 

 

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下する設備 

 

 

第 3表 機能喪失原因対策分析を用いていない条文に対する設備

抽出の考え方とその結果 

(1) 1.7 原子炉格納容器の過圧破損防止 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するためには，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下する設備を選定する必要

があるため，新たに整備した設備，及び原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させるための設計基準事故対処設備

が機能喪失する 1.6における機能喪失原因対策分析の結果

抽出された原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下するこ

とが可能な以下の設備を選定する。 

 

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下する設備 
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(2) 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却 

ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉

心を冷却するためには，ペデスタル（ドライウェル部）へ

注水できる設備を選定する必要があるため，新たに整備し

た設備及び既存設備を選定する。 

また，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面

への落下を遅延・防止するためには，原子炉圧力容器へ注

水できる設備を選定する必要があるため，1.2 及び 1.4 で機

能喪失原因対策分析の結果抽出された原子炉圧力容器へ注

水できる以下の設備を選定する。 

 

①ペデスタル（ドライウェル部）へ注水できる設備 

 

 

(2) 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却 

原子炉格納容器下部の床面に落下した溶融炉心を冷却す

るためには，原子炉格納容器下部へ注水できる設備を選定

する必要があるため，新たに整備した設備及び既存設備を

選定する。 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部の床面への落下を

遅延・防止するためには，原子炉圧力容器へ注水できる設

備を選定する必要があるため，1.2及び1.4で機能喪失原因

対策分析の結果抽出された原子炉圧力容器へ注水できる以

下の設備を選定する。 

 

①原子炉格納容器下部へ注水できる設備 
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②原子炉圧力容器へ注水できる設備 

 

 

 

②原子炉圧力容器へ注水できる設備 
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(3) 1.9 水素爆発による原子炉格納容器破損防止 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

は，水素濃度を低減できる設備及び水素濃度を監視できる

設備を選定する必要があるため，新たに整備した設備を選

定する。 

 

(3) 1.9 水素爆発による原子炉格納容器破損防止 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

は，水素濃度を低減できる設備及び水素濃度を監視できる

設備を選定する必要があるため，新たに整備した設備を選

定する。 
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(4) 1.10 水素爆発による原子炉建屋等損傷防止

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

は，水素を制御する設備又は水素を排出できる設備，及び

水素濃度を監視できる設備を選定する必要があるため，新

たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

(4) 1.10 水素爆発による原子炉建屋等損傷防止

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

は，水素を制御する設備又は水素を排出できる設備，及び

水素濃度を監視できる設備を選定する必要があるため，新

たに整備した設備及び既存設備を選定する。 
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(5) 1.12 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するためには，大

気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散

抑制を行う必要があるため，新たに整備した設備を選定す

る。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災が発生した場合は，消火を行う必要があるため，

新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

 

 

(5) 1.12 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するためには，大

気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散

抑制を行う必要があるため，新たに整備した設備を選定す

る。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災が発生した場合は，消火を行う必要があるため，

新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 
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(6) 1.16 中央制御室の居住性

重大事故が発生した場合においても運転員等が中央制御

室にとどまるために必要な設備を選定する必要があるた

め，新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

(6) 1.16 中央制御室の居住性

重大事故が発生した場合においても運転員等が中央制御

室にとどまるために必要な設備を選定する必要があるた

め，新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 
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(7) 1.17 監視測定 

重大事故等が発生した場合でも，発電所及びその

周辺において，発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録する必要があるため，新

たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

また，発電所において風向，風速その他の気象条

件を測定し，及びその結果を記録する必要があるた

め，新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

 

(7) 1.17 監視測定 

重大事故等が発生した場合でも，発電所及びその周辺に

おいて，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度並びに放射線量の監視及び測定，並びにその結果を記録

する必要があるため，新たに整備した設備及び既存設備を

選定する。 

また，発電所において風向，風速その他の気象条件の測

定及びその結果を記録する必要があるため，新たに整備し

た設備及び既存設備を選定する。 
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(8) 1.19 通信連絡 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う必要がある

ため，新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 

 

 

 

 

(8) 1.19 通信連絡 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う必要がある

ため，新たに整備した設備及び既存設備を選定する。 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，五十一条の重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系（常設）を新規で設置したことから，復水輸送系を自主対策設備として整備

② 島根２号炉の高圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備の負荷として考慮していないことから，重大事故等時の対応手段として期待しない

③ 島根２号炉は，炉心損傷後も制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施

④
島根２号炉は，東海第二の代替循環冷却系と同様な設備である，残留熱代替除去系を五十条の重大事故等対処設備，四十八条の自主対策設備として位置付けており，技術的能力
1.7及び1.5にて手順を整備

⑤

島根２号炉は，損傷炉心の冷却が未達成の場合に原子炉格納容器下部への初期水張りを行うこととし，原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉
圧力容器の破損を判断した場合は，原子炉格納容器下部への注水操作を実施する。東海第二は通常運転時から原子炉格納容器下部に水を確保しており，炉心損傷を判断した場合は
原子炉格納容器下部への水位確保操作，原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合は原子炉格納容器下部への注水
操作を行うこととしていることから，運用が異なる

⑥

柏崎6/7は，復水補給水系からの原子炉格納容器下部への注水ラインを重大事故等対処設備としているが，島根２号炉は新設の低圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉格納容器下
部に注水する。（東海第二も同様）なお，東海第二は常設低圧代替注水系から直接原子炉格納容器下部に注水する配管を使用するが，島根２号炉は，格納容器代替スプレイ系と同
じ注水経路で格納容器内にスプレイを実施することで，原子炉格納容器下部外に滞留した水が，制御棒駆動機構搬出入口から原子炉格納容器下部に流入することにより原子炉格納
容器下部に水張りを行う

⑦ 柏崎6/7は，自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置

⑧ 島根２号炉の燃料補給設備は，設置許可基準規則第五十七条にて記載する整理

⑨ 消火ポンプ駆動方式による相違（柏崎6/7及び東海第二はディーゼル駆動，島根２号炉は電動駆動）

⑩ 重大事故等対処設備として選定する設備の相違（個別の機器に対しての相違理由は本項(a)　参照）

⑪ 島根２号炉は，中央制御室の運転員にて対応

⑫ 島根２号炉は，島根１号炉と中央制御室を共用しているため，当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑬ 島根２号炉は，操作者の1名を記載。柏崎6/7号炉は，操作者及び確認者の２名を記載

⑭ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑮ 島根２号炉は，可搬型設備の起動，注水開始の連絡について，当直長と緊急時対策要員が直接行う

⑯ 島根２号炉の原子炉隔離時冷却系は非常用炉心冷却系に含めない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手段及び設備

(a) 格納容器下部注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

b. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めの対応手段及び設備

(a) 原子炉圧力容器への注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

c. 手順等

1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手順 

(1) 格納容器下部注水

a. 格納容器下部注水系（常設） による原子炉格納容器下

部への注水 

c. 消火系による原子炉格納容器下部への注水

b. 格納容器下部注水系（可搬型） による原子炉格納容器

下部への注水（ 淡水/海水） 

1.8.2.2  溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止の 

ための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融

炉心の冷却のための対応手段及び設備 

(a) ペデスタル（ドライウェル部）への注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への

落下遅延・防止のための対応手段及び設備 

(a) 原子炉圧力容器への注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．手順等 

1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融

炉心の冷却のための対応手順 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）への注水

ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水

ｄ．補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への 

注水 

ｃ．消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ド

ライウェル部）への注水（淡水／海水）

1.8.2.2 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への

落下遅延・防止のための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手段及び設備 

(a) 原子炉格納容器下部注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めの対応手段及び設備 

(a) 原子炉圧力容器への注水

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．手順等 

1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のため

の対応手順 

(1) 原子炉格納容器下部注水

ａ．ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

ｂ．復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

ｃ．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水（淡水／海水） 

ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水（淡水／海水） 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止の

ための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，五十

一条の重大事故等対処

設備として，ペデスタ

ル代替注水系（常設）

を新規で設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備

（以下，①の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

1.8-2r2
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d. 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水

e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

g. 高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水

f. 制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水

a. 低圧代替注水系（常設） による原子炉圧力容器への

注水 

c. 消火系による原子炉圧力容器への注水

b. 低圧代替注水系（可搬型） による原子炉圧力容器への

注水（淡水/海水） 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

添付資料1.8.1 審査基準， 基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.8.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

ｆ．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ｇ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水 

注入 

ａ．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への 

注水 

ｅ．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

ｄ．消火系による原子炉圧力容器への注水 

ｂ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水（淡水／海水） 

ｃ．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

添付資料1.8.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.8.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.8.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

ａ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

ｃ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

ｄ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水 

ｅ．復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注水 

ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水） 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

添付資料1.8.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.8.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.8.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない（以下，②

の相違） 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，炉心

損傷後も制御棒駆動水

圧系による原子炉圧力

容器への注水を実施

（以下，③の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残

留熱代替除去系を五十

条の重大事故等対処設

備，四十八条の自主対

策設備として位置付け

ており，技術的能力 1.7 

及び 1.5にて手順を整

備（以下，④の相違） 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 
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添付資料1.8.3 重大事故対策の成立性 

1. 格納容器下部注水系（常設） による原子炉

格納容器下部への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 格納容器下部注水系（可搬型） による原子

炉格納容器下部への注水（淡水/海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

3．補給水系によるペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水 

(1) 系統構成 

 

2．消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水 

(1) 系統構成 

 

 

 

 

 

1．格納容器下部注水系（可搬型）によるペ

デスタル（ドライウェル部）への注水

（淡水／海水） 

(1) 格納容器下部注水系（可搬型）と

して使用する可搬型代替注水中型

ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

6．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成 

 

 

 

 

添付資料1.8.4 重大事故対策の成立性 

1.ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉

格納容器下部への注水 

 

 

 

 

2.復水輸送系による原子炉格納容器下部への注

水 

 

 

3.消火系による原子炉格納容器下部への注水 

 

 

 

 

4.格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水（淡水／海水） 

 

5.ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

6.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入 

7.低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水 

 

8.復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 島根２号炉は，自主

対策設備仕様について

記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のＳＡ電源

切替盤による電源切替

え操作は，現場にて実

施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

操作の成立性について

も記載 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央

操作の成立性について

も記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央
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3. 格納容器下部注水系（常設若しくは可搬

型） 又は消火系による原子炉格納容器下部

への注水（受電操作） 

 

 

4. 格納容器下部注水と低圧代替注水の組み合 

  わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．消火系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 系統構成 

 

 

 

4．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水（淡水／海水） 

(1) 低圧代替注水系（可搬型）として

使用する可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプ

による送水（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.5 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び

除熱の考え方について 

 

 

 

 

添付資料1.8.6 常設低圧代替注水系ポンプの機能確保の妥当性

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

10.低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.5 炉心損傷，原子炉圧力容器破損後の注水及び除

熱の考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作の成立性について

も記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

操作の成立性について

も記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，電源

確保手順を 1.14にて整

理 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

  島根２号炉は，炉心損

傷及び原子炉圧力容器破

損後の注水及び除熱の考

え方について記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，流量

バランスの管理性を考

慮し，同時注水は実施

しないことから，同様

の添付資料は作成不要

と整理 
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添付資料1.8.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

3.各号炉の弁番号及び弁名称一覧 

添付資料1.8.7 ペデスタル（ドライウェル部）内の水位管理 

方法について 

 

 

 

添付資料1.8.8 原子炉圧力容器の破損判断について 

 

 

 

 

添付資料1.8.9 原子炉起動前及び通常運転時におけるペデスタ

ル（ドライウェル部）内の水位について 

 

 

 

添付資料1.8.10 格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタ

ル（ドライウェル部）注水時の概要図について 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.11 解釈一覧 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.12 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.8.6 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

3.弁番号及び弁名称一覧 

 

 

 

添付資料1.8.7 手順のリンク先について 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 東海第二固有の設備

に係るマネジメント等

の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

東海第二固有の設備

に係るマネジメント等

の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ペデ

スタル代替注水系（可

搬型）の各水源から接

続口までの概要図を第

1.8-11 図に集約して記

載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧の見出し項目を記

載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，手順

のリンク先について記

載 
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融

し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶

融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶

融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを

防止するために行われるものである。 

 

 

（ １ ） 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ ） 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉

格納容器下部注水設備により、原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

 

（ ２ ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は

防止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等を

整備すること。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コンク

リート相互作用（ 以下「MCCI」という。）を抑制すること及び

溶融炉心の原子炉格納容器バウンダリへの接触を防止することに

より原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納

容器の下部に落下した炉心を冷却する対処設備を整備している。 

 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止

するため，原子炉圧力容器へ注水する対処設備を整備している。 

 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明 

する。 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融

し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却

するために必要な手順等」とは、以下に掲げる装置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶

融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制すること

及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触する

ことを防止するために行われるものである。 

 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉

格納容器下部注水設備により、原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止

するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等を整備する

こと。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コンク

リート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」という。）による原子炉格納

容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部（以

下「ペデスタル（ドライウェル部）」という。）に落下した炉心

を冷却する対処設備を整備する。 

 

また，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落

下を遅延又は防止するため，原子炉圧力容器へ注水する対処設備

を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明 

する。 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、

原子炉格納容器下部に落下した炉心を冷却するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１「溶融し、原子炉格納容器下部に落下した炉心を冷却するた

めに必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。な

お、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融

炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制すること及

び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触するこ

とを防止するために行われるものである。 

 

 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格

納容器下部注水設備により、原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な手順等を整備すること。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防

止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等を整備

すること。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コンク

リート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」という。）を抑制すること及

び溶融炉心の原子炉格納容器バウンダリへの接触を防止すること

により原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格

納容器下部に落下した炉心を冷却する対処設備を整備する。 

 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止

するため，原子炉圧力容器へ注水する対処設備を整備する。 

 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明す

る。 
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1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，MCCIによる

原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却する必要がある。 

 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又

は防止するため，原子炉圧力容器へ注水する必要がある。 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却及び溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するた

めの対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

 

なお，対応手段の選定は電源の有無に依存しないことか

ら，交流電源を確保するための対応手段を含めることとす

る。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段と自主対策設備※ 1 を選定する。 

※ 1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（ 以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基

準規則第五十一条及び技術基準規則第六十六条（ 以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩに

よる原子炉格納容器の破損を防止するため，ペデスタル

（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冷却する

必要がある。 

また，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面

への落下を遅延又は防止するため，原子炉圧力容器へ注水

する必要がある。 

ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉

心の冷却及び溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の

床面への落下を遅延又は防止するための対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

 

なお，対応手段の選定は電源の有無に依存しないことか

ら，交流電源を確保するための対応手段を含めることとす

る。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基

準規則第五十一条及び技術基準規則第六十六条（以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩによ

る原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却する必要がある。 

 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は

防止するため，原子炉圧力容器へ注水する必要がある。 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却及び溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

 

なお，対応手段の選定は電源の有無に依存しないことか

ら，交流電源を確保するための対応手段を含めることとす

る。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※１自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たす

ことやすべてのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント状

況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規

則第五十一条及び技術基準規則第六十六条（以下「基準規

則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されている

ことを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設

備を選定する。ただし，全交流動力電源が喪失した場合は代

替交流電源設備により給電する。 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段

と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第 1 .8.1表に整理す

る。 

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手段及び設備 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器の破損に至る可能

性がある場合，あらかじめ原子炉格納容器下部に注水し

ておくことで，原子炉圧力容器が破損に至った場合にお

いても，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

性を向上させ，MCCIの抑制及び溶融炉心の原子炉格納容

器バウンダリへの接触防止を図る。 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は原子炉格納容器下部に

注水を継続することで，原子炉格納容器下部に落下した

溶融炉心を冠水冷却し，MCCIの抑制及び溶融炉心の原子

炉格納容器バウンダリへの接触防止を図る。 

さらに，原子炉格納容器下部への注水に併せてコリウム

シールドを設置することで，原子炉格納容器下部へ落下し

た溶融炉心がドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライ

ウェル低電導度廃液サンプへ流入することを防止し，サン

プ底面のコンクリートの浸食を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と

設備を選定する。ただし，全交流動力電源が喪失した場合

は代替交流電源設備により給電する。 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手

段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対

策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策

設備と整備する手順についての関係を第1.8－1表に整理す

る。 

ａ．ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融

炉心の冷却のための対応手段及び設備 

ペデスタル（ドライウェル部）には，通常運転時から

水を確保※２するとともに炉心が損傷した場合に，ペデス

タル（ドライウェル部）の水位が確実に確保されている

ことを確認するため，ペデスタル（ドライウェル部）に

注水することで，原子炉圧力容器が破損に至った場合に

おいても，ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下

する溶融炉心の冷却を向上させ，ＭＣＣＩの抑制を図

る。 

また，原子炉圧力容器破損後はペデスタル（ドライウ

ェル部）に注水することで，ペデスタル（ドライウェル

部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却し，ＭＣＣＩ

の抑制を図る。 

さらに，ペデスタル（ドライウェル部）への注水に併

せてコリウムシールドの設置，格納容器ドレンサンプの

形状変更及びペデスタル（ドライウェル部）の床面を平

坦化することで，ペデスタル（ドライウェル部）の床面

に落下した溶融炉心とコンクリートの相互作用による浸

食及びコンクリートへの熱影響を抑制する。また，コリ

ウムシールド内は格納容器床ドレンサンプとして用いる

ために，ペデスタル（ドライウェル部）内に設ける排水

の流入口をスワンネック構造とする。 

なお，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」に伴う水蒸気爆発の発生を仮定した場合の影響を小

さく抑えるとともに，ＭＣＣＩの抑制効果に期待できる

深さを考慮してペデスタル（ドライウェル部）の水位を

約1mに維持する。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設

備を選定する。ただし，全交流動力電源が喪失した場合は代

替交流電源設備により給電する。 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段

と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第 1.8－1表に整理す

る。 

ａ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手段及び設備 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器の破損に至る可

能性がある場合，あらかじめ原子炉格納容器下部に注水

しておくことで，原子炉圧力容器が破損に至った場合に

おいても，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却性を向上させ，ＭＣＣＩの抑制及び溶融炉心の原子炉

格納容器バウンダリへの接触防止を図る。 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は原子炉格納容器下部に

注水を継続することで，原子炉格納容器下部に落下した

溶融炉心を冠水冷却し，ＭＣＣＩの抑制及び溶融炉心の

原子炉格納容器バウンダリへの接触防止を図る。 

さらに，原子炉格納容器下部への注水に併せてコリウ

ムシールドを設置することで，原子炉格納容器下部へ落

下した溶融炉心がドライウェル機器ドレンサンプ及びド

ライウェル床ドレンサンプへ流入することを防止し，サ

ンプ底面のコンクリートの浸食を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，損傷

炉心の冷却が未達成の

場合に原子炉格納容器

下部への初期水張りを

行うこととし，原子炉

圧力容器の破損の徴候

及び破損によるパラメ

ータの変化により原子

炉圧力容器の破損を判

断した場合は，原子炉

格納容器下部への注水

操作を実施する。東海

第二は通常運転時から

原子炉格納容器下部に

水を確保しており，炉

心損傷を判断した場合

は原子炉格納容器下部

への水位確保操作，原

子炉圧力容器の破損の

徴候及び破損によるパ

ラメータの変化により

原子炉圧力容器の破損

を判断した場合は原子

炉格納容器下部への注
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(a) 格納容器下部注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器下部に落下した溶融炉心を冷却するため，原子炉格納

容器下部へ注水する手段がある。 

 

ⅰ . 格納容器下部注水系（常設） による原子炉格納容器

下部への注水 

格納容器下部注水系（常設） による原子炉格納容器下

部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2：原子炉起動前において，消火系，補給水系又は純水

系を使用して事前水張りを行い，ペデスタル（ドラ

イウェル部）水位を約 1mとする。通常運転時は，

原子炉格納容器内のドライウェル内ガス冷却装置か

ら発生する凝縮水と原子炉格納容器内で発生する結

露水が床ドレン水としてペデスタル（ドライウェル

部）へ流入し，流入した床ドレン水は 1mに立ち上

げたスワンネックから原子炉建屋原子炉棟床ドレン

サンプ設備へ排水される。原子炉建屋原子炉棟床ド

レンサンプ設備へ排水される流量を監視すること

で，原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率を確

認することができる。 

(a) ペデスタル（ドライウェル部）への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデス

タル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉心を

冷却するため，ペデスタル（ドライウェル部）へ注水

する手段がある。 

ⅰ) 格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水 

格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽 

・低圧代替注水系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 

・原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 原子炉格納容器下部注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉

格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するため，原

子炉格納容器下部へ注水する手段がある。 

 

ⅰ ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水 

ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水操作を行うこととし

ていることから，運用

が異なる（以下，⑤の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 柏崎 6/7は，復水補

給水系からの格納容器

下部への注水ラインを

重大事故等対処設備と

しているが，島根２号

炉は，新設の低圧原子

炉代替注水ポンプによ

り原子炉格納容器下部

に注水する。（東海第

二も同様）なお，東海

第二は常設低圧代替注
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・原子炉格納容器

・コリウムシールド

・常設代替交流電源設備

・第二代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・原子炉格納容器

・コリウムシールド

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・燃料給油設備

・原子炉格納容器

・コリウムシールド

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

水系から直接ペデスタ

ル（ドライウェル部）

に注水する配管を使用

するが，島根２号炉

は，格納容器代替スプ

レイ系と同じ注水経路

で格納容器内にスプレ

イを実施することで，

原子炉格納容器下部外

に滞留した水が，制御

棒駆動機構搬出入口か

ら原子炉格納容器下部

に流入することにより

原子炉格納容器下部に

水張りを行う（以下，

⑥の相違）

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対

策設備として第二代替

交流電源設備を設置

（以下，⑦の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉の燃料補

給設備は，設置許可基

準規則第五十七条にて

記載する整理（以下，

⑧の相違）

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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ⅲ . 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

 

消火系による原子炉格納容器下部への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

・ろ過水タンク 

 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

ⅳ) 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部） 

への注水 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・補給水系配管・弁 

・消火系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 

・原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 

 

 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

ⅲ) 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

 

 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

・消火系配管・弁 

 

ⅱ 復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水で

使用する設備は以下のとおり。 

・復水輸送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・復水輸送系 配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

 

消火系による原子炉格納容器下部への注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ 

・消火ポンプ 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

 

・消火系 配管・弁 

・復水輸送系 配管・弁 

・設備の相違 

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

消火ポンプ駆動方式

による相違（柏崎 6/7

及び東海第二はディー

ゼル駆動，島根２号炉

は電動駆動）（以下，
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・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 

・原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 

 

 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

ⅳ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・可搬型ストレーナ 

・格納容器代替スプレイ系 配管・弁 

⑨の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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ⅱ . 格納容器下部注水系（可搬型） による原子炉格納容

器下部への注水 

格納容器下部注水系（可搬型） による原子炉格納容器

下部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A－2級） 

 

・防火水槽 

・淡水貯水池 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

 

 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備 

・代替淡水貯槽 

・ホース 

 

 

 

 

 

 

・低圧代替注水系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 

・原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水は，代替淡水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だ

けでなく，海水も利用できる。 

 

ⅴ ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル代替注水系 配管・弁 

 

・原子炉格納容器 

・コリウムシールド 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，逐条の

整理で接続口を低圧代

替注水系配管に含める

こととしている 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 
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・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は淡水貯水

池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用し

て淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源と

して利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用す

るが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホースに

て淡水貯水池からの直接送水ラインを構成する。 

また，格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水は，防火水槽又は淡水貯水池の淡水

だけでなく，海水も利用できる。 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器下部注水で使用する設備のうち，復水移送

ポンプ，復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，高圧炉

心注水系配管・弁，原子炉格納容器，コリウムシール

ド，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備，可搬型代替注水ポンプ（A－2

級），ホース・接続口及び燃料補給設備は重大事故等

対処設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水池

は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，格納容器下部注水系（可搬型）によるペデ

スタル（ドライウェル部）への注水は，西側淡水貯

水設備又は代替淡水貯槽の淡水だけでなく，海水も

利用できる。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ペデスタル（ドライウェル部）への注水で使用する

設備のうち，常設低圧代替注水系ポンプ，代替淡水貯

槽，低圧代替注水系配管・弁，格納容器下部注水系配

管・弁，原子炉格納容器床ドレン系配管・弁，原子炉

格納容器機器ドレン系配管・弁，原子炉格納容器，コ

リウムシールド，常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代

替注水大型ポンプ，西側淡水貯水設備，ホース及び燃

料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水は，代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だけ

でなく，海水も利用できる。 

  

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉格納容器下部注水で使用する設備のうち，低

圧原子炉代替注水ポンプ，低圧原子炉代替注水槽，低

圧原子炉代替注水系配管・弁，残留熱除去系配管・

弁，可搬型ストレーナ，格納容器代替スプレイ系配

管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ，原子炉格納容

器，コリウムシールド，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，代替所内電気設備，大量送水

車，ホース・接続口，ペデスタル代替注水系配管・弁

及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））は

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7】  

 島根２号炉は，常設

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

重大事故等対処設備

として選定する設備の

相違（個別の機器に対

しての相違理由は本項

(a) 参照）（以下，⑩

の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，代替

淡水源を措置として位
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これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

以上の重大事故等対処設備により原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び

可搬型代替注水ポンプ（A－2級）と同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合

において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冷却する手段として有効である。 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.8.1，添付資料1.8.9） 

以上の重大事故等対処設備によりペデスタル（ドラ

イウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冷却するこ

とができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・復水移送ポンプ，復水貯蔵タンク及び補給水系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれ

ば，ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下

した溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク及び消火系配管・弁 

 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合において，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冷却する

手段として有効である。 

（添付資料1.8.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

以上の重大事故等対処設備により原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。併せて，その理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれ

ば，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷

却する手段として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ

過水タンク，消火系配管・弁 

 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合において，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冷却する手段として有効で

ある。 

 

（添付資料1.8.2） 

 

置付けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の消火系

はペデスタル代替注水

系（常設）又は（可搬

型）と同等の流量は確

保できないため記載し

ていない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 
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b. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めの対応手段及び設備 

(a) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する

ため，原子炉圧力容器へ注水する手段がある。 

 

ⅳ . 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

 

 

 

 

 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

 

 

 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

ｂ．溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への

落下遅延・防止のための対応手段及び設備 

(a) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉

心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下を

遅延又は防止するため，原子炉圧力容器へ注水する手

段がある。 

ⅵ) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水※３

で使用する設備は以下のとおり。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替直流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

・燃料給油設備 

ｂ．溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めの対応手段及び設備 

 (a) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する

ため，原子炉圧力容器へ注水する手段がある。 

 

ⅰ 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への

注水 

高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉浄化系 配管 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ヘッ

ドスプレイノズルを使

用しない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系の注水

は，原子炉隔離時冷却

系（注水系）ラインを

使用 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，常設代

替直流電源設備への継

続的な給電で使用する

設備も含めて記載 

・記載表現の相違 
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また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で使用

する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

なお，6号炉の注水配管は直接給水系に接続するが，7号

炉の注水配管は残留熱除去系配管を経由して給水系に接続

する。 

 

ⅴ . ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水 

注入 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

 

 

※3：高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却

は，ヘッドスプレイノズルによる原子炉注水

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸 

水注入 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう

酸水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給

電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

ⅱ ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系 配管・弁 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容

器内部） 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，原子炉

隔離時冷却系のヘッド

スプレイノズルを使用

することとしているこ

とから注記で記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備への

継続的な給電で使用す

る設備を，高圧原子炉

代替注水系で使用する

設備とは別に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独

申請 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 
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・可搬型代替交流電源設備

ⅶ . 高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水で

使用する設備は以下のとおり。 

・高圧炉心注水系ポンプ

・復水貯蔵槽

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ

・復水補給水系配管

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・第二代替交流電源設備

ⅵ . 制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水 

制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・制御棒駆動水ポンプ

・復水貯蔵槽

・制御棒駆動系配管・弁

・復水補給水系配管・弁

・原子炉圧力容器

・原子炉補機冷却系

・常設代替交流電源設備

・第二代替交流電源設備

ⅰ . 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への 

注水 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ

・復水貯蔵槽

・復水補給水系配管・弁

・可搬型代替交流電源設備

・燃料給油設備

ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ 

の注水 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ

・代替淡水貯槽

・低圧代替注水系配管・弁

・代替所内電気設備

ⅲ 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水

で使用する設備は以下のとおり。 

・制御棒駆動水圧ポンプ

・復水貯蔵タンク

・制御棒駆動水圧系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

ⅳ 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水槽

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・運用の相違

【東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違
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・残留熱除去系配管・弁・スパージャ

・給水系配管・弁・スパージャ

・高圧炉心注水系配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・第二代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

ⅲ . 消火系による原子炉圧力容器への注水 

消火系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備

は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ

・残留熱除去系Ｃ系配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・燃料給油設備

ⅴ) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

補給水系による原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ

・復水貯蔵タンク

・補給水系配管・弁

・消火系配管・弁

・残留熱除去系Ｂ系配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・燃料給油設備

ⅳ) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

消火系による原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

ⅴ 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・復水輸送ポンプ

・復水貯蔵タンク

・復水輸送系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

ⅵ 消火系による原子炉圧力容器への注水 

消火系による原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ

・消火ポンプ

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の残留熱

除去系は，スパージャ

ではない。また，配管

構成の相違により給水

系配管，高圧炉心注水

系配管を使用しない 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】
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・ろ過水タンク 

 

 

 

 

 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

ⅱ . 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A－2級） 

 

・防火水槽 

・淡水貯水池 

 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

 

 

 

 

・消火系配管・弁 

 

 

 

 

・残留熱除去系Ｂ系配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器 

への注水 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備 

・代替淡水貯槽 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

 

 

 

 

 

・消火系 配管・弁 

・復水輸送系 配管・弁 

 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

ⅶ 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・大量送水車 

 

 

・輪谷貯水槽（西１） 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

除去系は，スパージャ

ではない。また，配管

構成の相違により給水

系配管を使用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は,大量送

水車のみで注水する 
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・ホース・接続口 

 

 

・ホース 

 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，逐条の

整理で接続口を低圧代

替注水系配管に含める

こととしている 

・復水補給水系配管・弁 

 

 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

なお，防火水槽を水源として利用する場合は，淡水貯水

池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用して

淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源として

利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用するが，

当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて淡水貯

水池からの直接送水ラインを構成する。 

また，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水は，防火水槽又は淡水貯水池の淡水だけでなく，

海水も利用できる。 

・低圧代替注水系配管・弁 

 

 

・残留熱除去系Ｃ系配管・弁 

・低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水は，西側淡水貯水設備又は代替淡水

貯槽の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅲ) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水で

使用する設備は以下のとおり。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系熱交換器 

・代替循環冷却系配管・弁 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水は，代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だ

けでなく，海水も利用できる。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】  

 島根２号炉は，常設

のホースを使用せず可

搬ホースにて送水を実

施 

 

 

 

 

・設備の相違 

 【東海第二】 

 ④の相違 
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・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース 

・常設代替交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，復

水補給水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スパージ

ャ，給水系配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系配管・

弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備

として位置付ける。 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

で使用する設備のうち，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水

注入系貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，高圧炉心注

水系配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交

流電源設備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水で使用する設備のうち，可搬型代替注水ポンプ（A－2

級），ホース・接続口，復水補給水系配管・弁，残留熱除

去系配管・弁・スパージャ，給水系配管・弁・スパージ

ャ，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。防火水槽及び淡水貯水

池は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

として位置付ける。 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備のうち，高圧代替注水系ポンプ，復水貯蔵槽，高圧

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水で使用する設備のうち，常設低圧代替注水系ポン

プ，代替淡水貯槽，低圧代替注水系配管・弁，残留熱

除去系Ｃ系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設備

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入ポンプ，ほ

う酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，原子炉

圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水で使用する設備のうち，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，西側淡水貯水設

備，代替淡水貯槽，ホース，低圧代替注水系配管・

弁，残留熱除去系Ｃ系配管・弁，低圧炉心スプレイ系

配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設

備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使

用する設備のうち，常設高圧代替注水系ポンプ，サプ

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧原子炉代替注水（常設）による原子炉圧力容器

への注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水

ポンプ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水

系配管・弁，残留熱除去系配管・弁，原子炉圧力容

器，常設代替交流電源設備及び代替所内電気設備は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入ポンプ，ほ

う酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，差圧検

出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部），原

子炉圧力容器及び常設代替交流電源設備は重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

低圧原子炉代替注水（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水で使用する設備のうち，大量送水車，ホー

ス・接続口，低圧原子炉代替注水系配管・弁，残留熱

除去系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源

設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大事故

等対処設備として位置付ける。（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））は「1.13重大事故等の収束

に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b)項を満足す

るための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

 

高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注

水で使用する設備のうち，高圧原子炉代替注水ポン

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，代替

淡水源を措置として位
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代替注水系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子

炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，高圧代替注水系（注

水系）配管・弁，復水補給水系配管，高圧炉心注水系配

管・弁，残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ），給水系配

管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替直流電源

設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可

搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止し，原子炉圧力容器内に

残存した溶融炉心を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・高圧炉心注水系 

モータの冷却水がない状態での運転となるため運転時

間に制限があり，十分な期間の運転継続はできないが，

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における原子炉圧力

容器への注水手段として有効である。 

・制御棒駆動系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保で

きず，加えて耐震性が確保されていないが，原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時に原子炉圧力容器下部に落下し

レッション・チェンバ，高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸

気系）配管・弁，高圧代替注水系（注水系）配管・

弁，高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ，原子

炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁，原子炉圧力容

器，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設

備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備

及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水で使

用する設備のうち，代替循環冷却系ポンプ，サプレッ

ション・チェンバ，残留熱除去系熱交換器，代替循環

冷却系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ，原子炉圧力容器，残留熱除去系海水系ポンプ，残

留熱除去系海水系ストレーナ，緊急用海水ポンプ，緊

急用海水系ストレーナ，常設代替交流電源設備及び燃

料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.8.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は

防止し，原子炉圧力容器内に残存した溶融炉心を冷却

することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ，サプレッション・チェンバ，高圧原子炉代替注水

系（蒸気系）配管・弁，原子炉浄化系 配管，原子炉

隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，高圧原子炉代替注

水系（注水系）配管・弁，原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ，

主蒸気系配管，給水系配管・弁・スパージャ，原子炉

圧力容器，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設

備及び常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延又は防止し，原子炉圧力

容器内に残存した溶融炉心を冷却することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

・制御棒駆動水圧ポンプ，復水貯蔵タンク，制御棒駆

動水圧系配管・弁 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確

保できず，加えて耐震性が確保されていないが，原

置付ける 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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た溶融炉心を冷却し，溶融炉心の原子炉格納容器下部へ

の落下を遅延又は防止する手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備

と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場

合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可

搬型代替注水ポンプ（A－2級）と同等の機能（流量）

を有することから，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合におい

・可搬型代替注水大型ポンプ，ホース

敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセス

ルートの復旧には不確実さがあり，使用できない

場合があるが，可搬型代替注水大型ポンプによる

冷却水供給により代替循環冷却系が使用可能とな

れば，発電用原子炉を冷却する手段として有効で

ある。 

・復水移送ポンプ，復水貯蔵タンク及び補給水系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれ

ば，原子炉圧力容器へ注水する手段として有効で

ある。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク及び消火系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合において，原子炉圧力容器への

注水手段として有効である。 

子炉冷却圧力バウンダリ高圧時に原子炉圧力容器下

部に落下した溶融炉心を冷却し，溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延又は防止する手段とし

て有効である。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配

管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれ

ば，原子炉圧力容器へ注水する手段として有効で

ある。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ

過水タンク，消火系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合において，原子炉圧力容器への

注水手段として有効である。 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二は，残留熱

除去系の冷却水確保の

ための設備として，常

設の緊急用海水系を四

十八条の重大事故等対

処設備，可搬の代替残

留熱除去系海水系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の消火系

はペデスタル代替注水
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て，原子炉圧力容器への注水手段として有効である。 

 

 

 

c. 手順等 

上記「a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却のための対応手段及び設備」及び「b . 溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

て事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）（以下

「SOP」という。），AM設備別操作手順書及び多様なハザ

ード対応手順に定める（第 1.8.1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整理する（第 1.8.2表，第

1.8.3表）。 

 

 

（添付資料 1.8.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料1.8.2） 

 

 

ｃ．手順等 

上記「ａ．ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落

下した溶融炉心の冷却のための対応手段及び設備」及び

「ｂ．溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面

への落下遅延・防止のための対応手段及び設備」により

選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員等※４及び重大事故等対応要員

の対応として「非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデン

ト）」，「ＡＭ設備別操作手順書」及び「重大事故等対

策要領」に定める（第1.8－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電

が必要となる設備についても整理する（第1.8－2表，第

1.8－3表）。 

※4 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対

応要員（運転操作対応）をいう。 

（添付資料 1.8.3） 

（添付資料1.8.2） 

 

 

 

ｃ．手順等 

上記「ａ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却のための対応手段及び設備」及び「ｂ．溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手

段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備

する。 

 これらの手順は，運転員及び緊急時災害対策要員の

対応として，ＡＭ設備別操作要領書，事故時操作要領書

（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。）及

び原子力災害対策手順書に定める。（第 1.8－1表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電

が必要となる設備についても整理する。（第 1.8－2表，

第 1.8－3表） 

 

 

（添付資料 1.8.3） 

系（常設）又は（可搬

型）と同等の流量は確

保できないため記載し

ていない 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室の運転員にて対

応（以下，⑪の相違） 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 
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1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための

対応手順 

(1) 格納容器下部注水 

a. 格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部

への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため格納容器下部注水系（常設）によ

り原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施

する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器の下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器

下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格

納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレション・チェン

バ・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように

崩壊熱相当の流量とする。 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※ 1 で，格納容器下部

注水系（常設）が使用可能な場合※ 2。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操

作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※ 3 及び破損によるパラ

メータの変化※ 4 により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設）が使用可能な場

合※ 2。 

1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融

炉心の冷却のための対応手順 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）への注水 

ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため格納容器下部注水系（常設）

によりペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した

溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続す

る。その際の注水量は，サプレッション・プールの水位

が外部水源注水制限に到達することを遅らせるため，崩

壊熱による蒸発量相当とする。 

(a) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）が使用可能な場合※２。 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設）が使用可能な

場合※２。 

1.8.2 重大事故等時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のため

の対応手順  

(1) 原子炉格納容器下部注水 

ａ．ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（常

設）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

なお，原子炉圧力容器の破損前に代替格納容器スプレ

イを実施することで，原子炉格納容器内の温度上昇を抑

制し，逃がし安全弁の環境条件を緩和することができ

る。ただし，本操作を実施しない場合であっても，評価

上，原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間，逃がし

安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，サプ

レッション・プール水位が外部水源注水制限に到達する

ことを遅らせるため，崩壊熱相当に余裕をみた流量とす

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル

代替注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）が使

用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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※ 1: 「損傷炉心の冷却が未達成」は， 原子炉圧力容器

下鏡部温度指示値が 300℃ に達した場合。 

 

 

 

 

※ 2: 設備に異常がなく， 電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

※ 3: 「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容

器内の水位の低下， 制御棒の位置表示の喪失数増

加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加

により確認する。 

 

 

※ 4: 「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」

は，原子炉圧力容器内の圧力の低下，原子炉格納容

器内の圧力の上昇，原子炉格納容器内の温度の上昇

により確認する。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡水貯

槽）が確保されている場合。 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力

容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置表示

の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下鏡部）

指示値が300℃到達により確認する。 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の

喪失により確認する。 

（添付資料1.8.8） 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場

合。 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原

子炉代替注水槽）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子

炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置

表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機

構温度指示値の喪失数増加により確認す

る。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ド

ライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル

雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認する。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

(b) 操作手順 

格納容器下部注水系（常設） による原子炉格納容器下

部への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロー

を第 1.8.1 図に，概要図を第 1.8.3 図に，タイムチャー

トを第 1.8.4 図に示す。 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

格納容器下部注水系（常設） による原子炉格納容器下

部への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ド

ライウェル部）への注水手順の概要は以下のとおり。

手順の対応フローを第1.8－1図及び第1.8－2図に，概

要図を第1.8－4図に，タイムチャートを第1.8－5図に

示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に格納容器下部注水系（常設）によるペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水の準備開始を指示

する。 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対

応フローを第 1.8－1図及び第 1.8－2図に，概要図を

第 1.8－5図，タイムチャートを第 1.8－6図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

にペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根

１号炉と中央制御室を

共用しているため，当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施

（以下，⑫の相違） 

 ⑪の相違 
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② 現場運転員 E及び Fは，格納容器下部注水系（常設）

による原子炉格納容器下部への注水に必要な電動弁の

電源の受電操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器下部注水系

（常設）による原子炉格納容器下部への注水に必要な

電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

④ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発

電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，格納容器下

部注水系（常設）が使用可能か確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水に必要な格納容器下部注水系ペデスタル注

入ライン隔離弁及び格納容器下部注水系ペデスタ

ル注入ライン流量調整弁の電源切替え操作を実施

する。 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）への流入水を制限する制限弁が全閉，

及びベント管に接続する排水弁が全開であること

を確認する。なお，ベント管に接続する排水弁が

全閉している場合は，全開操作を実施する。 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水に必要な電動弁の電源が確保されたこと並

びにポンプ及び監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 

 中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水に必要なＡ－ＲＨＲド

ライウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁の電源切替え操作を実施する。 

②ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 

 現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

下部への注水に必要なＡ－ＲＨＲドライウェル第１

スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁の電源切替え操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，ペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電

動弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

 

 

 

 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，ペデスタル代替注水系（常設）が使用可能か確

認する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替可能

な設備を設置 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

替え操作は，現場にて

実施 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，通常

運転時から原子炉格納

容器下部に水を確保し

ないことから，水位維

持のための流入水の制

限及び排水ラインの確

保は考慮不要 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，操作

者の１名を記載。柏崎

6/7号炉は，操作者及

び確認者の２名を記載

（以下，⑬の相違） 

【東海第二】 

⑪の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策本部に負荷容量
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⑤ 中央制御室運転員 A及び Bは，復水補給水系バイパス

流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実

施する。 

 

⑥ 中央制御室運転員 A及び Bは，復水移送ポンプの起動

操作を実施し，復水移送ポンプ吐出圧力指示値が規定

値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

⑦ 中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器下部注水系

（常設）による原子炉格納容器下部への注水の系統構

成として，下部ドライウェル注水ライン隔離弁の全開

操作を実施し，当直副長に格納容器下部注水系（常

設） による原子炉格納容器下部への注水の準備完了を

報告する。 

 

 

 

⑧ 当直副長は，運転員に格納容器下部注水系（常設）に

よる原子炉格納容器下部への注水開始を指示する。 

  

 

 

 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，常設低圧代替注水系

ポンプの起動操作を実施し，常設低圧代替注水系

ポンプ吐出圧力指示値が約2.0MPa［gage］以上で

あることを確認する。 

 

 

 

 

⑥運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水の系統構成として，常設低圧代替注水系系

統分離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注水

弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔

離弁及び格納容器下部注水系ペデスタル注入ライ

ン流量調整弁の全開操作を実施し，発電長に格納

容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水の準備完了を報告する。 

⑦発電長は，運転員等に格納容器下部注水系（常

設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水ポンプ

の起動操作を実施し，低圧原子炉代替注水ポンプ吐

出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，ペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水の系統構成

として，中央制御室にてＡ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁の全開操作を実施し，当直副長にペデスタル代

替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水の準備完了を報告する。 

 

 

⑦当直副長は，運転員にペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水開始を指示

する。 

 

確認を実施 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，バイ

パス流防止措置は不要 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪⑬の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の吐出圧

力の規定値は，添付資

料 1.8.6-2にて記載 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

⑨ a 原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，下部ドライウェル注水

流量調節弁の全開操作を実施し，復水補給水系流量

（格納容器下部注水流量） 指示値の上昇（90m³/h 程

度）により注水されたことを確認し，当直副長 

に報告する。 

 

 

 

 

なお， 格納容器下部水位にて+2m（総注水量 180m3） 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

⑧運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注水流量調整弁を開とし，低圧代替注

水系格納容器下部注水流量指示値の上昇（80m３／

h程度）により注水されたことを確認し，発電長

に報告する。 

 

 

 

 

なお，格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＬＳＲ注水隔離弁の全開

操作を実施し代替注水流量（常設）指示値の上昇

（200m3/h程度）により注水されたことを確認し，当

直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 
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到達後， 原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ b 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，下部ドライウェル注水

流量調節弁を開とし，崩壊熱除去に必要な注水流量

（35～ 70m3 /h）に調整し，注水を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整弁により低圧代替注水系格納容器下部注水流量

を80m３／hに調整し，格納容器下部水位（高さ1m

超検知用）が1m（約27m３）を超える水位を検知し

たことを確認した後，ペデスタル（ドライウェル

部）への注水を停止する。その後，ベント管を通

じた排水により水位が低下し，一定の時間遅れで

排水弁が自動で全閉となることを確認する。 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水の場合】 

⑨運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注水流量調整弁を開とし，低圧代替注

水系格納容器下部注水流量指示値の上昇により注

水されたことを確認し，発電長に報告する。 

⑩発電長は，運転員等にペデスタル（ドライウェル

部）の溶融炉心堆積高さに応じたペデスタル（ド

ライウェル部）への注水を指示する。 

⑪ａ溶融炉心堆積高さ0.2m未満の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m未満であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を0.5m～1.0mに維持するた

め，格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調整

弁により低圧代替注水系格納容器下部注水流量を

崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に調整し，

発電長に報告する。 

⑪ｂ溶融炉心堆積高さ0.2m以上の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m以上であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する

ため，格納容器下部注水系ペデスタル注水流量調

整弁により低圧代替注水系格納容器下部注水流量

を崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に調整

し，発電長に報告する。 

 

225m3）到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止

する。 

 

 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑨中央制御室運転員ＡはＦＬＳＲ注水隔離弁を開と

し，崩壊熱除去に余裕をみた注水流量（12～

60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ＦＣＩ，ＭＣＣＩへ

の影響を考慮したペデ

スタル水位管理値の相

違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 崩壊熱除去に必要な

注水流量の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は，水位

管理にて対応すること

としている 
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⑩ 現場運転員 C及び Dは，復水移送ポンプの水源確保と

して復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水補

給水系常/非常用連絡 1 次，2 次止め弁の全開操作）を

実施する。 

 

 

 

 

 

⑪ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に低圧原子炉代替注水槽の補給を依頼する。  

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替操作

は不要 

 

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は， 1 ユニット当たり中央制御室運転員

2名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉格納容

器下部への初期水張り開始を確認するまで 35分以内で

可能である。 

 

 

 

 

 

 

その後，現場運転員 2名にて復水移送ポンプの水源確

保を実施した場合，15分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

（ 添付資料 1.8.3－1，1.8.3－3） 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名に

て実施した場合，17分以内で可能である。 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名に

て実施した場合，1分以内で可能である。 

 

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからペデスタル

代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとお

り。 

    ［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

実施した場合，30分以内で可能である。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への

注水の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて作業を実施した場

合，10 分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

 （添付資料 1.8.4－1） 

 

 

・運用，体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違（以下，⑭の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替操作

は不要 
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ｄ．補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設）及び消火系によりペデスタル（ドラ

イウェル部）の床面に落下した溶融炉心の冷却ができな

い場合に，原子炉格納容器の破損を防止するため，復水

貯蔵タンクを水源とした補給水系によりペデスタル（ド

ライウェル部）の床面に落下した溶融炉心の冷却を実施

する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）に注水を実施する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する。 

 

ｂ．復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設）により，原子炉格納容器下部に落

下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容

器の破損を防止するため，復水輸送系により原子炉格納

容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，サプ

レッション・プール水位が外部水源注水制限に到達する

ことを遅らせるため，崩壊熱相当に余裕をみた流量とす

る。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 

 (a) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）及び消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水ができず，補給水系が使用可能な場合※

２。 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，損傷

炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替

注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水ができず，復水輸送系（スプレイ管使用）が使

用可能な場合※２。 

 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合

は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデス

タル代替注水系（常設），復水輸送系（スプレイ

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系を

優先して使用 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子
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管使用）及び消火系（スプレイ管使用）による原

子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※

２。 

 

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

 【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び原子炉圧力容器

の破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容

器の破損を判断した場合で，格納容器下部注水系（常

設）及び消火系によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水ができず，補給水系が使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タン

ク）が確保されている場合。 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力

容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置表示

の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下鏡部）

指示値が300℃到達により確認する。 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への

注水操作の判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，原子

炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメ

ータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断

した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復

水輸送系（ペデスタル注水配管使用）及び消火系

（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容

器下部への注水ができず，復水輸送系（スプレイ

管使用）が使用可能な場合※２。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合

は，原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によ

るパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破

損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）が使

用可能な場合※２。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した

場合。 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子

炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置

表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機

構温度指示値の喪失数増加により確認す

る。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系を

優先して使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ
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※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の

喪失により確認する。 

（添付資料1.8.8） 

 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ド

ライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル

雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認する。 

メントの相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 (b) 操作手順 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第1.8－1図及び第1.8－2図に，

概要図を第1.8－10図に，タイムチャートを第1.8－11

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8－1

図及び第 1.8－2図に，概要図を第 1.8－7図に，タイ

ムチャートを第 1.8－8図に示す。 

 

【スプレイ管使用の場合】 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に復水輸送系による原子炉格納容器下部

への注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格

納容器下部への注水に必要なポンプ，電動弁及び監

視計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，復水輸送系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施す

る。 

⑤中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作

を実施し，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が

規定値以上であることを確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁の全開操作を実施する。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑦中央制御室運転員Ａは，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に補給水系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水の準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，補給水系によるペデ

スタル（ドライウェル部）への注水に必要な格納

容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁及び

格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調

整弁の電源切替え操作を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）への流入水を制限する制限弁が全閉，

及びベント管に接続する排水弁が全開であること

を確認する。なお，ベント管に接続する排水弁が

全閉している場合は，全開操作を実施する。 

 

 

 

 

示値が 120m3/hとなるようＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注

水弁を調整開とし，原子炉格納容器下部への注水を

開始する。 

 なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約

225m3）到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止

する。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑧ａペデスタル注入配管が使用可能な場合 

 中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流

量（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

⑧ｂペデスタル注入配管が使用不可な場合 

 中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注

水弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量

（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水輸送

系による原子炉格納容器下部への注水が開始された

ことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に復水輸送系による原子炉格納容器下部

への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，電源

確保手順を 1.14にて整

理 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，通常

運転時から原子炉格納

容器下部に水を確保し

ないことから水位維持

のための流入水の制限

及び排水ラインの確保

は考慮不要 
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④運転員等は中央制御室にて，補給水系によるペデ

スタル（ドライウェル部）への注水に必要な電動

弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示等に

て確認する。 

⑤発電長は，災害対策本部長代理に連絡配管閉止フ

ランジの切替えを依頼する。 

⑥災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に連

絡配管閉止フランジの切替えを指示する。 

⑦重大事故等対応要員は，連絡配管閉止フランジの

切替えを実施し，連絡配管閉止フランジの切替え

完了について災害対策本部長代理に報告する。ま

た，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑧運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて，補給水

系－消火系連絡ライン止め弁の全開操作を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水

元弁の全閉操作を実施する。 

 

⑩運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン隔離弁の全開操作を実施す

る。 

⑪発電長は，運転員等に復水移送ポンプの起動を指

示する。 

⑫運転員等は中央制御室にて，復水移送ポンプを起

動し，復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値が約

0.84MPa［gage］以上であることを確認する。 

⑬運転員等は，発電長に補給水系によるペデスタル

②中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格

納容器下部への注水に必要なポンプ，電動弁及び監

視計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，復水輸送系が使用可能か確認する。 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施す

る。 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作

を実施し，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が

規定値以上であることを確認する。 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジはない 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の復水輸

送系-消火系の連絡弁

は，消火系側に設置さ

れているため，復水輸

送系による注水時は開

操作不要 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策本部に負荷容量

確認を実施 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のヘッダ

圧力の規定値は，添付

1.8-37



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

（ドライウェル部）への注水の準備完了を報告す

る。 

⑭発電長は，運転員等に補給水系よるペデスタル

（ドライウェル部）への注水開始を指示する。 

 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保】 

⑮運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン流量調整弁を開とし，低圧

代替注水系格納容器下部注水流量指示値の上昇

（80m³／h程度）により注水されたことを確認

し，発電長に報告する。 

なお，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン

流量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注

水流量を80m３／hに調整し，格納容器下部水位

（高さ1m超検知用）が1mを超える水位を検知した

ことを確認した後，ペデスタル（ドライウェル

部）への注水を停止する。その後，ベント管を通

じた排水により水位が低下し，一定の時間遅れで

排水弁が自動で全閉となることを確認する。 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水】 

⑯運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン流量調整弁を開とし，補給

水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水が開始されたことを低圧代替注水系格納容器下

部注水流量指示値の上昇により確認した後，発電

長に報告する。 

⑰発電長は，運転員等にペデスタル（ドライウェル

部）の溶融炉心堆積高さに応じたペデスタル（ド

ライウェル部）への注水を指示する。 

⑱ａ溶融炉心堆積高さ0.2m未満の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m未満であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を0.5m～1.0mに維持するた

め，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流

量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注水

 

 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に復水輸送系による

原子炉格納容器下部への注水開始を指示する。 

 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑦中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁を全開操作し，ペデスタル注水流量指示値

の上昇（120m3/h程度），ペデスタル水位指示値の上

昇により注水されたことを確認し，当直副長に報告

する。 

 なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約 70m3）

到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流

量（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

資料 1.8.6-2にて記載 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 
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流量を崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に調

整し，発電長に報告する。 

⑱ｂ溶融炉心堆積高さ0.2m以上の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m以上であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する

ため，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン

流量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注

水流量を崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に

調整し，発電長に報告する。 

 

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから補給水系に

よるペデスタル（ドライウェル部）への注水開始まで

の必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大

事故等対応要員4名にて実施した場合，108分以内

で可能である。 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名に

て実施した場合，1分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.8.4） 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから復水輸送系

による原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な

要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，20分

以内で可能である。 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への

注水の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10分

以内で可能である。 

 

 

 

（添付資料 1.8.4－2） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，現場

操作は不要 

・運用，体制の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，現場

操作は不要 

 

c. 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器の破損を防止するため， ろ過水タンクを水源とした

消火系により原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

 

 

 

ｃ．消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設）によりペデスタル（ドライウェル

部）の床面に落下した溶融炉心の冷却ができない場合

に，原子炉格納容器の破損を防止するため，ろ過水貯蔵

タンク又は多目的タンクを水源とした消火系によりペデ

スタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

ｃ．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納

容器下部に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，

原子炉格納容器の破損を防止するため，補助消火水槽を

水源とした補助消火ポンプにより又はろ過水タンクを水

源とした消火系により原子炉格納容器下部に落下した溶

融炉心の冷却を実施する。 
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炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において， あらかじめ原子炉格納容器下部

への初期水張りを実施する。 

また， 原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器の下

部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。 

その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱

操作時にサプレション・チェンバ・プールの水位が外部水

源注水制限に到達しないように崩壊熱相当の流量とする。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）に注水を継続する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する。 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，サプ

レッション・プール水位が外部水源注水制限に到達する

ことを遅らせるため，崩壊熱相当に余裕をみた流量とす

る。 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※ 1 で，格納容器下部注

水系（常設） による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，消火系が使用可能な場合※ 2。ただし，重大事故等へ対

処するために消火系による消火が必要な火災が発生してい

ない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操

作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※ 3 及び破損によるパラメ

ータの変化※ 4 により原子炉圧力容器の破損を判断した場

(a) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，消火系が使用可能な場合※２。ただし，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な

火災が発生していない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷

却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常

設）及び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉

格納容器下部への注水ができず，消火系（スプレイ管

使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷

炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注

水系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用），消火

系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタル注

水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水がで

きず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能

な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水操作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容

器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系を

優先させる 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  
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合で， 格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水ができず， 消火系が使用可能な場合※ 2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし， 重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

た場合で，格納容器下部注水系（常設）によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水ができず，消火系が

使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペ

デスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（ペデス

タル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使

用）及び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉

格納容器下部への注水ができず，消火系（スプレイ管

使用）が使用可能な場合※２。 

 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子

炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメー

タの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断した

場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下

部への注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使

用）が使用可能な場合※２。 

 ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

とＳＡ時のＳＲＶ健全

性確保の観点から，ス

プレイ管を使用した原

子炉格納容器下部への

注水手段を整備 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系を

優先させる 

 

※ 1:「損傷炉心の冷却が未達成」は， 原子炉圧力容器下

鏡部温度指示値が 300℃ に達した場合。 

 

 

 

 

※ 2:設備に異常がなく， 燃料及び水源（ろ過水タンク） 

が確保されている場合。 

 

※ 3:「原子炉圧力容器の破損の徴候」は， 原子炉圧力容

器内の水位の低下， 制御棒の位置表示の喪失数増

加， 原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増

加により確認する。 

 

 

※ 4:「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」

は， 原子炉圧力容器内の圧力の低下， 原子炉格納

容器内の圧力の上昇， 原子炉格納容器内の温度の

上昇により確認する。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水

貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されている

場合。 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力

容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置表示

の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下鏡部）

指示値が300℃到達により確認する。 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の

喪失により確認する。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水

槽又はろ過水タンク）が確保されている場合。 

 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 
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（添付資料1.8.8） 

(b) 操作手順 

消火系による原子炉格納容器下部への注水手順の概要

は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8.1図に，概

要図を第 1.8.8 図に，タイムチャートを第 1.8.9図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.8－1図及び第1.8－2図に，概要図を第1.8－8図に，

タイムチャートを第1.8－9図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

消火系による原子炉格納容器下部への注水手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8－1図及

び第 1.8－2図に，概要図を第 1.8－9図に，タイムチ

ャートを第 1.8－10図に示す。 

（補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注

水する場合及び消火ポンプを使用して原子炉格納容

器下部に注水する場合について，手順⑤⑧以外同

様） 

 

【スプレイ管使用の場合】 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に消火系による原子炉格納容器下部への

注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉格納容

器下部への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，消火系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施

する。 

⑤ａ補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注

水する場合 

 中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動す

る。 

⑤ｂ消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注水す

る場合 

 中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実

施し，消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であ

ることを確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＣＷＴ系・消火系連絡止め

弁（消火系）の全開操作及びＣＷＴ系・消火系連絡

止め弁の全開操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲドライウェル第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁の全開操作を実施する。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑧ａ補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注

水する場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水

弁の全開操作を実施し，ペデスタル注入流量指示値

の上昇（120m3/h程度），ペデスタル水位指示値の上

昇により注水されたことを確認し，当直副長に報告

する。 

 なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約

225m3）到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止

する。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑧ｂ消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注水す

る場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水

弁の全開操作を実施し，ペデスタル注入流量指示値

の上昇（75m3/h程度），ペデスタル水位指示値の上

昇により注水されたことを確認し，当直副長に報告

する。 

 なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約

225m3）到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止

する。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑨ａペデスタル注入配管が使用可能な場合 

中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流

量（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

⑨ｂペデスタル注入配管が使用不可な場合 

 中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注

水弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量

（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系に

よる原子炉格納容器下部への注水が開始されたこと

を緊急時対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 
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① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

消火系による原子炉格納容器下部への注水の準備開始

を指示する。 

 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に消火系による原子炉格納容器下部への注水準備

のため，ディーゼル駆動消火ポンプの起動を依頼す

る。 

③ 現場運転員 C及び Dは，消火系による原子炉格納容器

下部への注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 中央制御室運転員 A及び Bは，消火系による原子炉格

納容器下部への注水に必要な電動弁の電源が確保され

たこと及び監視計器の電源が確保されていることを状

態表示にて確認する。 

 

 

 

 

⑤ 中央制御室運転員 A 及び Bは，復水補給水系バイパス

流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実

施する。 

 

 

 

 

 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員等に消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，消火系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な格納容

器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁及び格

納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整

弁の電源切替え操作を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）への流入水を制限する制限弁が全閉，

及びベント管に接続する排水弁が全開であること

を確認する。なお，ベント管に接続する排水弁が

全閉している場合は，全開操作を実施する。 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，消火系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な電動弁

の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確

保されていることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

⑤運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水

元弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に消火系による原子炉格納容器下部への

注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉格納容

器下部への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，消火系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央

制御室から起動可能 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，電源

確保手順を 1.14にて整

理 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，通常

運転時から原子炉格納

容器下部に水を確保し

ないことから水位維持

のための流入水の制限

及び排水ラインの確保

は考慮不要 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・設備の相違 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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⑥ 中央制御室運転員 A及び Bは，消火系による原子炉格

納容器下部への注水の系統構成として，復水補給水系

消火系第 1，第 2連絡弁の全開操作及び下部ドライウェ

ル注水ライン隔離弁の全開操作を実施し，当直副長に

消火系による原子炉格納容器下部への注水の準備完了

を報告する。 

 

 

 

 

⑦ 5号炉運転員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了

について緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対

策本部は当直長に報告する。 

 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系によ

る原子炉格納容器下部への注水開始を緊急時対策本部

に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 当直副長は中央制御室運転員に消火系による原子炉格

納容器下部への注水開始を指示する。 

⑩ a 原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，下部ドライウェル注水

流量調節弁の全開操作を実施し，復水補給水系流量

（格納容器下部注水流量）指示値の上昇（90m³/h 程

度）により注水されたことを確認し，当直副長に報告

する。 

 

 

なお，格納容器下部水位にて+2m（総注水量 180m3）到

達後，原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

 

 

⑥運転員等は，発電長に消火系によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水の準備完了を報告す

る。 

⑦発電長は，運転員等にディーゼル駆動消火ポンプ

の起動を指示する。 

 

 

 

 

 

⑧運転員等は中央制御室にて，ディーゼル駆動消火

ポンプを起動し，消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力指

示値が約0.79MPa［gage］以上であることを確認

した後，発電長に報告する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン隔離弁の全開操作を実施

し，発電長に消火系によるペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑩発電長は，運転員等に消火系によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水開始を指示する。 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保】 

⑪運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン流量調整弁を開とし，低圧

代替注水系格納容器下部注水流量指示値の上昇

（80m³／h程度）により注水されたことを確認

し，発電長に報告する。 

 

 

なお，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン

流量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注

⑤ａ補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注

水する場合 

 中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動す

る。 

 

 

 

 

 

 

⑤ｂ消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注水す

る場合 

 中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実

施し，消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であ

ることを確認する。 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉格納容

器下部への注水の系統構成として，ＣＷＴ系・消火

系連絡止め弁（消火系）の全開操作及びＣＷＴ系・

消火系連絡止め弁の全開操作を実施し，当直副長に

消火系による原子炉格納容器下部への注水の準備完

了を報告する。 

 

 

 

 

⑦当直副長は中央制御室運転員に消火系による原子炉

格納容器下部への注水開始を指示する。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑧ａ補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注

水する場合 

中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁の開操作を実施し，ペデスタル注入流量指

示値の上昇（110m3/h程度），ペデスタル水位指示値

の上昇により注水されたことを確認し，当直副長に

報告する。 

なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約 70m3）

到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のヘッダ

圧力の規定値は，添付

資料 1.8.6-2にて記載 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員にて実施

することから，緊急時

対策本部を経由した報

告は不要 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪⑫⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備仕様の相違によ

る注水流量の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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⑩ b 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

の場合 

中央制御室運転員 A 及び B は， 下部ドライウェル注水

流量調節弁を開とし， 崩壊熱除去に必要な注水流量

（ 35～ 70m3 /h） に調整し， 注水を継続する。 

 

水流量を80m３／hに調整し，格納容器下部水位

（高さ1m超検知用）が1mを超える水位を検知した

ことを確認した後，ペデスタル（ドライウェル

部）への注水を停止する。その後，ベント管を通

じた排水により水位が低下し，一定の時間遅れで

排水弁が自動で全閉となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水】 

⑫運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

ペデスタル注入ライン流量調整弁を開とし，消火

系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

が開始されたことを低圧代替注水系格納容器下部

注水流量指示値の上昇により確認した後，発電長

に報告する。 

⑬発電長は，運転員等にペデスタル（ドライウェル

部）の溶融炉心堆積高さに応じたペデスタル（ド

ライウェル部）への注水開始を指示する。 

⑭ａ溶融炉心堆積高さ0.2m未満の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m未満であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を0.5m～1.0mに維持するた

め，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流

量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注水

流量を崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に調

整し，発電長に報告する。 

⑭ｂ溶融炉心堆積高さ0.2m以上の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

 

 

 

 

 

 

⑧ｂ消火ポンプを使用して原子炉格納容器下部に注水す

る場合 

中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁の開操作を実施し，ペデスタル注入流量指

示値の上昇（70m3/h程度），ペデスタル水位指示値

の上昇により注水されたことを確認し，当直副長に

報告する。 

なお，ペデスタル水位にて+2.4m（総注水量約 70m3）

到達後，原子炉格納容器下部への注水を停止する。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑨中央制御室運転員Ａは，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁を開とし，崩壊熱相当に余裕をみた注水流

量（12～60m3/h）に調整し，注水を継続する。 

 

 ＦＣＩ，ＭＣＣＩへ

の影響を考慮したペデ

スタル水位管理値の相

違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 
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で0.2m以上であることを確認後，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する

ため，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン

流量調整弁により低圧代替注水系格納容器下部注

水流量を崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上に

調整し，発電長に報告する。 

 

⑪ 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 消火系に

よる原子炉格納容器下部への注水が開始されたことを

緊急時対策本部に報告する。 

 ⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系によ

る原子炉格納容器下部への注水が開始されたことを緊

急時対策本部へ報告する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は， 1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 

名（ 操作者及び確認者） ， 現場運転員 2 名及び 5 号炉

運転員 2 名にて作業を実施した場合， 作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認する

まで約 30分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように， 移動経路を確保し， 防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時

と同程度である。 

（ 添付資料 1.8.3－ 3） 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によ

るペデスタル（ドライウェル部）への注水開始までの

必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施

した場合，54分以内で可能である。 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名に

て実施した場合，1分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.8.4） 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によ

る原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部水位確保の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，25分以内

で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10分以

内で可能である。 

 

 

 

（添付資料 1.8.4－3） 

 

 

・運用，体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

操作のみのため記載し

ていない 
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ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系による原

子炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉

格納容器の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系

（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

なお，原子炉圧力容器の破損前に代替格納容器スプレ

イを実施することで，原子炉格納容器内の温度上昇を抑

制し，逃がし安全弁の環境条件を緩和することができ

る。ただし，本操作を実施しない場合であっても，評価

上，原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間，逃がし

安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，サプ

レッション・プール水位が外部水源注水制限に到達する

ことを遅らせるため，崩壊熱相当に余裕をみた流量とす

る。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択

できる構成としている。 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※２。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

・設備の相違  

【柏崎6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場

合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示

の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指

示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気

温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値

の上昇又は喪失により確認する。 

(b) 操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水手順の概要は以下のとおり。手順

の対応フローを第 1.8－1図及び第 1.8－2図に，概要

図を第 1.8－11図に，タイムチャートを第 1.8－12図

及び第 1.8－13図に示す。（格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南），格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（建物内）を使用した原子炉格納容

器下部への注水手順は，手順⑥⑩⑭以外は同様） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に格納容器代替スプレイ系配管・弁の接続口

への格納容器代替スプレイ系（可搬型）の接続を依

頼する。 

③緊急時対策本部は，当直長に格納容器代替スプレイ

系（可搬型）として使用する格納容器代替スプレイ

系配管・弁の接続口を報告するとともに，緊急時対

策要員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水の準備開始を指示す
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る。 

④ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 

 中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，格納容器格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水に必要な

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＢ－Ｒ

ＨＲドライウェル第２スプレイ弁の電源切替え操作

を実施する。 

④ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 

 現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水に必要なＡ－ＲＨＲドライウェル第

２スプレイ弁又はＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁の電源切替え操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水に必

要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

⑥ａ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

 中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の系

統構成として，中央制御室にてＡ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直副長

に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水の準備完了を報告する。 

⑥ｂ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

 中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の系

統構成としてＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁の全開操作を実施し，当直副長に格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への

注水の準備完了を報告する。 

⑥ｃ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉格納容器下部への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
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による影響がある場合） 

  中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の系

統構成として中央制御室にてＢ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直副長に

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水の準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による送水準備完了について緊急時対策本部に

報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告す

る。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水

車による送水開始を緊急時対策要員に指示する。 

⑨当直副長は，運転員に格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水の確認を

指示する。 

⑩ａ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

  緊急時対策要員は，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，ＡＣ

ＳＳ Ａ－注水ライン流量調整弁を格納容器代替ス

プレイ流量にて 120m3/hとなるように調整開とし，

送水開始について当直長に報告する。また，当直長

は緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｂ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

  緊急時対策要員は，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，ＡＣ

ＳＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁を格納容器代替ス

プレイ流量にて 120m3/hとなるように調整開とし，

送水開始について当直長に報告する。また，当直長

は緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｃ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉格納容器下部への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響がある場合） 

  緊急時対策要員は，ＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン止め
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弁の全閉操作を実施し，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）として使用する大量送水車を起動した

後，可搬型バルブを格納容器代替スプレイ流量にて

120m3/hとなるように調整開とし，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）として使用する大量送水車により

送水を開始したことを当直長に報告する。また，当

直長は緊急時対策本部に報告する。 

⑪中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，原子炉格納

容器下部への注水が開始されたことを格納容器代替

スプレイ流量指示値の上昇により確認し，当直副長

へ報告する。 

 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，ペデスタ

ル水位にて+2.4m（総注水量約 225m3)到達後，原子炉

格納容器下部への注水の停止を緊急時対策要員に指

示する。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

⑬当直副長は，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12

～60m3/h）を大量送水車にて継続して送水するよう

中央制御室運転員及び当直長を経由して緊急時対策

要員に指示する。なお，原子炉圧力容器破損後，ペ

デスタル代替注水系（可搬型）が使用可能であれ

ば，ペデスタル代替注水系（可搬型）により原子炉

格納容器下部への注水を実施する。 

⑭ａ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＣＳＳ Ａ－注水ライン流量調整弁の弁開度

を調整し，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12～

60m3/h）にて原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

⑭ｂ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁の弁開度

を調整し，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12～
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60m3/h）にて原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

⑭ｃ格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）を使用した原子炉格納容器下部への注水の場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響がある場合） 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン止め弁の全閉操作を

実施した後，可搬型バルブの弁開度を調整し，崩壊

熱相当に余裕をみた注水流量（12～60m3/h）にて原

子炉格納容器下部への注水を実施する。 

 

(c) 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原

子炉建物での系統構成を，中央制御室運転員１名及び

現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから 25分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要

員が実施する屋外での格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以

下のとおり。 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）

又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口

（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時

間 10分以内 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時

間 10分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水操作は，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始
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b. 格納容器下部注水系（ 可搬型） による原子炉格納容器

下部への注水（ 淡水/海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において， 格納容器下

部注水系（ 常設） 及び消火系による原子炉格納容器下部

への注水機能が喪失した場合， 原子炉格納容器の破損を防

止するため格納容器下部注水系（ 可搬型） により原子炉

格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において， あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

また， 原子炉圧力容器破損後は， 原子炉格納容器の下

部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため， 原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は， 原子炉

格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレション・チェン

バ・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように

崩壊熱相当の流量とする。 

なお， 本手順はプラント状況や周辺の現場状況により復 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ド

ライウェル部）への注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設），消火系及び補給水系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水機能が喪失した場合，

原子炉格納容器の破損を防止するため格納容器下部注水

系（可搬型）によりペデスタル（ドライウェル部）の床

面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続す

る。その際は，サプレッション・プールの水位が外部水

源注水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル

（ドライウェル部）の水位を2.25m～2.75mに維持する。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により 

を確認するまで２時間 10分以内で可能である。また，

格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合，

作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期

水張り開始を確認するまで３時間 10分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容器代替

スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に実施可能

である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.8.4－4） 

 

 

 

 

 

ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系による原

子炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉

格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系

（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，サプ

レッション・プール水位が外部水源注水制限に到達する

ことを遅らせるため，崩壊熱相当に余裕をみた流量とす

る。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子
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水補給水系外部接続口及び消火系連結送水口を任意に選択

できる構成としている。 

原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高所西

側接続口及び高所東側接続口を任意に選択できる構成と

している。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択で

きる構成としている。 

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 

(a) 手順着手の判断基準 

［ 原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※ 1 で， 格納容器下

部注水系（ 常設） 及び消火系による原子炉格納容器下

部への注水ができず， 格納容器下部注水系（ 可搬型） 

が使用可能な場合※ 2。 

 

［ 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※ 3 及び破損によるパラ

メータの変化※ 4 により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で， 格納容器下部注水系（ 常設） ， 消火系に

よる原子炉格納容器下部への注水ができず， 格納容器

下部注水系（ 可搬型） が使用可能な場合※ 2。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設），消火系及び

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，格納容器下部注水系（可搬型）が使用可

能な場合※２。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル

代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注

水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使

用可能な場合※２。 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設

と並行で可搬設備によ

る対応も着手 
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※ 1: 「損傷炉心の冷却が未達成」は， 原子炉圧力容器

下鏡部温度指示値が 300℃ に達した場合。 

 

 

 

 

※ 2: 設備に異常がなく， 燃料及び水源（ 防火水槽又は

淡水貯水池） が確保されている場合。 

 

※ 3: 「原子炉圧力容器の破損の徴候」は， 原子炉圧力

容器内の水位の低下， 制御棒の位置表示の喪失数

増加， 原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数

増加により確認する。 

 

 

※ 4: 「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」

は， 原子炉圧力容器内の圧力の低下， 原子炉格納

容器内の圧力の上昇， 原子炉格納容器内の温度の

上昇により確認する。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（西側淡

水貯水設備又は代替淡水貯槽）が確保されている

場合。 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力

容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置表示

の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下鏡部）

指示値が300℃到達により確認する。 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落下

検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計兼デ

ブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部水温

（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格納容器

下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）指示値の

喪失により確認する。 

（添付資料1.8.8） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場

合。 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示

の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指

示値の喪失数増加により確認する。 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気

温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値

の上昇又は喪失により確認する。 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 
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(b) 操作手順 

格納容器下部注水系（ 可搬型） による原子炉格納容器

下部への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第 1.8.1 図に， 概要図を第 1.8.5 図に， タイムチ

ャートを第 1.8.6 図及び第 1 .8.7 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当直副長は， 手順着手の判断基準に基づき， 運転員

に格納容器下部注水系（ 可搬型） による原子炉格納

容器下部への注水の準備開始を指示する。 

 

 

② 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に格納容器下部注水系（ 可搬型） による原子

炉格納容器下部への注水準備のため， 可搬型代替注水

ポンプ（ A－ 2 級） の配備，ホース接続及び起動操

作を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水手順の概要は以下のとお

り。 

手順の対応フローを第1.8－1図及び第1.8－2図に，

概要図を第1.8－6図に，タイムチャートを第1.8－7図

に示す。 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口

への格納容器下部注水系（可搬型）の接続を依頼

する。 

②災害対策本部長代理は，発電長に格納容器下部注

水系（可搬型）で使用する低圧代替注水系配管・

弁の接続口を報告するとともに重大事故等対応要

員に格納容器下部注水系（可搬型）によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水の準備開始を指

示する。 

③発電長は，運転員等に格納容器下部注水系（可搬

型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第 1.8－1図及び第 1.8－2図に，概要図を第 1.8

－14図に，タイムチャートを第 1.8－15図及び 16図に示

す。（ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南），

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）及びペデ

スタル代替注水系（可搬型）（建物内）を使用した原子

炉格納容器下部への注水手順は，手順⑩⑭以外は同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

ペデスタル代替注水系 配管を使用したペデスタル代

替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水の準備開始を指示する。 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部にペデスタル代替注水系配管・弁の接続口へのペ

デスタル代替注水系（可搬型）の接続を依頼する。 

 

 

③緊急時対策本部は，当直長にペデスタル代替注水系

（可搬型）として使用するペデスタル代替注水系配

管・弁の接続口を報告するとともに，緊急時対策要員

にペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水の準備開始を指示する。 

 

④ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 

 中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切

替盤にて，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のホース

接続依頼については手

順②にて記載 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二の接続口へ

の接続依頼は，手順①

にて記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，Ｃ／
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③ 現場運転員 C 及び D は， 格納容器下部注水系（ 可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電動

弁の電源の受電操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 中央制御室運転員 A 及び B は， 格納容器下部注水系

（ 可搬型） による原子炉格納容器下部への注水に必

要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電

源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

 

⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は， 復水補給水系バイパ

ス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を

実施する。 

 

⑥ a MUWC 接続口内側隔離弁(B)を使用する場合 

緊急時対策要員は， 格納容器下部注水系（ 可搬型） 

による原子炉格納容器下部への注水の系統構成とし

て，屋外にて MUWC 接続口内側隔離弁(B)の全開操作

（ 遠隔手動弁操作設備による操作） を実施する。 

⑥ b MUWC 接続口内側隔離弁(A)を使用する場合 

現場運転員 C及び Dは，格納容器下部注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水の系統構成と

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水に必要な格納容器下部注水系ペデスタル

注入ライン隔離弁及び格納容器下部注水系ペデス

タル注入ライン流量調整弁の電源切替え操作を実

施する。 

 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）への流入水を制限する制限弁が全閉，

及びベント管に接続する排水弁が全開であること

を確認する。なお，ベント管に接続する排水弁が

全閉している場合は，全開操作を実施する。 

 

 

 

 

⑥運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水に必要な電動弁の電源が確保されたこと

及び監視計器の電源が確保されていることを状態

表示等にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉格納容器下部への注水に必要なＭＵＷ ＰＣＶ代

替冷却外側隔離弁の電源切替え操作を実施する。 

④ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 

 現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，ペデス

タル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への注水に必要なＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁

の電源切替え操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，ペデスタル代替注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電動

弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保

されていることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ一次側にて切替可能

な設備を設置 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

替え操作は，現場にて

実施 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，通常

運転時から原子炉格納

容器下部に水を確保し

ないことから水位維持

のための流入水の制限

及び排水ラインの確保

は考慮不要 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，バイ

パス流防止措置は不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の接続口

の隔離弁は原子炉建物

外側のみ 
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して，非管理区域にて MUWC接続口内側隔離弁(A)の全

開操作（遠隔手動弁操作設備による操作）を実施す

る。 

⑦ 中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器下部注水系

（可搬型） による原子炉格納容器下部への注水の系統

構成として，下部ドライウェル注水流量調節弁，下部

ドライウェル注水ライン隔離弁の全開操作を実施し，

当直副長に格納容器下部注水系（可搬型） による原子

炉格納容器下部への注水の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

⑧ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

の配備，ホース接続及び起動操作を行い，格納容器下

部注水系（可搬型）による送水準備完了について緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直

長に報告する。 

⑨ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

要員又は運転員が選択した送水ラインからの可搬型代

替注水ポンプ（A－2級）による送水開始を緊急時対策

本部に依頼する。 

 

 

 

 

⑩ 当直副長は，中央制御室運転員に格納容器下部注水系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の確認

を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

起動後，緊急時対策要員又は運転員が選択した送水ラ

インから送水するため，MUWC接続口外側隔離弁 1(B)，

2(B)又は MUWC接続口外側隔離弁 1(A)，2(A)のどちらか

の全開操作を実施し，送水開始について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告

する。 

 

 

 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，格納容器下部注水系

（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水の系統構成として，格納容器下部注水系

ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタ

ル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水系ペデス

タル注入ライン流量調整弁及び格納容器下部注水

系ペデスタル注水流量調整弁の全開操作を実施

し，発電長に格納容器下部注水系（可搬型）によ

るペデスタル（ドライウェル部）への注水の準備

完了を報告する。 

 

⑧重大事故等対応要員は，格納容器下部注水系（可

搬型）による送水準備完了について災害対策本部

長代理に報告する。また，災害対策本部長代理は

発電長に報告する。 

 

⑨災害対策本部長代理は，発電長に格納容器下部注

水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送

水開始を報告する。 

 

 

 

 

⑩発電長は，運転員等に格納容器下部注水系（可搬

型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水の確認を指示する。 

⑪重大事故等対応要員は，格納容器下部注水系（可

搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後，原

子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高

所西側接続口又は高所東側接続口の弁の全開操作

を実施し，送水開始について災害対策本部長代理

に報告する。また，災害対策本部長代理は発電長

に報告する。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，ペデスタル代替注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水の系統構成と

して，中央制御室にてＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔

離弁の全開操作を実施し，当直副長にペデスタル代替

注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，ペデスタル代替注水系（可搬型）

による送水準備完了について緊急時対策本部に報告す

る。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，ペデスタル

代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車によ

る送水開始を緊急時対策要員に指示する。 

 

 

 

 

 

⑨当直副長は，運転員にペデスタル代替注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水の確認を指示

する。 

⑩ａペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用

した原子炉格納容器下部への注水の場合 

  緊急時対策要員は，ペデスタル代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車を起動した後，ＡＰＦＳ 

Ａ－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，送水

開始について当直長に報告する。また，当直長は緊急

時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，可搬

型設備の起動，注水開

始の連絡について，当

直長と緊急時対策要員

が直接行う（以下，⑮

の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑮の相違 
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⑫ 中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器下部へ

の注水が開始されたことを復水補給水系流量（格納容

器下部注水流量）指示値の上昇により確認し，当直副

長に報告する。 

 

⑬ a 原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

当直長は， 当直副長の依頼に基づき，格納容器下部水

位にて+2m（総注水量 180m3） 到達後，原子炉格納容器

下部への注水の停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）への注水が開始されたことを低圧代替

注水系格納容器下部注水流量指示値の上昇により

確認し，発電長に報告する。 

 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保】 

⑬運転員等は中央制御室にて，格納容器下部水位

（高さ1m超検知用）が1mを超える水位を検知した

ことを確認し，発電長に報告する。 

⑭発電長は災害対策本部長代理にペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水の停止を依頼する。 

⑮災害対策本部長代理は重大事故等対応要員にペデ

スタル（ドライウェル部）への注水の停止を指示

する。 

⑯重大事故等対応要員はペデスタル（ドライウェル

部）への注水を停止し，災害対策本部長代理に報

告する。また，災害対策本部長代理は発電長に報

告する。 

⑰運転員等は中央制御室にて，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の水位がベント管を通じた排水により

低下し，一定の時間遅れで排水弁が自動で全閉と

⑩ｂペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用

した原子炉格納容器下部への注水の場合 

  緊急時対策要員は，ペデスタル代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車を起動した後，ＡＰＦＳ 

Ｂ－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，送水

開始について当直長に報告する。また，当直長は緊急

時対策本部に報告する。 

⑩ｃペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を

使用した原子炉格納容器下部への注水の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合） 

  緊急時対策要員は，ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン止め弁

の全閉操作を実施し，ペデスタル代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，可搬型

バルブの全開操作を実施し，送水開始について当直長

に報告する。また，当直長は緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，原子炉格納容

器下部への注水が開始されたことをペデスタル代替注

水流量指示値の上昇により確認し，当直副長へ報告す

る。 

 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，ペデスタル

水位にて+2.4m（総注水量約 70m3）到達後，原子炉格納

容器下部への注水の停止を緊急時対策要員に指示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ＦＣＩ，ＭＣＣＩへ

の影響を考慮したペデ

スタル水位管理値の相

違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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⑬ b 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

の場合 

 

当直長は，当直副長の依頼に基づき，崩壊熱除去に必要

な注水流量（35～70m3 /h）を可搬型代替注水ポンプ（A

－2 級）にて継続して送水するよう緊急時対策本部に依

頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

なることを確認する。 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水】 

⑱ａ溶融炉心堆積高さ0.2m未満の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m未満であることを確認し，発電長に報告す

る。また，発電長は災害対策本部長代理にペデス

タル（ドライウェル部）への注水を依頼する。 

⑲ａ災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に

ペデスタル（ドライウェル部）への注水を指示す

る。 

⑳ａ重大事故等対応要員は，ペデスタル（ドライウ 

 ェル部）への注水を実施し，災害対策本部長代理

に報告する。また，災害対策本部長代理は発電長

に報告する。 

㉑ａ発電長は，ペデスタル（ドライウェル部）の水

位を0.5m～1.0mに維持するため，崩壊熱による蒸

発量相当の注水量以上に格納容器下部注水系（可

搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプにて送水するよう

に災害対策本部長代理に依頼する。 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水】 

⑱ｂ溶融炉心堆積高さ0.2m以上の場合 

運転員等は中央制御室にて，溶融炉心堆積高さが

格納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

で0.2m以上であることを確認し，発電長に報告す

る。また，発電長は災害対策本部長代理にペデス

タル（ドライウェル部）への注水を依頼する。 

⑲ｂ災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に

ペデスタル（ドライウェル部）への注水を指示す

る。 

⑳ｂ重大事故等対応要員は，ペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水を実施し，災害対策本部長代理

に報告する。また，災害対策本部長代理は発電長

に報告する。 

㉑ｂ発電長は，ペデスタル（ドライウェル部）の水

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水

の場合］ 

 

⑬当直副長は，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12～

60m3/h）を大量送水車にて継続して送水するよう中央制

御室運転員及び当直長を経由して緊急時対策要員に指

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力容器破損後は崩

壊熱除去に余裕をみた

流量で注水を継続する

が，東海第二は水位管

理にて対応することと

している 
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位を2.25m～2.75mに維持するため，崩壊熱による

蒸発量相当の注水量以上に格納容器下部注水系

（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにて送水する

ように災害対策本部長代理に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ａペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）を使

用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＰＦＳ Ａ－注水ライン流量調整弁の弁開度

を調整し，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12～

60m3/h）にて原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

⑭ｂペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用した原子炉格納容器下部への注水の場合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁の弁開度

を調整し，崩壊熱相当に余裕をみた注水流量（12～

60m3/h）にて原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

⑭ｃペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用した原子炉格納容器下部への注水の場合（故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響がある場合） 

 緊急時対策要員は，中央制御室運転員の指示に基づ

き，ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン止め弁の全閉操作を

実施した後，可搬型バルブの弁開度を調整し，崩壊

熱相当に余裕をみた注水流量（12～60m3/h）にて原

子炉格納容器下部への注水を実施する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告

する。 
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(c) 操作の成立性 

格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下

部への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建屋での

系統構成を 1ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作

者及び確認者）及び現場運転員 2名にて作業を実施した場

合に必要な時間は約 35分である。 

また，格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する

屋外での格納容器下部注水系（可搬型）による送水操作に

必要な 1ユニット当たりの要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

 

(c) 操作の成立性 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原子

炉建物での系統構成を，中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから 25分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要員

が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）

による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下の

とおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 
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［防火水槽を水源とした送水］ 

緊急時対策要員 3名にて実施した場合： 約 125分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）］ 

緊急時対策要員 4名にて実施した場合： 約 140分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）］ 

緊急時対策要員 6名にて実施した場合：約 330分 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型） による原子炉格納容

器下部への注水操作は，作業開始を判断してから原子炉

格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで約 330

分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高所東側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】（水源：代替淡水貯槽） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，215分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】（水源：西側淡水貯水設

備） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，140分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】（水源：代替淡水貯

槽） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，535分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】（水源：西側淡水貯

水設備） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又

はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時

間 10分以内 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時

間 10分以内 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は，作業開始を判断してから原

子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで

２時間 10分以内で可能である。また，ペデスタル代替

注水系（可搬型）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認

するまで３時間 10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する水源及び接

続口の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8-64



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ

（A－2 級）からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容易に

実施可能である。 

 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を

用いることで，暗闇における作業性についても確保してい

る。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.8.3－2，1.8.3－3） 

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，320分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した原子炉圧力容器破損後の

ペデスタル（ドライウェル部）への注水の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，20分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用した原子炉圧力容器破損後の

ペデスタル（ドライウェル部）への注水の場合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，20分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉圧力容器破

損後のペデスタル（ドライウェル部）への注水の場

合】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した

場合，20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容

器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプからのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

（添付資料 1.8.4，添付資料 1.8.10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。ペデスタル代

替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能で

ある。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.8.4－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8-65



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めの対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心の原子炉格

納容器下部への落下を遅延又は防止するため原子炉圧力容

器へ注水する。また，十分な炉心の冷却ができず原子炉圧

力容器下部へ溶融炉心が移動した場合でも原子炉圧力容器

へ注水することにより原子炉圧力容器の破損遅延又は防止

を図る。 

1.8.2.2 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への

落下遅延・防止のための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心のペデスタ

ル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止する

ため原子炉圧力容器へ注水する。また，十分な炉心の冷却

ができず原子炉圧力容器下部へ溶融炉心が移動した場合で

も原子炉圧力容器へ注水することにより原子炉圧力容器の

破損遅延又は防止を図る。 

溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落

下を遅延又は防止するため原子炉圧力容器への注水手段を

着手する場合は，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注

水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容器への

注水手段を同時並行で準備する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明と判断した場合

は，原子炉底部からジェットポンプ上端（以下「原子炉水

位Ｌ０」という。）以上まで水位を回復させるために必要

な原子炉注水量を注水する。その後，原子炉水位をＬ０以

上で維持するため崩壊熱相当の注水量以上での注水を継続

的に実施する。 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止の

ための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止するため原子炉圧力容器へ

注水する。また，十分な炉心の冷却ができず原子炉圧力容器

下部へ溶融炉心が移動した場合でも原子炉圧力容器へ注水す

ることにより原子炉圧力容器の破損遅延又は防止を図る。 

 

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止の

ための原子炉圧力容器への注水手段を着手する場合は，低圧

原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車による原子炉圧力容器への注

水手段を同時並行で準備する。 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明と判断した場合は，

原子炉底部から原子炉水位レベル０まで冠水させるために必

要な原子炉注水量及び崩壊熱分の注水量を考慮し，原子炉注

水流量に応じた必要注水時間の原子炉注水を実施する。その

後，原子炉水位をレベル０以上で維持するため崩壊熱相当の

注水量以上での注水を継続的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設

と並行で可搬設備によ

る対応も着手 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 水位不明時の対応操

作について記載 

d. 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電

源設備により高圧代替注水系の電源を確保し，原子炉圧

力容器へ注水する。 

 

 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ｆ．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷

却材圧力バウンダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用

する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車，常設代替直流電源

設備として使用する緊急用125V系蓄電池又は可搬型代替

直流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車及び

可搬型整流器により高圧代替注水系の電源を確保し，原

子炉圧力容器へ注水する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ａ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷

却材圧力バウンダリが高圧の状態で，復水・給水系，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉

圧力容器への注水ができない場合は，常設代替直流電源

設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電池又は可搬型直流

電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系

充電器より高圧原子炉代替注水系の電源を確保し，原子

炉圧力容器へ注水する。 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉圧力容

器への高圧注水機能が喪失し，高圧代替注水系が使用可

能な場合※２。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水

系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，高圧代替注水系

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，高圧原子炉代替
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※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル

（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合におい

て，設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。  

が使用可能な場合※２。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※2：原子炉圧力指示値が0.69MPa[gage]以上ある場合

において，設備に異常がなく，電源及び水源（サ

プレッション・チェンバ）が確保されている場

合。 

注水系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合におい

て，設備に異常が無く，電源及び水源（サプレ

ッション・チェンバ）が確保されている場合。 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と

している 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力の規定値は，添付

資料 1.8.6-1にて記載 

(b) 操作手順 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水につい

ては，「1.2.2.1(1)a.中央制御室からの高圧代替注水系

起動」の操作手順と同様である。 

(b) 操作手順 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水につ

いては，「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧代替

注水系起動」の操作手順と同様である。 

 

(b) 操作手順 

高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注

水手順については「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの

高圧原子炉代替注水系起動」の操作手順と同様であ

る。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧代替注水系による原子炉圧力容

器への注水開始まで 15分以内で可能である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名にて操作を実施した場合，作業開始を判断

してから高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注

水開始まで 10分以内で可能である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替注

水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10分以内

で可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう

酸水の注入を並行して実施する。 

ｇ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう

酸水の注入を並行して実施する。 

 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう

酸水の注入を並行して実施する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※ 1 において，損傷炉心へ注水

する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※ 2。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ注

水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※２。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ注

水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準
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故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル

（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水注

入系貯蔵タンク）が確保されている場合。 

 

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

 

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯

蔵タンク）が確保されている場合。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と

している 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.8.2図に，概要図を第 1 .8.17図に，タイムチャート

を第 1.8.18図に示す。 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

にほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入の準備開始を指示する。 

② 現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ及び電

動弁の電源の受電操作を実施する。 

 

 

③ 中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ

及び電動弁の電源が確保されたこと並びに監視計器

の電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

④ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービ

ン発電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，ほう

酸水注入系が使用可能か確認する。 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第1.8－3図に，概要図を第1.8－22図に，タイムチャー

トを第1.8－23図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等にほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポン

プ，電動弁及び監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示等にて確認する。 

 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.8－3図に，概要図を第 1.8－17図に，タイムチャ

ートを第 1.8－18図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員にほう酸水注入系による原子炉圧力容器

へのほう酸水注入の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ，電動

弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態

表示にて確認する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，ほう酸水注入系が使用可能か確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，電源

確保手順を 1.14にて整

理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7, 東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

⑤ 中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系ポン

プ(A)又は(B)の起動操作（ほう酸水注入系起動用キ

ー・スイッチを「ポンプ A」位置（B 系を起動する

場合は「ポンプ B」位置）にすることで，ほう酸水

注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が全

開となり，ほう酸水注入系ポンプが起動し，原子炉

③運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプ

（Ａ）又はほう酸水注入ポンプ（Ｂ）の起動操作

（ほう酸水注入系起動用キー・スイッチを「ＳＹ

Ｓ Ａ」位置（Ｂ系を起動する場合は「ＳＹＳ 

Ｂ」位置）にすることで，ほう酸水貯蔵タンク出

口弁及びほう酸水注入系爆破弁が全開となり，ほ

④中央制御室運転員Ａは，Ａ又はＢ－ほう酸水注入ポ

ンプの起動操作（ほう酸水注入系起動用ＣＯＳを

「Ａ系統」位置（Ｂ系を起動する場合は「Ｂ系統」

位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣタンク出口

弁及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全開となり，ほう

酸水注入ポンプが起動し，原子炉圧力容器へのほう

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪⑬の相違 
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圧力容器へのほう酸水注入が開始される。） を実施

し， 発電用原子炉が未臨界であることを継続して監

視する。 

 

⑥ 当直副長は，ほう酸水注入系ポンプの運転時間によ

りほう酸水注入系貯蔵タンクの液位を推定し，ほう

酸水の全量注入完了を確認後，中央制御室運転員に

ほう酸水注入系ポンプの停止を指示する。 

 

⑦ 中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系ポン

プを停止し，当直副長に報告する。 

 

う酸水注入ポンプが起動し，原子炉圧力容器への

ほう酸水注入が開始される。）を実施し，ほう酸

水注入ポンプ吐出圧力が原子炉圧力容器内の圧力

以上であることを確認する。 

④発電長は，運転員等にほう酸水貯蔵タンク液位を

監視し，ほう酸水の全量注入完了を確認後，ほう

酸水注入ポンプを停止するよう指示する。 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプ

を停止し，発電長に報告する。 

酸水注入が開始される。）を実施し，発電用原子炉

が未臨界であることを継続して監視する。 

 

 

⑤当直副長は，中央制御室運転員にほう酸水貯蔵タン

ク液位を監視し，ほう酸水の全量注入完了を確認

後，ほう酸水注入ポンプの停止するよう指示する。 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入ポンプを停止

し，当直副長に報告する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室の監視計器によ

り全量注水を確認 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪⑫⑬の相違 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）及び現場運転員 2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入系による

原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで約 20分で可能

である。 

円滑に作業できるように， 移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時

と同程度である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名にて実施した場合，作業開始を判断してから

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入開始まで2分以内で可能である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10分

以内で可能である。 

 

 

 

 

  

（添付資料 1.8.4－6） 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は中央操

作のみ 
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g. 高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 

全交流動力電源喪失時において, 原子炉隔離時冷却系

及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合は， 常設代替交流電源設備又は第二代替交

流電源設備により高圧炉心注水系の電源を確保すること

で高圧炉心注水系を冷却水がない状態で一定時間運転

し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への緊急注

水を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により， 原子炉圧力容器への高

圧注水機能が喪失した場合において， 高圧炉心注水系

が使用可能な場合※ 1。 

※ 1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備又は第二

代替交流電源設備により注水に必要な電源が確保さ

れ，かつ水源（復水貯蔵槽）が確保されている場合。 

   

(b) 操作手順 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水につ

いては，「1.2.2.3(1)c. 高圧炉心注水系による原子炉圧

力容器への緊急注水」の操作手順と同様である。 

   

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への

緊急注水開始まで約 25分で可能である。 
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f. 制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉隔離

時冷却系，高圧炉心注水系及び高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源

設備又は第二代替交流電源設備により制御棒駆動系の電源

を確保し，原子炉圧力容器の下部への注水を実施すること

で，原子炉圧力容器の下部に落下した溶融炉心を冷却し，

原子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。 

なお， 注水を行う際は， ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 ｃ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，常設代替

交流電源設備により制御棒駆動水圧系の電源を確保し，

原子炉圧力容器への注水を実施することで，原子炉圧力

容器の下部に移動した溶融炉心を冷却し，原子炉圧力容

器の破損の進展を抑制する。 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉圧力容

器への高圧注水機能が喪失し，制御棒駆動系が使用可能

な場合※２。  

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル

（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源

（復水貯蔵槽）が確保されている場合。 

 

 (a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，制御棒駆動水

圧系が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源

（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。 

 

 

(b) 操作手順 

制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水について

は， 「1.2.2.3(1)b. 制御棒駆動系による原子炉圧力容

器への注水」の操作手順と同様である。 

 (b) 操作手順 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手

順については，「1.2.2.3(1)ａ．制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水」の操作手順と同様であ

る。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の現場操作は， 1ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者） にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから制御棒駆動系による原子炉

圧力容器への注水開始まで約 20分で可能である。 

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水圧

系による原子炉圧力容器への注水開始まで 15分以内で

可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 
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a. 低圧代替注水系（常設） による原子炉圧力容器への注 

水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，給水・復

水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，常設代替交流電源設備，第二代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により低圧代

替注水系（常設） の電源を確保し， 原子炉圧力容器へ

注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお， 注水を行う際は， ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ａ．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注

水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，給水・復

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替交

流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可

搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電

源車により低圧代替注水系（常設）の電源を確保し，原

子炉圧力容器へ注水する。また，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の場合において，給水・復水系，原子炉隔

離時冷却系，非常用炉心冷却系及び高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧代替

注水系（常設）の運転状態確認後，逃がし安全弁により

減圧を実施する。 

逃がし安全弁により減圧を実施する手順については

「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手

順等」にて整備する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

ｄ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替交

流電源設備として使用するガスタービン発電機により低

圧原子炉代替注水系（常設）の電源を確保し，原子炉圧

力容器へ注水する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合にお

いて，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合は，低圧原子炉代替注水系（常

設）の運転状態確認後，逃がし安全弁により減圧を実施

する。 

逃がし安全弁により減圧を実施する手順については

「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手

順等」にて整備する。 

なお，注入を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却系に含めない

（以下，⑯の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の場合

における運用を明記 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水系

及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できず，低圧原子炉注水系（常設）が使用可能な場合※

２。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認

した場合。 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水

系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注水系

（常設）が使用可能な場合※２。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡水貯

槽）が確保されている場合。 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注

水系（常設）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

 

※２：設備に異常がなく，電源，及び水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑯の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と

している 
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(b) 操作手順 

低圧代替注水系(常設)による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8.2図

に，概要図を第 1.8.10図に，タイムチャートを第 1.8.11

図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中央制御室運転員 A及び Bは，低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水に必要なポンプ，

電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状

態表示にて確認する。 

 

③ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発

電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，低圧代替注

水系（常設）が使用可能か確認する。 

 

④ 中央制御室運転員 A及び Bは，復水補給水系バイパス

流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実

施する。 

 

 

(b) 操作手順 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第1.8－3図に，概要図を第1.8－12図に，タイムチャー

トを第1.8－13図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水に必要な残留

熱除去系Ｃ系注入弁の電源切替え操作を実施す

る。 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水に必要な電動

弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示等に

て確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第 1.8－3図及び第 1.8－4図に，概要図を第 1.8

－19図に，タイムチャートを第 1.8－20図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水の準備開始を指示する。 

②ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉圧力容器への注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水弁

の電源切替え操作を実施する。 

②ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 

 現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低圧

原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水弁の電源切替え操作

を実施する。 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁

の電源が確保されたこと並びにポンプ，電動弁及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼

し，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可能か確

認する。 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替可能

な設備を設置 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

替え操作は，現場にて

実施 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策本部に負荷容量

確認を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，バイ

パス流防止措置は不要 

 

1.8-73



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

⑤ 中央制御室運転員 A及び Bは，復水移送ポンプ（2台）

の起動操作を実施し，復水移送ポンプ吐出圧力指示値

が規定値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(B)

の全開操作を実施する。 

 

⑥ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(A)

の全開操作を実施する。 

 

⑦ 当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水移送ポン

プの吐出圧力以下であることを確認後，運転員に低圧

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開

始を指示する。 

⑧ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水弁

(B)の全開操作を実施する。 

 

⑧ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水弁

(A)の全開操作を実施する。 

⑨ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B系代

替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

④運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常

設）の使用モードを選択し，低圧代替注水系（常

設）を起動操作した後，常設低圧代替注水系ポン

プが起動し，常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力

指示値が約2.0MPa［gage］以上であることを確認

するとともに常設低圧代替注水系系統分離弁，原

子炉注水弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁が

自動開したことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤発電長は，原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］

以下であることを確認後，運転員等に低圧代替注

水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始

を指示する。 

 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｃ系注

入弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを低圧代替注水系原子炉注

水流量（常設ライン用），（常設ライン狭帯域

用）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇に

⑤中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水ポンプ

（１台）の起動操作を実施し低圧原子炉代替注水ポ

ンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操

作を行う。 

 

 

 

 

 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧原子炉

代替注水ポンプ吐出圧力以下であることを確認後，

運転員に低圧原子炉代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水開始を指示する。 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開操

作を実施する。 

 

 

 

 

 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを低圧原子炉代替注水配管流量指示

値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ポン

プの起動操作と弁の開

操作は個別に行う 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプ吐

出圧力指示地は，添付

資料 1.8.6にて記載 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪⑫⑬の相違 

・運用の相違 
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圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

より確認し，発電長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位Ｌ０以上に維持す

る。 

の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

【東海第二】 

島根２号炉は，レベ

ル３～レベル８の間で

制御する 

 

⑨ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A系代

替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑩ 現場運転員 C及び Dは，復水移送ポンプの水源確保と

して復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水補

給水系常/非常用連絡 1次，2次止め弁の開操作）を実

施する。 

 

 

 

 

 

⑪ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に低圧原子炉代替注水槽の補給を依頼する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替操作

は不要 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから低圧代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水開始まで残留熱除去系(B)又は残留

熱除去系(A)のいずれの注入配管を使用した場合におい

ても約 12分で可能である。その後，現場運転員 2名に

て復水移送ポンプの水源確保を実施した場合，15分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水開始まで7分以内で可能である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水開始まで 20分以内で可能である。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

 

（添付資料 1.8.4－7） 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場

操作があるため記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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島根２号炉は，中央

操作の成立性について

も記載 

 

 ｅ．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設），代替循環冷却系及び消火系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合は，補給水系による

原子炉圧力容器への注水を実施する。また，原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の場合において，原子炉隔離時

冷却系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，補給水系の運転状態確認後，逃が

し安全弁により減圧を実施する。 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

ｅ．復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水が

できない場合は，復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合にお

いて，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合は，復水輸送系の運転状態確認

後，逃がし安全弁により減圧を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系に

よる注水を優先する 

 (a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水

系（常設），代替循環冷却系及び消火系による原子炉

圧力容器への注水ができず，補給水系が使用可能な場

合※２。 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タン

ク）が確保されている場合。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，復水輸送系が使用可能な場合※２。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系に

よる注水を優先する 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と

している 
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 (b) 操作手順 

補給水系による原子炉圧力容器への注水手順の概要

は以下のとおり。 

手順の対応フローを第1.8－3図に，概要図を第1.8－

20図に，タイムチャートを第1.8－21図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に補給水系による原子炉圧力容器への注水の準

備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，補給水系による原子

炉圧力容器への注水に必要なポンプ，電動弁及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示

等にて確認する。 

③発電長は，災害対策本部長代理に連絡配管閉止フ

ランジの切替えを依頼する。 

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に連

絡配管閉止フランジの切替えを指示する。 

⑤重大事故等対応要員は，連絡配管閉止フランジの

切替えを実施し，災害対策本部長代理に連絡配管

閉止フランジの切替えが完了したことを報告す

る。また，災害対策本部長代理は，発電長に報告

する。 

⑥運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて，補給水

系－消火系連絡ライン止め弁の全開操作を実施す

る。 

 

 

⑦運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水

元弁の全閉操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系消

火系ライン弁の全開操作を実施する。 

(b) 操作手順 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8－3図及

び第 1.8－4図に，概要図を第 1.8－21図に，タイムチ

ャートを第 1.8－22図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉圧

力容器への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

対策としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作

を実施し，復水輸送ポンプ吐出圧力指示値が規定値

以上であることを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の開操作

を行う。 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑪⑫の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジの切替え操作

は不要 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

系ライン側に連絡弁を

設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室から操作が可能 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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⑨発電長は，運転員等に復水移送ポンプの起動を指

示する。 

 

⑩運転員等は中央制御室にて，復水移送ポンプを起

動し，復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値が約

0.84MPa［gage］以上であることを確認する。 

⑪発電長は，原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］

以下であることを確認後，運転員等に補給水系に

よる原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

 

 

 

 

⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系注

入弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを残留熱除去系系統流量指示

値及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，発

電長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位Ｌ０以上に維持する。 

 

 

 

 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水輸送ポ

ンプの吐出圧力以下であることを確認後，中央制御

室運転員に復水輸送系による原子炉圧力容器への注

水開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注

水弁を開操作し原子炉注水を開始する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示値の

上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当

直副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持する。 

島根２号炉は，操作

手順⑦にて開操作を実

施 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の復水輸

送ポンプ吐出圧力の規

定値は，添付資料

1.8.6にて記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉圧力容器内の圧力が

復水輸送ポンプ吐出圧

力を下回った段階で着

手 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑪⑫の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，流量

調整が容易である RPV

代替注水弁にて注水を

開始し，注水流量を制

御する 

・運用の相違 

島根２号炉は，レベ

ル３～レベル８の間で

制御する 

 (c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及

び重大事故等対応要員4名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから補給水系による原子炉圧力容器

への注水開始まで110分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで 20分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

操作のみで対応可能で
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業の室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.8.4） 

 

 

（添付資料 1.8.4－8） 

あることから記載して

いない 

 

c. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができな

い場合は，消火系による原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ｄ．消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容

器への注水ができない場合は，消火系による原子炉圧力

容器への注水を実施する。また，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の場合において，原子炉隔離時冷却系及び

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水ができな

い場合は，消火系の運転状態確認後，逃がし安全弁によ

り減圧を実施する。 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧原子

炉代替注水系（常設）及び復水輸送系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合は，補助消火水槽を水源と

した補助消火ポンプにより又はろ過水タンクを水源とし

た消火系により原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合にお

いて，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合は，消火系の運転状態確認後，

逃がし安全弁により減圧を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①④の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系に

よる注水を優先する 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の場合

における運用を明記 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，消

火系が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水

系（常設）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器

への注水ができず，消火系が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代

替注水系（常設）及び復水輸送系による原子炉圧力容

器への注水ができず，消火系が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①④の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，消火

系よりも復水輸送系に

よる注水を優先する 

※1：格納容器雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子炉格納

容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器内

雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に

原子炉圧力容器内で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と
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※2：設備に異常がなく。燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水

貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されている

場合。 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水

槽又はろ過水タンク）が確保されている場合。 

 

 

 

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨の相違 

(b) 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第 1.8.2図に，概要図

を第 1.8.15図に，タイムチャートを第 1.8.16図に示

す。 

 

 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に消火系による原子炉圧力容器への注水の準備開始

を指示する。 

② 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時

対策本部に消火系による原子炉圧力容器への注水準

備のため， ディーゼル駆動消火ポンプの起動を依頼

する。 

③ 現場運転員 C 及び D は， 消火系による原子炉圧力

容器への注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実

施する。 

 

 

④ 中央制御室運転員 A 及び B は， 消火系による原子

炉圧力容器への注水に必要な電動弁の電源が確保さ

れたこと及び監視計器の電源が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

 

 

⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は， 復水補給水系バイ

パス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操

作を実施する。 

(b) 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.8－3図に，概

要図を第1.8－18図に，タイムチャートを第1.8－19図

に示す。 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に消火系による原子炉圧力容器への注水の準備

開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，消火系による原子炉

圧力容器への注水に必要な電動弁及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示等にて確認

する。 

 

 

③運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水

元弁の全閉操作を実施する。 

(b) 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第 1.8－3図及び第

1.8－4図に，概要図を第 1.8－23図に，タイムチャー

トを第 1.8－24図に示す。 

（補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水す

る場合及び消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に

注水する場合について，手順④以外同様） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に消火系による原子炉圧力容器への注水

の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉圧力容

器への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止

としてＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央

制御室から起動可能 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，電源

確保手順を 1.14にて整

理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央
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制御室から操作可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 中央制御室運転員 A 及び B は， 消火系による原子

炉圧力容器への注水の系統構成として， 復水補給水

系消火系第 1， 第 2 連絡弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑦ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A 及び B は， 残留熱除去系注入

弁(B)の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

⑦ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A 及び B は， 残留熱除去系注入

弁(A)の全開操作を実施する。 

 

 

⑧ 5 号炉運転員は， ディーゼル駆動消火ポンプの起動

完了を緊急時対策本部に報告する。また， 緊急時対

策本部は当直長に報告する。 

④発電長は，運転員等に消火系による原子炉圧力容

器への注水準備のため，ディーゼル駆動消火ポン

プの起動を指示する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，ディーゼル駆動消火

ポンプを起動し，消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力指

示値が約0.79MPa［gage］以上であることを確認

した後，発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ａ補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水す

る場合 

 中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。 

④ｂ消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場

合 

中央制御室運転員Ａは消火ポンプの起動操作を実施

し，消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上である

ことを確認する。 

⑤中央制御室運転員ＡはＣＷＴ系・消火系連絡止め弁

（消火系）の全開操作，ＣＷＴ系・消火系連絡止め

弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操作

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

ポンプ吐出圧力の規定

値を添付資料 1.8.6に

て記載 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二の消火系―

補給水系の連絡弁は補

給水系側に設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，２号
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⑨ 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 消火系

による原子炉圧力容器への注水開始を緊急時対策本

部に報告する。 

⑩ 当直副長は， 原子炉圧力容器内の圧力がディーゼル

駆動消火ポンプの吐出圧力以下であることを確認

後， 中央制御室運転員に消火系による原子炉圧力容

器への注水の開始を指示する。 

⑪ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水

弁(B)の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

⑪ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系洗浄水

弁(A)の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

⑥発電長は，原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］

以下であることを確認後，運転員等に消火系によ

る原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ｂ系消

火系ライン弁及び残留熱除去系Ｂ系注入弁の全開

操作を実施する。 

 

 

 

 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が消火ポン

プの吐出圧力以下であることを確認後，中央制御

室運転員に消火系による原子炉圧力容器への注水

の開始を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替

注水弁の開操作を実施する。 

 

 

炉の中央制御室から起

動可能 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

⑫ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B

系代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

⑫ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A

系代替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系に

 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを残留熱除去系系統流量指

示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確

認し，発電長に報告するとともに原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位Ｌ０以上で維持する。 

 

 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示

値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉

水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，レベ

ル３～レベル８の間で

制御する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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よる原子炉圧力容器への注水が開始されたことを緊

急時対策本部に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び 5号炉運

転員 2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで残留

熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)のいずれの注入配管を

使用した場合においても約 30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名に

て実施した場合，作業開始を判断してから消火系によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで56分以内で可能で

ある。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.8.4） 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから消火系による原

子炉圧力容器への注水開始まで，25分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.8.4－9） 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，現場

操作不要 

b. 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水

（淡水/海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替注

水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合は，低圧代替注水系（可搬型）により原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ｂ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設），代替循環冷却系，消火系及び補給水系

による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧

代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器への注水を

実施する。また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

場合において，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧

代替注水系（可搬型）の運転状態確認後，逃がし安全弁

により減圧を実施する。 

 

 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧原子

炉代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系による原

子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合にお

いて，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系及び高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合は，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）の運転状態確認後，逃がし安全弁により減圧を実

施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①④の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の場合

における運用を明記 

(a) 手順着手の判断基準 

  炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水系

（常設）及び消火系による原子炉圧力容器への注水が

できず，低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※

2。 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子炉格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水

系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注水系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当

のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系（常

設）と同時に着手 

 

 

・運用の相違 

1.8-83
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器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

 

※２：設備に異常が無く，燃料及び水源（防火水槽又は淡

水貯水池）が確保されている場合。 

 

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（西側淡

水貯水設備又は代替淡水貯槽）が確保されている

場合。 

器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

 

※２：設備に異常が無く，電源，燃料及び水源（輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））が確保されて

いる場合。 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」と

している 

(b) 操作手順 

低圧代替注水系（ 可搬型） による原子炉圧力容器へ

の注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.8.2 図に， 概要図を第 1.8.12 図に， タイムチャ

ートを第 1.8.13 図及び第 1.8.14 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当直副長は， 手順着手の判断基準に基づき， 運転員

に低圧代替注水系（ 可搬型） による原子炉圧力容器

への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

② 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に低圧代替注水系（ 可搬型） による原子炉圧

(b) 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第1.8－3図に，概要図を第1.8－

14図に，タイムチャートを第1.8－15図に示す（残留熱

除去系Ｃ系配管を使用する原子炉建屋西側接続口，高

所西側接続口又は高所東側接続口による原子炉圧力容

器への注水及び低圧炉心スプレイ系配管を使用する原

子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の

手順は，手順⑦以外同様。）。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対

策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口

への低圧代替注水系（可搬型）の接続を依頼す

る。 

 

 

②災害対策本部長代理は，発電長に低圧代替注水系

（可搬型）で使用する低圧代替注水系配管・弁の

接続口を連絡するとともに重大事故等対応要員に

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水の準備開始を指示する。 

③発電長は，運転員等に残留熱除去系Ｃ系配管又は

低圧炉心スプレイ系配管を使用した低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の準

備開始を指示する。 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第 1.8－3図及び第 1.8－4図に，概要図を第

1.8－25図に，タイムチャートを第 1.8－26図及び第

1.8－27図に示す。（低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南），低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（西）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）接

続口（建物内）を使用した原子炉圧力容器への注水手

順は，手順⑦，⑫以外同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用した低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に低圧原子炉代替注水系配管・弁の接続口へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のホース

接続依頼については手

順②にて記載 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑪⑫の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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力容器への注水準備のため， 可搬型代替注水ポンプ

（ A－ 2級） の配備，ホース接続及び起動操作を依頼

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中央制御室運転員 A 及び B は， 低圧代替注水系（ 可

搬型） による原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁

及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示

にて確認する。 

 

④ 中央制御室運転員 A 及び B は， 復水補給水系バイパ

ス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要な残

留熱除去系Ｃ系注入弁又は低圧炉心スプレイ系注

入弁の電源切替え操作を実施する。 

 

 

⑤運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要な電

動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源

が確保されていることを状態表示等により確認す

る。 

 

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）の接続を依頼す

る。 

 

③緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系

（可搬型）で使用する接続口を連絡するとともに緊

急時対策要員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示す

る。 

 

④ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ

切替盤にて，低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水

弁又はＢ－ＲＨＲ注水弁の電源切替え操作を実施す

る。 

④ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水に必要なＡ－ＲＨＲ注水弁又はＢ－ＲＨＲ

注水弁の電源切替え操作を実施する。 

 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要な電動

弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態

表示にて確認する。 

 

東海第二の接続口へ

の接続依頼は手順①に

て記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，Ｃ／

Ｃ一次側にて切替可能

な設備を設置 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

替え操作は，現場にて

実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑪⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系を新

設し，残留熱除去系配

管へ直接接続している

ため，他系統へのバイ

パス流防止措置は不要 

⑤ a MUWC 接続口内側隔離弁(B)を使用する場合 

緊急時対策要員は， 低圧代替注水系（ 可搬型） によ

る原子炉圧力容器への注水の系統構成として， 屋外に

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の接続口
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て MUWC 接続口内側隔離弁(B)の全開操作（ 遠隔手動弁

操作設備による操作） を実施する。 

⑤ b MUWC 接続口内側隔離弁(A)を使用する場合 

現場運転員 C 及び D は， 低圧代替注水系（ 可搬型） 

による原子炉圧力容器への注水の系統構成として， 非

管理区域にて MUWC 接続口内側隔離弁(A)の全開操作

（ 遠隔手動弁操作設備による操作） を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

 

 

中央制御室運転員 A 及び B は， 残留熱除去系注入弁

(B)の全開操作及び原子炉圧力指示値が可搬型代替注水

ポンプの吐出圧力以下であることを確認後，残留熱除

去系洗浄水弁(B)の全開操作を実施する。 

⑥ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

 

中央制御室運転員 A及び Bは，残留熱除去系注入弁(A)

の全開操作及び原子炉圧力指示値が可搬型代替注水ポ

ンプの吐出圧力以下であることを確認後，残留熱除去

系洗浄水弁(A)の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥発電長は，原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］

以下であることを確認後，運転員等に低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の

系統構成を指示する。 

 

 

⑦ａ残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉建屋西

側接続口，高所西側接続口又は高所東側接続口に

よる原子炉圧力容器への注水の場合 

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，残留

熱除去系Ｃ系注入弁及び原子炉圧力容器注水流量

調整弁の全開操作を実施する。 

 

⑦ｂ低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉建屋

東側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合 

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，低圧

炉心スプレイ系注入弁及び原子炉圧力容器注水流

量調整弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥当直副長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水の系統構成を指

示する。 

 

 

 

⑦ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

 

 中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操作

及びＦＬＳＲ注水隔離弁の全開操作を実施する。 

 

 

⑦ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

 中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操作

を実施する。 

 

 

⑦ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用した原子炉圧力容器への注水の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響がある場合） 

 中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操作

を実施する。 

の隔離弁は外側のみに

設置 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉圧力の指示値に関わ

らず系統構成を実施 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る注水経路の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7, 東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7, 東海第二】 

 ⑪⑬の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

 

⑦ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

の配備，ホース接続及び起動操作を行い，可搬型代替

注水ポンプ（A－2級）による送水準備完了を緊急時対

策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に

報告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に低圧代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器へ注水するため

の原子炉建屋原子炉棟内の系統構成が完了したこ

とを連絡する。 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器へ注水するための原子炉建物原子炉棟

内の系統構成が完了したことを報告する。 
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⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

要員又は運転員が選択した送水ラインからの可搬型代

替注水ポンプ（A－2級）による送水開始を緊急時対策

本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨災害対策本部長代理は，発電長に低圧代替注水系

（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開

始を連絡するとともに重大事故等対応要員に低圧

代替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの

起動を指示する。 

⑩重大事故等対応要員は，低圧代替注水系（可搬

型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後，原子

炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高所

西側接続口又は高所東側接続口の弁の全開操作を

実施し，低圧代替注水系（可搬型）として使用す

る可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水

大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策

本部長代理に報告する。また，災害対策本部長代

理は，発電長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系

（可搬型）として使用する大量送水車による送水開

始を報告するとともに緊急時対策要員に低圧原子炉

代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車の

起動を指示する。 

 

 

⑩ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

 緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，ＦＬ

ＳＲ可搬式設備 Ａ－注水ライン流量調整弁の全開

操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）と

して使用する大量送水車により送水を開始したこと

を当直長に報告する。また，当直長は緊急時対策本

部に報告する。 

⑩ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

 緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）として使用する大量送水車を起動した後，ＦＬ

ＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン流量調整弁の全開

操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）と

して使用する大量送水車により送水を開始したこと

を当直長に報告する。また，当直長は緊急時対策本

部に報告する。 

⑩ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用した原子炉圧力容器への注水の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響がある場合） 

 緊急時対策要員は，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水

ライン止め弁の全閉操作を実施し，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）として使用する大量送水車を起動

した後，可搬型バルブの全開操作を実施し，低圧原

子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車により送水を開始したことを当直長に報告する。

また，当直長は緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，送水開

始報告を手順⑩にて記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 
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⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水の確認を指示す

る。 

⑩ 緊急時対策要員は，緊急時対策要員又は運転員が選択

した送水ラインから送水するため，MUWC接続口外側隔

離弁 1(B)，2(B)又は MUWC接続口外側隔離弁 1(A)，

2(A)のどちらかの全開操作を実施し，送水開始につい

て緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部

は当直長に報告する。 

⑪ a 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR B系代

替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ b 残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを復水補給水系流量（RHR A系代

替注水流量）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原

子炉水位高（レベル 8）の間で維持する。 

⑪発電長は，運転員等に低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水の確認を指示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを低圧代替注水系原子炉注

水流量（常設ライン用），（常設ライン狭帯域

用）又は低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ラ

イン用），（可搬ライン狭帯域用）指示値の上昇

及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電

長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位Ｌ０以上に維持する。 

 

⑪当直副長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の

確認を指示する。 

 

 

 

 

 

 

⑫ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

 中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを低圧原子炉代替注水流量指示値の上

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直

副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ

ル８）の間で維持する。 

 

 

 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内への

注水を実施する場合は，原子炉圧力容器への注水

及び原子炉格納容器内への注水に必要な系統構成

を行い，原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容

器内への注水を実施する。 

⑫ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用した原子炉圧力容器への注水の場合 

中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを低圧原子炉代替注水流量指示値の上

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直

副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ

ル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内への

注水を実施する場合は，原子炉圧力容器への注水

及び原子炉格納容器内への注水に必要な系統構成

を行い，原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容

器内への注水を実施する。 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7東海第二】 

 ⑪⑫⑬の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，レベ

ル３～レベル８の間で

制御する 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 
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⑫ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用した原子炉圧力容器への注水の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響がある場合） 

中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを低圧原子炉代替注水流量指示値の上

昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直

副長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ

ル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内への

注水を実施する場合は，原子炉圧力容器への注水

及び原子炉格納容器内への注水に必要な系統構成

を行い，原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容

器内への注水を実施する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

 

⑫ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が開始

されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 ⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

 

 

(c) 操作の成立性 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建屋での各注

入配管の系統構成を 1ユニット当たり中央制御室運転員

2名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2名にて作業

を実施した場合の所要時間は約 20分である。 

また，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外

での低圧代替注水系（可搬型）による送水操作に必要な

1ユニット当たりの要員数及び所要時間は以下のとお

り。 

［防火水槽を水源とした送水］ 

緊急時対策要員 3名にて実施した場合：約 125分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホ

ースが使用できる場合）］ 

緊急時対策要員 4名にて実施した場合：約 140分 

［淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホ 

 ースが使用できない場合）］ 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始ま

での必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建物で

の各注入配管の系統構成を中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は 25

分以内である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施す

る屋外での低圧原子炉代替注水系（可搬型）による送水

操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間

10分以内 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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緊急時対策要員 6名にて実施した場合：約 330分 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作は，作業開始を判断してから低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水開始まで約 330分で可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所東側接続口に

よる原子炉圧力容器への注水の場合】（水源：代替

淡水貯槽） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実

施した場合，215分以内で可能である。 

【残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所西側接続口に

よる原子炉圧力容器への注水の場合】（水源：西側

淡水貯水設備） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実

施した場合，140分以内で可能である。 

【低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉建屋東側

接続口による原子炉圧力容器への注水の場合】（水

源：代替淡水貯槽） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実

施した場合，535分以内で可能である。 

【低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子炉建屋東側

接続口による原子炉圧力容器への注水の場合】（水

源：西側淡水貯水設備） 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実

施した場合，320分以内で可能である。 

他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時間

10分以内  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器内への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水を確認するまで２時間 10分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 
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 使用する水源及び接

続口の相違 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ

（A－2 級）からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容易に

実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を

用いることで，暗闇における作業性についても確保してい

る。室温は通常運転時と同程度である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧代

替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプからのホース

の接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

（添付資料1.8.4） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替

注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に実施可能である。 

 

 また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.8.4－10） 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができな

い場合は，常設代替交流電源設備として使用する常設代

替高圧電源装置により代替循環冷却系の電源を確保し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。また，原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の場合において，原子炉隔離時

冷却系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，代替循環冷却系の運転状態確認

後，逃がし安全弁により減圧を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，

代替循環冷却系が使用可能な場合※２。 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以

上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプ

レッション・チェンバ）が確保されている場合。 

(b) 操作手順 

代替循環冷却系Ａ系による原子炉圧力容器への注水

手順の概要は以下のとおり（代替循環冷却系Ｂ系によ

る原子炉圧力容器への注水手順も同様。）。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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手順の対応フローを第1.8－3図に，概要図を第1.8－

16図に，タイムチャートを第1.8－17図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に代替循環冷却系Ａ系による原子炉圧力容器へ

の注水の準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系Ａ系

による原子炉圧力容器への注水に必要な残留熱除

去系Ａ系ミニフロー弁，残留熱除去系熱交換器

（Ａ）出口弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイ

パス弁及び残留熱除去系Ａ系注入弁の電源切替え

操作を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系Ａ系

による原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁の

電源が確保されたこと並びにポンプ及び監視計器

の電源が確保されていることを状態表示等にて確

認するとともに，冷却水が確保されていることを

確認する。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ａ系注

水配管分離弁，残留熱除去系Ａ系ミニフロー弁，

残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁及び残留熱除

去系熱交換器（Ａ）バイパス弁の全閉操作を実施

する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系ポン

プ（Ａ）入口弁及び代替循環冷却系Ａ系テスト弁

の全開操作を実施する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系ポン

プ（Ａ）を起動し，代替循環冷却系ポンプ吐出圧

力指示値が約1.2MPa［gage］以上であることを確

認後，発電長に報告する。 

⑦発電長は，原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］

以下であることを確認後，運転員等に代替循環冷

却系Ａ系による原子炉圧力容器への注水の開始を

指示する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系Ａ系注

入弁の全開操作を実施した後，代替循環冷却系Ａ

系注入弁の全開操作を実施するとともに，代替循

環冷却系Ａ系テスト弁の全閉操作を実施する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への
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注水が開始されたことを代替循環冷却系原子炉注

水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し，発電長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位Ｌ０以上に維持す

る。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断した

後，冷却水を確保してから代替循環冷却系による原子炉

圧力容器への注水開始まで41分以内で可能である。 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

 

 

 

 

 

復水貯蔵槽，防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並

びに水源から接続口までの可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

復水移送ポンプ，高圧代替注水系，ほう酸水注入系ポン

プ，制御棒駆動水ポンプ，高圧炉心注水系ポンプ，電動弁

及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機，電源車，デ

ィーゼル駆動消火ポンプ及び可搬型代替注水ポンプ（A－2

級）への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

逃がし安全弁による減圧手順については，「1.3 原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 

残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系海

水系による冷却水確保手順については，「1.5 最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに

水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプによる送水手順については，「1.13 重大事

故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装

置，可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電

源車，常設代替直流電源設備として使用する緊急用125V系蓄電

池又は可搬型代替直流電源設備として使用する可搬型代替低圧

電源車及び可搬型整流器による常設低圧代替注水系ポンプ，高

圧代替注水系，代替循環冷却系ポンプ，ほう酸水注入ポンプ，

電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに常設代替交流電源

設備として使用する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交流電

源設備及び可搬型代替直流電源設備として使用する可搬型代替

低圧電源車，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプへの燃料給油手順については，「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

逃がし安全弁による減圧手順については，「1.3 原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するための手順等」にて整備する。 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽，（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））への水の補給手順並びに水源から接続口までの大

量送水車による送水手順については，「1.13 重大事故等の収

束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，

可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車，常設代

替直流電源設備として使用する SA用 115V系蓄電池又は可搬型

直流電源設備として使用する高圧発電機車及び SA用 115V系充

電器による低圧原子炉代替注水ポンプ，高圧原子炉代替注水ポ

ンプ，ほう酸水注入ポンプ，制御棒駆動水圧ポンプ，復水輸送

ポンプ，補助消火ポンプ，消火ポンプ，電動弁及び中央制御室

監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備とし

て使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び

可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水

車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ①③⑨の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 各手順の操作の判

断，確認に係る計装設

備に関する手順の整備

について明確化 
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1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対

応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.8.19図に示す。 

 

 

代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，復

水貯蔵槽が使用可能であれば格納容器下部注水系（常設）

による原子炉格納容器下部への注水（初期水張り）を実施

する。復水貯蔵槽が使用できない場合，消火系又は格納容

器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水（初期水張り）を実施する。また，原子炉圧力容器が破

損し，原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心を冠水冷却

する場合においても，初期水張りを実施する際と同様の順

で対応手段を選択し，原子炉格納容器下部へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉心

の冷却のための対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.8－24図に示す。 

 

 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備によ

り交流動力電源が確保できた場合，代替淡水貯槽が使用可

能であれば格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル

（ドライウェル部）の水位確保操作を実施する。代替淡水

貯槽が使用できない場合，消火系，補給水系又は格納容器

下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル

部）の水位確保操作を実施する。また，原子炉圧力容器が

破損し，ペデスタル（ドライウェル部）へ落下した溶融炉

心を冠水冷却する場合においても，ペデスタル（ドライウ

ェル部）の水位確保を実施する際と同様の順で対応手段を

選択し，ペデスタル（ドライウェル部）へ注水する。ペデ

スタル（ドライウェル部）の水位確保操作は，発電用原子

炉の冷却や原子炉格納容器内の冷却と並行して実施する

が，発電用原子炉の冷却や原子炉格納容器内の冷却とペデ

スタル（ドライウェル部）の水位確保操作が並行して実施

できない場合は，発電用原子炉の冷却や原子炉格納容器内

の冷却を実施した後，ペデスタル（ドライウェル部）への

水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対

応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.8－28図に示す。 

 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

代替交流電源設備により交流動力電源が確保できた場合，

低圧原子炉代替注水槽が使用可能であればペデスタル代替注

水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。低圧原子炉代替注水槽が使用できない場合，復水輸送系

（スプレイ管使用），消火系（スプレイ管使用），格納容器

代替スプレイ系（可搬型），復水輸送系（ペデスタル注水配

管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）又はペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，RPV

破損前の原子炉格納容

器下部への初期水張り

の場合においては，原

子炉格納容器下部への

注水とＳＡ時のＳＲＶ

健全性確保の観点か

ら，スプレイ管を使用

した原子炉格納容器下

部へ注水を優先する 
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なお，消火系による原子炉格納容器下部への注水は，発

電所構内（大湊側）で重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していないこと及びろ過水

タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水手段については，格納容器下部注水

系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

手段と同時並行で準備する。 

また，格納容器下部注水系（常設），格納容器下部注水

系（可搬型），消火系及び補給水系の手段のうちペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水可能な系統1系統以上を起動

し，注水のための系統構成が完了した時点で，その手段に

よるペデスタル（ドライウェル部）への注水を開始する。 

 

 

 

 

なお，消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水は，重大事故等へ対処するために消火系による消火が

必要な火災が発生していないこと及びろ過水貯蔵タンク又

は多目的タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。   

また，補給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間を

要することから，消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水ができない場合に実施する。 

（添付資料1.8.5，添付資料1.8.6，添付資料1.8.7） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）又はペデスタル代替注

水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水手段につ

いては，ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水手段と同時並行で準備する。 

また，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用），格納容器代替ス

プレイ系（可搬型），復水輸送系（ペデスタル注水配管使

用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及びペデスタル代

替注水系（可搬型）による手段のうち原子炉格納容器下部へ

の注水可能な系統１系統以上を起動し，注水のための系統構

成が完了した時点で，その手段による原子炉格納容器下部へ

の注水を開始する。 

 

なお，消火系による原子炉格納容器下部への注水は，発電

所構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必

要な火災が発生していないこと及び補助消火水槽又はろ過水

タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の

場合］ 

代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，低圧

原子炉代替注水槽が使用可能であればペデスタル代替注水系

（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施する。低

圧原子炉代替注水槽が使用できない場合，復水輸送系（ペデ

スタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使

用），復水輸送系（スプレイ管使用），消火系（スプレイ管

使用），ペデスタル代替注水系（可搬型）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を

実施する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）又は格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水手段につ

・運用の相違 

【東海第二】 

 東海第二固有の操作

であるペデスタル水位

確保操作に係る記載の

ため不要と整理 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系（常

設）と同時並行で可搬

に着手する 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジの切替え操作

は不要であることか

ら，消火系よりも復水

輸送系による注水を優

先する 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，RPV

破損前の原子炉格納容

器下部への初期水張り

の場合においては，原

子炉格納容器下部への

注水とＳＡ時のＳＲＶ

健全性確保の観点か

ら，スプレイ管を使用

した原子炉格納容器下

部へ注水を優先するこ

ととしていることから
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いては，ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水手段と同時並行で準備する。 

また，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用），格納容器代替ス

プレイ系（可搬型），復水輸送系（ペデスタル注水配管使

用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及びペデスタル代

替注水系（可搬型）による手段のうち原子炉格納容器下部へ

の注水可能な系統１系統以上を起動し，注水のための系統構

成が完了した時点で，その手段による原子炉格納容器下部へ

の注水を開始する。 

なお，消火系による原子炉格納容器下部への注水は，発電

所構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必

要な火災が発生していないこと及び補助消火水槽又はろ過水

タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

破損前と破損後の項目

を分けて記載 
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(2) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のため

の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.8.19図に示す。 

代替交流電源設備により交流電源が確保できるまでは,交

流電源を必要としない高圧代替注水系により原子炉圧力容

器へ注水し,代替交流電源設備により交流電源が確保できた

段階で，高圧代替注水系に併せてほう酸水注入系によるほ

う酸水注入及び制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注

水を行う。また，低圧代替注水系の運転が可能となり発電

用原子炉の減圧が完了するまでの期間は，高圧代替注水系

により原子炉圧力容器への注水を継続するが，高圧代替注

水系が使用できなくなった場合は高圧炉心注水系により原

子炉圧力容器へ緊急注水する。 

発電用原子炉の減圧が完了し，復水貯蔵槽が使用可能で

あれば低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注

水する。復水貯蔵槽が使用できない場合，消火系又は低圧

代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。

その際も併せてほう酸水注入系によるほう酸水注入を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所

構内（大湊側）で重大事故等へ対処するために消火系によ

る消火が必要な火災が発生していないことが確認できた場

合に実施する。 

 

 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，中央制

御室からの操作が可能であって，注水流量が多いものを優

先して使用する。 

(2) 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下

遅延・防止のための対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.8－24図に示す。 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備によ

り交流動力電源が確保できるまでは，交流動力電源を必要

としない高圧代替注水系により原子炉圧力容器へ注水し，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により

交流動力電源が確保できた段階で，高圧代替注水系に併せ

てほう酸水注入系によるほう酸水注入を行う。また，低圧

の代替注水手段の運転が可能となり発電用原子炉の減圧が

完了するまでの期間は，高圧代替注水系により原子炉圧力

容器への注水を継続する。 

 

発電用原子炉の減圧が完了し，代替淡水貯槽が使用可能

であれば低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ

注水する。代替淡水貯槽が使用できない場合，代替循環冷

却系，消火系，補給水系又は低圧代替注水系（可搬型）に

より原子炉圧力容器へ注水する。その際も併せてほう酸水

注入系によるほう酸水注入を行う。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水手段については，低圧代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水手段と同時並行で準備する。 

また，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬

型），代替循環冷却系，消火系，補給水系及び高圧代替注

水系の手段のうち原子炉圧力容器への注水可能な系統1系統

以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，

その手段による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，重大事

故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していないことが確認できた場合に実施する。また，補

給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間を要するこ

とから，消火系による原子炉圧力容器への注水ができない

場合に実施する。 

 

 

 

(2) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のため

の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.8－28図に示す。 

代替交流電源設備により交流電源が確保できるまでは，交

流電源を必要としない高圧原子炉代替注水系により原子炉圧

力容器へ注水し，代替交流電源設備により交流電源が確保で

きた段階で，高圧原子炉代替注水系に併せてほう酸水注入系

によるほう酸水注入及び制御棒駆動水圧系による原子炉圧力

容器への注水を行う。また，低圧原子炉代替注水系の運転が

可能となり発電用原子炉の減圧が完了するまでの期間は，高

圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器への注水を継続す

る。 

 

発電用原子炉の減圧が完了し，低圧原子炉代替注水槽が使

用可能であれば低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉

圧力容器へ注水する。低圧原子炉代替注水槽が使用できない

場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬

型）により原子炉圧力容器へ注水する。その際も併せてほう

酸水注入系によるほう酸水注入を行う。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手段については，低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水手段と同時並行で準備する。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注

水系（可搬型），復水輸送系，消火系及び高圧原子炉代替注

水系の手段のうち原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統

以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，そ

の手段による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所構

内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な

火災が発生していないことが確認できた場合に実施する。 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）を実施する際の注入配管

の選択は，注水流量が多いものを優先して使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

①④の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系（常

設）と同時並行で可搬

に着手する 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，閉止

フランジの切替え操作

は不要であることか

ら，消火系よりも復水

輸送系による注水を優
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溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めに原子炉圧力容器へ注水を実施している際，損傷炉心の

冷却が未達成と判断した場合は，原子炉格納容器下部への

注水操作を開始する。 

 

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のた

めに原子炉圧力容器へ注水を実施している際，炉心損傷と

判断した場合は，原子炉格納容器下部への注水操作を開始

する。 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を実施す

る際の系統の選択は，常設低圧代替注水系ポンプによる代

替格納容器スプレイ冷却系と配管を共有しない系統を優先

して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：代替循環冷却系Ａ系 

優先②：代替循環冷却系Ｂ系 

（添付資料1.8.5，添付資料1.8.6） 

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のため

に原子炉圧力容器へ注水を実施している際，損傷炉心の冷却

が未達成と判断した場合は原子炉格納容器下部への注水操作

を開始する。 

 

先する 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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第 1.8.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

第1.8－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備 

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／5） 

第 1.8－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整

備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，消火

系，補給水系によるペ

デスタルへの注水につ

いて，対応手段，対処

設備，手順書一覧（2／

5）にて記載

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水と SA時の SRV健全性

確保の観点から，スプ

レイ管を使用した原子

炉格納容器下部への注

水手段を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2／5） 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

系，復水輸送系による

原子炉格納容器下部へ

の注水について，対応

手段，対処設備，手順

書一覧(１／３)にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／３） 対応手段，対処設備，手順書一覧（4／5） 対応手段，対処設備，手順書一覧(２／３) ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，ほう酸

水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸注

入について，対応手

段，対処設備，手順書

一覧(5／5）にて記載
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(３／３) 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，消火

系，補給水系による原

子炉圧力容器の注水に

ついて，対応手段，対

処設備，手順書一覧(4

／5）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5／5） ・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう

酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸

水注入について，対応

手段，対処設備，手順

書一覧（２／３）にて

記載 
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第 1.8.2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（１／７） 

第1.8－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／11） 

 第 1.8－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／１２) 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（4／11） 監視計器一覧(２／１２) ・設備の相違

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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監視計器一覧（３／７） 監視計器一覧（3／11） 監視計器一覧(３／１２) ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水とＳＡ時のＳＲＶ健

全性確保の観点から，

スプレイ管を使用した

原子炉格納容器下部へ

の注水手段を整備 
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監視計器一覧(４／１２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水と SA時の SRV健全性

確保の観点から，スプ

レイ管を使用した原子

炉格納容器下部への注

水手段を整備 
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監視計器一覧（２／７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視計器一覧（2／11） 

 

 

監視計器一覧(５／１２) 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（10／11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視計器一覧(６／１２) 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，高圧代

替注水系による原子炉

圧力容器への注水につ

いて，監視計器一覧

（５／７）にて記載 
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監視計器一覧（６／７） 監視計器一覧（11／11） 監視計器一覧(７／１２) ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，制御

棒駆動水圧系による原

子炉圧力容器への注水

について，監視計器一

覧（８／１２）にて記

載 
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監視計器一覧(８／１２) ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，制御棒

駆動系による高圧代替

注水系による原子炉圧

力容器の注水につい

て，監視計器一覧（６

／７）にて記載 
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監視計器一覧（４／７） 

 

 

監視計器一覧（5／11） 

 

 

監視計器一覧(９／１２) 

 

  

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水系（可

搬型）について，監視

計器一覧（１２／１

２）にて記載 
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 監視計器一覧（9／11） 

 

 

 

 

監視計器一覧(１０／１２) 

 

  

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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監視計器一覧（５／７） 

 

 

 

監視計器一覧（8／11） 

 

 

 

監視計器一覧(１１／１２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系につ

いて，監視計器一覧

（６／１２）にて記載 

1.8-114



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（７／７） 監視計器一覧（7／11） ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

【東海第二】

④の相違
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監視計器一覧（6／11） 監視計器一覧(１２／１２) ・設備の相違

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，低圧代

替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器へ

の注水について，監視

計器一覧（４／７）に

て記載 
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第 1.8.3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 第 1.8－3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 第 1.8－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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第 1.8.1図 SOP「RPV制御」，SOP「R/B制御」における対応フ

ロー

第 1.8－1図 非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）「注

水－３ａ」における対応フロー 

第 1.8－1図 ＳＯＰ「注水－３ａ」における対応フロー 
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第 1.8.2図 SOP「RPV制御」，SOP「R/B制御」における対応フ

ロー 

 

第 1.8－2図 非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）「注

水－３ｂ」における対応フロー 

 

 

第 1.8－2図 ＳＯＰ「注水－３ｂ」における対応フロー 
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第 1.8－3図 非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）「注

水－１」における対応フロー 
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不要であることから，

消火系よりも復水輸送

系による注水を優先す

る 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

1.8-176r2
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添付資料 1.8.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／３） 

添付資料 1.8.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／7） 

添付資料 1.8.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／５） 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子

炉格納容器下部に落下

した溶融炉心の冷却の

ための対応手段につい

て，審査基準，基準規

則と対処設備との対応

表（２／５）にて記載 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／7） 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／５） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，原子炉

格納容器下部に落下し

た溶融炉心の冷却のた

めの対応手段につい

て，審査基準，基準規

則と対処設備との対応

表（１／３）にて記載 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子

炉格納容器下部への注

水と SA時の SRV健全性

確保の観点から，スプ

レイ管を使用した原子

炉格納容器下部への注

水手段を整備 

1.8-178
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／３） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／３） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／7） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／５） ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，消火系

による原子炉圧力容器

への注水について，審

査基準，基準規則と対

処設備との対応表（４

／７）に，高圧代替注

水系，ほう酸水注入

系，補給水系による原

子炉圧力容器への注水

について，審査基準，

基準規則と対処設備と

の対応表（５／７）に

て記載 
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 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／7） 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

系による原子炉圧力容

器への注水について，

審査基準，基準規則と

対処設備との対応表

（３／５）にて記載 

1.8-180



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／7） 

 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系，ほ

う酸水注入系，復水輸

送系による原子炉圧力

容器への注水につい

て，審査基準，基準規

則と対処設備との対応

表（３／５）にて記載 

1.8-181
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／7） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／５） ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，技術

的能力審査基準におけ

る適合方針を記載 

1.8-182
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 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／7） 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／５） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，技術

的能力審査基準におけ

る適合方針を記載 
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 添付資料 1.8.2 

自主対策設備仕様 

 

添付資料 1.8.2 

自主対策設備仕様 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自主

対策設備について設備

概要を記載 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独

申請 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独

申請 
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添付資料 1.8.3－1 

重大事故対策の成立性 

 

1.格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への 

注水 

(1)復水貯蔵槽水源確保 

a.操作概要 

復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉

格納容器下部へ注水する際に，ポンプの吸込ラインを通

常のラインから復水貯蔵槽下部からのラインに切り替え

ることにより水源を確保する。 

 

 

b.作業場所 

廃棄物処理建屋 地下 3 階（管理区域） 

 

c.必要要員数及び時間 

復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

必要要員数: 2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :15 分（実績時間:14 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 1.8.4－1 

重大事故対策の成立性 

 

1. ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水 

 

(1) 中央制御室からのペデスタル代替注水系（常設）起動 

ａ．操作概要 

中央操作からのペデスタル代替注水系（常設）起動が

必要な状況において，原子炉建物付属棟３階まで移動す

るとともに，現場でのＳＡ電源切替盤操作により電源切

り替えを実施する。また，中央制御室操作により系統構

成を実施し，ペデスタル代替注水系（常設）による原子

炉格納容器下部への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からのペデスタル代替注水系（常設）とし

て，最長時間を要するＳＡ電源切替盤による電源切替え

操作を実施した場合に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運 

転員２名） 

想定時間  ：30分以内（所要時間目安※１：14分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分 

 ・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央 

 制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要時

間目安４分 

 ・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安３分（操 

  作対象２弁：中央制御室） 

 ・注水操作：所要目安時間１分（注水操作：中央 

  制御室） 

【現場運転員】  

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新た

に低圧原子炉代替注水

系（常設）を設置し，

専用の水源を設置して

いるため，水源確保の

ためのライン切替操作

は不要 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の操作の

成立性を記載 

1.8-190
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d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備

しており，建屋内常用照明消灯時における作業

性を確保している。また，ヘッドライト及び懐

中電灯をバックアップとして携行している。操

作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を

行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト及び懐中電灯をバックアップとして携行

している。アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反

射テープを施している。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話

設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用

可能な設備により，中央制御室に連絡する。 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20

分，所要時間目安８分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御

室～原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替操作：所要時間目安３分（電源切

替操作：原子炉建物付属棟 ３階） 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタン

タイプ）及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易

に実施可能である。 

(b) 現場操作

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型

照明を作業エリアに配備している。ま

た，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し

ている。操作は汚染の可能性を考慮し防

護具(全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行し

て作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配

備していること，ヘッドライト又は懐中

電灯を携行していることから接近可能で

ある。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  : 通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 : 有線式通信設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。），電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中

央制御室との連絡が可能である。 
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3．補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水が必要な状況において，原子炉建屋廃棄物処理棟中地

下1階及びタービン建屋1階まで移動するとともに，系統

構成を実施し，復水移送ポンプによりペデスタル（ドラ

イウェル部）に注水する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（管理区域）及びタ

ービン建屋1階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水における現場での系統構成に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

 

必要要員数：6名（運転員等（当直運転員）2名，重大

事故等対応要員4名） 

所要時間目安：108分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は100分以内） 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：40分※１（移動経路：中央制御室から原子炉

建屋廃棄物処理棟中地下1階（放射線防護

具着用を含む）） 

・系統構成：25分（操作対象3弁：原子炉建屋廃棄

物処理棟中地下1階及びタービン建屋1

階） 

【重大事故等対応要員】 

・移動：40分（移動経路：原子炉建屋付属棟1階か

ら原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（放

射線防護具着用を含む）） 

・連絡配管閉止フランジ切替え：35分 

※1：重大事故等対応要員の移動及び連絡配管フ

ランジ切替えと並行して行うため，所要時

間目安には含まれない。 

添付資料 1.8.4－2 

 

2．復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

(1) 復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

ａ．操作概要 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水が必要

な状況において，中央制御室操作により系統構成を実施

し，復水輸送ポンプにより原子炉格納容器下部に注水す

る。 

 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

  復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水とし

て，最長時間を要するスプレイ管を使用した場合におけ

る，中央制御室操作での系統構成に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

 

想定時間 ：20分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分 

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央 

 制御室） 

●逆流防止：想定時間５分，所要時間目安１分 

 ・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作 

  対象１弁：中央制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要時間

目安５分 

    ・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安４ 

     分（操作対象２弁：中央制御室） 

    ・注水操作：所要目安時間１分（注水操作：中央制 

     御室） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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ｄ．操作の成立性について 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト     

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用して作業を行

う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作及び一般的なフランジ切替え

作業であり容易に実施可能である。また，

操作対象弁及びフランジは操作性が確保さ

れた場所に設置されており，操作性に支障

はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室及び災害対策本部との

連絡が可能である。 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタ

ンタイプ）及びヘッドライトを配備して

いる。 

 

 

 

 

 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容

易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室空調換気系バウ

ンダリ内の操作におい

ては防護具着用が不要

であることから個別に

作業の成立性を記載 
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2．消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

が必要な状況において，タービン建屋1階まで移動すると

ともに，系統構成を実施し，ディーゼル駆動消火ポンプ

によりペデスタル（ドライウェル部）に注水する。 

ｂ．作業場所 

タービン建屋1階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

における，現場での系統構成に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：54分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は45分以内） 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：41分（移動経路：中央制御室からタービン

建屋1階（放射線防護具着用を含む）） 

・系統構成：4分（操作対象1弁：タービン建屋1

階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

添付資料 1.8.4－3 

3．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

(1) 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

ａ．操作概要 

消火系による原子炉格納容器下部への注水が必要な状

況において，中央制御室操作により系統構成を実施し，

補助消火ポンプ又は消火ポンプにより原子炉格納容器下

部に注水する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

消火系による原子炉格納容器下部への注水として，ス

プレイ管を使用した場合における，中央制御室操作での

系統構成に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：25分以内（所要時間目安※１：10分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分 

 ・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央 

  制御室） 

●逆流防止操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作 

 対象１弁：中央制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 15分，所要時間 

 目安７分 

・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安６分（操 

 作対象４弁：中央制御室） 

・注水操作：所要目安時間１分（注水操作：中央 

 制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタ

ンタイプ）及びヘッドライトを配備して

いる。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助

消火水槽及び補助消火

ポンプを有しており，

当該設備による注水も

可能 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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手袋，タイベック）を着用して作業を行

う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作であり容易に操作可能であ

る。また，操作対象弁は操作性が確保され

た場所に設置されており，操作性に支障は

ない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容

易に操作可能である。 

1.8-196



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.8.4－4 

 

4. 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下

部への 

  注水（淡水／海水） 

(1) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送 

   水車による送水（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水が必要な状況において，外部接続口及

び水源を選定し，取水箇所まで移動するとともに，送水

ルートを確保した後，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）として使用する大量送水車により原子炉格納容器下

部に送水する。 

 

ｂ．作業場所 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合】 

 屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，

取水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２））周辺） 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）】 

 屋外（タービン建物大物搬入口周辺，取水箇所（輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺）， 

原子炉建物付属棟 １階（非管理区域） 

 

  ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水に必要な要員数及び想定時間は以下の

とおり。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を

使用する場合 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

と SA時の SRV健全性確

保の観点から，スプレ

イ管を使用した原子炉

格納容器下部への注水

手段を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8-197



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間  ：2時間 10分以内（所要時間目安※１： 

１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺

作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35

分，所要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対

策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，

所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安

10分（第４保管エリア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間

55分，所要時間目安 34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エ

リア～原子炉建物西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時

間目安 30分（原子炉建物西側法面，原子炉建物

南側接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～屋内接続口）：想定時間 25分，

所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉

建物南側接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原

子炉建物南側接続口周辺） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２））周辺，原子炉建物西側法面周辺

作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30

分，所要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対

策所～第３保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想
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定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：

所要時間目安 10分（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12

分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エ

リア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時

間目安 37分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），原子炉建

物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西

側法面～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）周辺）

●大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：想定時

間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：所要

時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）） 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響がある場合）を使用する

場合 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名）  

想定時間   ：３時間 10分以内（所要時間目安※１：

２時間 46分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物付属棟 １階（非
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管理区域）作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35

分，所要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対

策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，

所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安

10分（第４保管エリア） 

●ホース積込み，運搬：想定時間 25分，所要時間目安

25分 

・ホース積込み：所要時間目安 15分（第４保管エ

リア）

・運搬：所要時間目安 10分（移動経路：第４保管

エリア～タービン大物搬入口）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間

１時間 45分，所要時間目安１時間 30分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時

間目安１時間 30分（タービン建物大物搬入口～

原子炉建物付属棟１階（非管理区域））  

●送水準備（ヘッダ～屋内接続口）：想定時間５分，

所要時間目安５分 

・ヘッダ設定，系統構成：所要時間目安５分（原子

炉建物付属棟１階（非管理区域）） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）周辺，タービン建物大物搬入口周

辺作業）  

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30

分，所要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対

策所～第３保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想

定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：

所要時間目安 10分（第３保管エリア） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 10分，所

要時間目安１時間９分 

・大型ホース展張車移動：所要時間目安５分（移動
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経路：第３保管エリア～タービン建物大物搬入口

） 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 64分（

タービン建物大物搬入口～輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）） 

●大量送水車配置，送水準備：想定時間 20分，所要時

間目安 17分 

・大量送水車配置：所要時間目安４分（移動経路：

第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）） 

・ハッチ解放，水中ポンプ投入：所要時間目安８分

・吐出ラインホース接続：５分

●大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：想定時

間 10分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：所要

時間目安４分 

ｄ．操作の成立性について 

  作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト及び

懐中電灯により，夜間における作業性を確

保している。また，放射性 物質が放出さ

れる可能性があることから，操作は防護具

（全 面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を 装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト

及び懐中電灯を携帯しており，夜間におい

ても接近可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。

操作性 ：格納容器代替スプレイ系（可搬型）として

使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，容易に実施可

能である。また，作業エリア周辺には，支

障となる設備はなく，十分な作業スペース

を確保している。 
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連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通

信設備（固定型，携帯型），電力保安通信

用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置

を含む。）のうち，使用可能な設備によ

り，緊急時対策本部との連絡が可能であ

る。 

 

 

 

 

(2) 系統構成 

ａ．操作概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水が必要な状況において，原子炉建物付

属棟３階まで移動するとともに，現場でのＳＡ電源切替

盤操作により電源切り替えを実施する。また，中央制御

室からの操作による系統構成を実施し，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）として使用する大量送水車により原

子炉格納容器下部へ注水する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水について，中央制御室操作及び現場操

作によるＳＡ電源切替盤操作及び系統構成に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間   ：25分以内（所要時間目安※２：12分） 

※２：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 
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想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央

  制御室） 

●系統構成：想定時間５分，所要時間目安１分

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：

中央制御室） 

【現場運転員】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作：想定時間 20分，所

要時間目安９分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：中央制御

室～原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替操作：所要時間目安３分（電源切

替操作：原子炉建物付属棟 ３階） 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタン

タイプ）及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操

作可能である。 

(b) 現場操作

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服)を着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：通常の受電操作であるため，容易に実施可
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能である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御

室との連絡が可能である。 

1.8-204



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.8.3－2 

2.格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への

注水（淡水/海水） 

(1)遠隔手動弁操作設備を使用する場合の系統構成

a.操作概要

格納容器下部注水系（可搬型）により原子炉格納容器下

部へ注水する際の系統構成として MUWC 接続口内側隔離弁

(A)を全開するため，非管理区域にて遠隔手動弁操作設備を

使用して弁操作を実施する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上 2 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間

遠隔手動弁操作設備を使用した弁操作に必要な要員数，時間は

以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :20 分（実績時間:15 分） 

d.操作の成立性について

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備し

ており，建屋内常用照明消灯時における作業性を

確保している。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携帯している。放射性物質

が放出される可能性があることから，操作は防護

具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備

して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に

配備しており接近可能である。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯をバックアップとして携帯してい

る。アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :一般工具を使用した簡易な操作であり，容易に実

施可能である。操作対象弁には，暗闇でも識別し

易いように反射テープを施している。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用可能

な設備により，中央制御室に連絡する。 

添付資料1.8.4 

重大事故対策の成立性 

1．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水（淡水／海水）

添付資料 1.8.4－5 

5．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への注水（淡水／海水） 
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(2)可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）による送水準備及び送水

a.操作概要

緊急時対策本部は，格納容器下部注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水が必要な状況において，接続口（ホ

ース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，可搬型代

替注水ポンプ（A－2 級）により送水する。 

b.作業場所

屋外（原子炉建屋周辺，防火水槽周辺，淡水貯水池周辺）

c.必要要員数及び時間

格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水のうち，可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）による送水

操作に必要な要員数,時間は以下のとおり。 

必要要員数:「防火水槽を水源とした場合」 

3 名（緊急時対策要員 3 名） 

「淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設し

(1) 格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代

替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送

水（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ド

ライウェル部）への注水が必要な状況において，外部接

続口及び水源を選定し，取水箇所まで移動するととも

に，送水ルートを確保した後，格納容器下部注水系（可

搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによりペデスタル（ドライウェ

ル部）に送水する。

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建屋東側周辺，原子炉建屋西側周辺，常

設代替高圧電源装置置場東側周辺，常設代替高圧電源装

置置場西側周辺，取水箇所（西側淡水貯水設備，代替淡

水貯槽）周辺） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ド

ライウェル部）への注水として，最長時間を要する代替

淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口を使用した送水に必

要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：8名（重大事故等対応要員8名） 

(1) ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車による送水（淡水／海水） 

ａ.操作概要 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水が必要な状況において，外部接続口及び

水源を選定し，取水箇所まで移動するとともに，送水ル

ートを確保した後，ペデスタル代替注水系（可搬型）と

して使用する大量送水車により原子炉格納容器下部に送

水する。 

ｂ.作業場所 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペ

デスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する

場合】 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取

水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

周辺） 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響がある場合）】

屋外（タービン建物大物搬入口周辺，取水箇所（輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺）， 原子

炉建物付属棟 １階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水に必要な要員数及び想定時間は以下のと

おり。 

(a) ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）を使

用する場合 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数：12名（緊急時対策要員 12名） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，建物

内接続口を使用した手

順を整備 

・体制及び運用の相違
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てあるホースが使用できる場合）」 

4 名（緊急時対策要員 4 名） 

「淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できない場合）」 

6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :「防火水槽を水源とした場合」 

3 名の場合 125 分（実績時間なし） 

「淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できる場合）」 

140 分（実績時間なし） 

「淡水貯水池を水源とした場合（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できない場合）」 

330 分（実績時間なし） 

所要時間目安※１：535分以内（所要時間目安のうち，

現場操作に係る時間は535分以内） 

※1：所要時間目安は，模擬によ

り算定した時間 

所要時間内訳 

【重大事故等対応要員】 

・準備：30分（放射線防護具着用を含む）

・移動：10分（移動経路：南側保管場所から代替淡

水貯槽周辺） 

・ホース敷設準備：20分※２（対象作業：ホース積込

み，ホース荷卸しを含む） 

・系統構成：475分（対象作業：ポンプ設置，ホー

ス敷設等を含む）

・送水準備：20分

※2：ホース敷設準備は，系統構成と並行して行

うため，所要時間目安には含まれない。 

想定時間 ：２時間 10分以内（所要時間目安※１：１

時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺

作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35

分，所要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対

策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，

所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安

10分（第４保管エリア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間

55分，所要時間目安 34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エ

リア～原子炉建物西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時

間目安 30分（原子炉建物西側法面，原子炉建物

南側接続口周辺） 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑬の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，使用

する水源によって対応

する要員の人数は変わ

らない 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は使用す

る代替淡水源，接続口

により対応人数，想定

時間は変わらない 
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●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定

時間 25分，所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉

建物南側接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原

子炉建物南側接続口周辺） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）周辺，原子炉建物西側法面周辺作

業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30

分，所要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対

策所～第３保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想

定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：

所要時間目安 10分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12

分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エ

リア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時

間目安 37分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分

（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），

原子炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物

西側法面～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）周辺） 

●大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水開始：想

定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水開始：

所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）） 
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(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）を使用する場合 

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリア

の可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名）  

想定時間   ：３時間 10分以内（所要時間目安※１：

２時間 46分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物付属棟 １階（非

管理区域）作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35

分，所要時間目安 32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対

策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，

所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安

10分（第４保管エリア） 

●ホース積込み，運搬：想定時間 25分，所要時間目安

25分 

・ホース積込み：所要時間目安 15分（第４保管エ

リア）

・運搬：所要時間目安 10分（移動経路：第４保管

エリア～タービン大物搬入口）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間

１時間 45分，所要時間目安１時間 30分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時

間目安１時間 30分（タービン建物大物搬入口～

原子炉建物付属棟１階（非管理区域））  

●送水準備（ヘッダ～屋内接続口）：想定時間５分，

所要時間目安５分 

・ヘッダ設定，系統構成：所要時間目安５分（原子

炉建物付属棟１階（非管理区域）） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整備 
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d.操作の成立性について

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中電灯及び

LED 多機能ライトにより，夜間における作業性を確

保している。放射性物質の放出に備え，防護具（全

面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業

を行う。 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトにより，夜間における作業性を確

保している。また，放射性物質が放出され

る可能性があることから，操作は放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，タイベック）を着用して作業を

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）周辺，タービン建物大物搬入口周

辺作業）  

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30

分，所要時間目安 28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対

策所～第３保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想

定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：

所要時間目安 10分（第３保管エリア） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 10分，所

要時間目安１時間９分 

・大型ホース展張車移動：所要時間目安５分（移動

経路：第３保管エリア～タービン建物大物搬入口

） 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 64分（

タービン建物大物搬入口～輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）） 

●大量送水車配置，送水準備：想定時間 20分，所要時

間目安 17分 

・大量送水車配置：所要時間目安４分（移動経路：

第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）） 

・ハッチ解放，水中ポンプ投入：所要時間目安８分

・吐出ラインホース接続：５分

●大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：想定時

間 10分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水：所要

時間目安 10分 

ｄ.操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電

灯により，夜間における作業性を確保してい

る。また，放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護

服）を装備又は携行して作業を行う。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 使用する照明設備の

相違 

・記載表現の相違
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移動経路:車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト，懐中電

灯及び LED 多機能ライトを携行しており，夜間にお

いても接近可能である。また，現場への移動は，地

震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移

動できる経路を移動する。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプ（A－2 級）からのホースの接

続は，汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易

に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支

障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）のうち，使用可

能な設備により，緊急時対策本部及び中央制御室に

連絡する。 

行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト

及びＬＥＤライトを携帯しており，夜間に

おいても接近可能である。また，アクセス

ルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：格納容器下部注水系（可搬型）として使用

する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプからのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線連

絡設備（固定型，携帯型），電力保安通信

用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），

送受話器（ページング）のうち，使用可能

な設備により，災害対策本部との連絡が可

能である。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及

び懐中電灯を携帯しており，夜間においても

接近可能である。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性 ：ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用

の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能であ

る。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信

設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電

話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含

む。）のうち，使用可能な設備により，緊急

時対策本部との連絡が可能である。 

【柏崎 6/7,東海第二】 

1.重大事故等対策

添付資料 1.0.13にて炉

心損傷の徴候の有無に

応じて適切な防護具の

着用を判断することと

していることから記載

を適正化 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

使用する照明設備の

相違 
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